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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

（1）計画策定の背景 

①こども基本法・こども大綱の方向性 

令和の時代となり、人口減少と少子化・高齢化が加速するなか、様々な社会変化

がこどもと子育て家庭の取り巻く環境に大きな影響を与えています。これまでも、

こどもと子育て家庭に関する施策として、子ども・子育て支援制度の開始、待機児

童対策や幼児教育・保育の無償化、児童虐待防止対策の強化などの充実に取り組ん

できましたが、少子化の進行に歯止めをかけるには至っていません。一方で、こど

もと子育て家庭が抱える課題は増大し、生きづらさを抱えたこども・若者が増加し

ています。これに伴い、ニートやひきこもりなどの若者の自立をめぐる問題や、児

童虐待、いじめ、不登校等の問題に関連しているといわれています。また、若い世

代の結婚や子育てへの不安や、子育て家庭の不安・孤立感が少子化に影響している

ことも指摘されています。 

このような状況を踏まえ、国は少子化対策をさらに積極的に推進するため、次代

の社会を担うこども・若者・子育て家庭などが将来にわたって幸福な生活を送るこ

とができる社会の実現を目指し、こども施策を社会全体で総合的且つ強力に推進し

ていくための包括的な基本法として、令和５年４月１日に「こども基本法」を施行

しました。こども施策に関する基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、こども

施策の基本となる事項を定めるとともに、社会全体でこども施策を総合的に推進す

ることを目的としています。 

  

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」とは 

～全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる

社会～ 

 全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、

生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することがで

き、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体

的・精神的・社会的（バイオサイコソーシャル）に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイ

ング）で生活を送ることができる社会。 
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②本町の取組状況 

本町では、次世代育成支援対策計画に基づき、子育て支援施策を推進してきまし

た。平成27年度の子ども・子育て支援制度の開始にあわせ、子ども・子育て支援事

業計画を策定し、次世代育成支援対策計画を包含して推進してきました。 

こどもの貧困解消対策としては、「矢吹町の未来を担う子ども応援計画」を策定

し、第１期（平成29～令和３年度）、第２期（令和４～８年度）と継続的に推進して

います。 

また、子ども・子育て支援事業計画の策定・推進に併せて、矢吹町子ども・子育

て会議を設置し、計画の策定を協議するとともに、計画期間中の施策の推進状況は、

担当課・関係課が毎年度点検し、子ども・子育て会議に報告する体制を確保してい

ます。 

  

全てのこどもについて 

① 全てのこどもについて、個人として尊重され、基本的人権が保障されるとともに、差別的取

扱いを受けることがないようにすること。 

② 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護さ

れること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る

権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく

与えられること。 

③ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事

項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 

④ 全てのこどもについて、どの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善

の利益が優先して考慮されること。 

⑤ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任

を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うととも

に、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することに

より、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
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矢吹町子ども・子育て支援事業計画(平成27年度～31年度) 

矢 吹 町 こ ど も 計 画  

（令和7年度～令和11年度） 

 

矢
吹
町
の
未
来
を
担
う
子
ど
も
応
援
計
画 

（
平
成
年
29
年
度
～
令
和
3
年
度
） 

図1-1 計画の位置づけと策定経過 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

矢吹町第2期子ども・子育て支援事業計画(令和2年度～6年度)の作成 

町民へのアンケート

調査（幼児期の教育・

保育・子育て支援に

対する需要や課題など

を把握） 

関係各課との検討・調整 
パブリックコメント

の実施 

矢吹町子ども・子育て

会議の開催 

矢吹町第3期子ども・子育て支援事業計画（令和7年度～令和11年度） 

矢吹町の未来を担う子ども応援計画（令和4年度～令和11年度） 

子 ど も 若 者 計 画 （ 令 和 7 年 度 ～ 令 和 1 1 年 度 ） 

関係各課による事業の進捗状況の

点検・評価 

パブリックコメントの実施 

町民へのアンケート調査（幼児期

の教育・保育・子育て支援に対する

需要や課題などを把握） 

矢吹町子ども・子育て会議の開催 

矢吹町こども計画の策定 

定例教育委員会へ上程 

関係各課による事業の進捗状況の

点検・評価 
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（2）計画策定の趣旨 

こども基本法第10条に基づき、「こども大綱」や「都道府県こども計画」を踏ま

え、市町村こども計画の策定が努力義務化されました。本町では、これまで策定・

推進してきた「矢吹町子ども・子育て支援事業計画」「矢吹町の未来を担う子ども応

援計画」を含め、こども基本法の示す理念及びこども大綱の示す基本的な方針を踏

まえ、こども・若者・子育て支援施策の総合的な計画として「矢吹町こども計画」

を策定・推進します。 

２ 計画の概要 

（1）位置づけ 

本計画は、こども基本法第10条第２項に基づく「市町村こども計画」であり、本

町のこども・若者施策に関する事項を定める計画です。「まちづくり総合計画」にお

けるこども・子育て支援の部門計画に位置付けられ、関連計画と整合を確保しつつ、

策定・推進します。 

また、子ども・子育て支援法第61条に規定する市町村子ども・子育て支援事業計

画、子ども・若者育成支援推進法第９条第２項に規定する市町村こども・若者計画

や、こどもの貧困解消に向けた対策の推進に関する法律第９条第２項に規定する市

町村計画、その他法令の規定に基づき、こども施策に関する事項を定めるものとし

て一体的に策定します。 

 

図1-2 関連計画との関係性 
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（2）計画の期間 

本計画の期間は、令和７年度から11年度までの５か年とします。 

ただし、国や県の施策の動向、社会経済情勢の変化状況を見極めながら、必要に

応じて見直しを行うこととします。 

図1-3 計画の期間 

 

 

 

 

 

（3）計画の対象 

こども基本法では、「こども」を年齢で区切ることなく、“心身の発達の過程にあ

る者”と定義されています。 

本計画の対象は、こども（18歳未満）及び若者（概ね30歳まで、取組により39歳

までを含む）とその家族とします。また、子ども・子育て支援法に基づく子ども・

子育て支援事業のサービス対象者は、主に小学生以下の児童（取組によっては18歳

未満）とその家族とします。 

 

 

  
「こども」の表記について 

本計画では、こども家庭庁の判断基準にならい、各法令に根拠がある場合や固有名詞を用い

る場合を除き「こども」と表記しています。 
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３ 計画の策定体制 

この計画の策定にあたっては、町民へのアンケート調査を実施し、幼児期の教育・

保育、子育て支援に対する需要や課題などを把握しました。 

町の関係各課による事業の進捗状況の点検・評価に加えて、子ども・子育て支援

法第77条に基づく「矢吹町子ども・子育て会議」を設置し、計画案を審議し、策定

に至りました。 

図1-4 計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-1 調査概要 

区  分 調査方法 

就学前児童保護者 通所・通園先において配布、郵送にて配布・回収。 

小学生児童保護者 学校で配布、郵送により配布・回収。 

中学生保護者 学校で配布、郵送により配布・回収。 

高校生保護者 郵送により配布・回収。 

小学生 学校で配布、郵送により配布・回収。 

中学生 学校で配布、郵送により配布・回収。 

高校生 郵送により配布・回収。 

 

区  分 
就学前
児童 
保護者 

小学生 

保護者 

中学生 

保護者 

高校生 

保護者 
小学生 中学生 高校生 合計 

配布数 744 件 888 件 481 件 414 件 460 件 481 件 414 件 3,882 件 

回答数 464 件 618 件 206 件 113 件 310 件 197 件 109 件 2,017 件 

回答率 62.4％ 69.6％ 42.8％ 27.3％ 67.4％ 41.0％ 26.3％ 52.0％ 

  

矢吹町こども計画の策定・公表 

矢吹町 

矢吹町 

子ども・子育て会議 
町民等 

町が策定した案 

に対する意見 

評価検証に 

対する意見 

アンケート調査 

パブリックコメント 

町長 
庁議 

（庁内 

課長会議） 

現行計画 

評価検証 

（ＰＤＣＡ） 

統計 

データ 
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４ 矢吹町のこども・子育て家庭を取り巻く状況 

（1）保育の状況 

①こども数の状況 

17歳以下のこども数は、令和２年は2,659人でしたが、令和６年は2,477人と減少

傾向がみられ、未就学の０～５歳は令和６年は700人を下回っています。 

表1-2 こども数の推移                （各年４月1日現在 単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

０～５歳 807 785 742 718 667 

６～11 歳 912 915 888 880 867 

12～17 歳 940 925 950 946 943 

計 

（総人口に占める割合） 

2,659 

（15.4％） 

2,625 

（15.3％） 

2,580 

（15.2％） 

2,544 

（15.0％） 

2,477 

（14.7％） 

資料：住民基本台帳 
 

②保育園・認定こども園等の園児数の推移 

矢吹町では私立保育園１園、私立認定こども園２園、私立小規模保育施設２園が

保育園機能を担っています。（※令和６年10月よりイマジン・レインボーが閉園と

なり、同年11月よりサンライズキッズ保育園矢吹北町園が事業を引き継いでいま

す。） 

表1-3 保育園・認定こども園別園児数の推移      （各年４月1日現在 単位：人） 

区  分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和５年の定員 

矢吹町ひかり保育園 106 105 107 116 110 

認定こども園 

ポプラの木 
126 115 127 114 115 

認定こども園 

野のはな 
55 60 74 72 60 

イマジン・レインボー※ 12 12 6 12 12 

サンライズキッズ 

保育園矢吹町園 
－ 15 16 18 19 

計 299 307 330 332 316 

資料：教育委員会 
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図1-5 年齢別保育園児（保育園機能）数の推移    （各年４月1日現在 単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育委員会 

②乳幼児の受け入れ年齢と保育時間 

矢吹町ひかり保育園、認定こども園ポプラの木、認定こども園野のはなでは、０

歳から就学前の児童を受け入れています。小規模保育施設サンライズキッズ保育園

矢吹町園及びサンライズキッズ保育園矢吹北町園は０～２歳の児童を受け入れて

います。 

表1-5 乳幼児の受け入れ年齢及び保育時間 

区  分 対象年齢 
保育時間 

平日 土曜日 

矢吹町ひかり保育園 

０歳～就学前まで 

7：20～18:50（延長含む） 7:20～17:30 

認定こども園 

ポプラの木 
7：15～18:45 7：15～18:15 

認定こども園 

野のはな 
7：15～18:45 7：15～18:15 

サンライズキッズ 

保育園矢吹町園 

（矢吹北町園） 

０歳～２歳児 7：00～19:00 7：00～19:00 

資料：教育委員会 

③延長保育 

町内の全保育園・認定こども園・小規模保育施設で延長保育を実施しています。 

表1-6 延長保育の利用者数（令和５年度）               （単位：人） 

区  分 
矢吹町ひかり 

保育園 

認定こども園 

ポプラの木 

認定こども園 

野のはな 

サンライズキッズ

保育園矢吹町園 
計 

利用者数 284 348 225 11 868 

実施時間 
平日 18：20～

18：50 

平日 18：15～

18：45 

平日 18：15～

18：45 

平日 7：00～19：30 

土曜～18：30 
 

資料：教育委員会 

④障がい児保育 

町内の保育施設では、特別保育事業として障がい児保育を実施しており、申込み

時に保育園で面接のうえ、集団保育が可能な児童の受け入れを行っています。 

23 16 14 18

60 73 80 71

73 78 87 82
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55 62
46
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46 51301
313

339 341
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０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計
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（2）幼稚園、認定こども園の状況 

①園児数の推移 

町内には、町立幼稚園が４園、私立の認定こども園が２園設置されており、定員

に対する園児の状況をみると、町立幼稚園ではいずれも定員に余裕があります。 

表1-7 幼稚園、認定こども園の幼児数の推移      （各年５月１日現在 単位：人） 

区  分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 
令和５年の

定員 

町立 

矢吹幼稚園 39 46 37 38 110 

中央幼稚園 109 95 85 84 180 

中畑幼稚園 50 44 35 31 90 

三神幼稚園 43 40 38 40 90 

私立 

認定こども園 
ポプラの木 

17 17 15 18 15 

認定こども園 
野のはな 

13 11 16 15 15 

計 271 253 226 226 500 

資料：教育委員会 

②預かり保育 

町立幼稚園では、朝夕の預かり保育（朝：７時30分から８時30分まで、夕：13時

30分から18時30分まで）を行っています。 

表1-8 幼稚園の預かり保育の状況          （令和５年５月１日現在 単位：人） 

区  分 預かり保育 Ａ 園児数 Ｂ 割合(％) Ａ/Ｂ 

町立 

矢吹幼稚園 18 38 47.4 

中央幼稚園 44 84 52.4 

中畑幼稚園 14 31 45.2 

三神幼稚園 22 40 55.0 

計 98 193 50.8 

資料：教育委員会 

（3）小学校の状況 

町内には矢吹小学校、善郷小学校、中畑小学校、三神小学校の計４つの町立小学

校があります。また、こどもの状況に応じて特別支援学級が設置されています。過

去には全ての学校に特別支援学級が設置されていない年もありましたが、保護者の

要望などを受けて、その数は増加傾向にあります。 

表1-9 小学校児童数の推移              （各年５月１日現在 単位：人） 

区  分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

町立矢吹小学校 195 201 193 179 

町立善郷小学校 440 437 421 421 

町立中畑小学校 154 151 155 152 

町立三神小学校 111 112 105 113 

計 900 901 874 865 
資料：教育委員会 
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表1-10 特別支援学級の設置状況           （各年５月１日現在 単位：人） 

区  分 
児童数 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

町立矢吹小学校 1 7 10 9 

町立善郷小学校 10 16 17 17 

町立中畑小学校 4 3 3 4 

町立三神小学校 1 0 0 0 

計 16 26 30 30 

資料：教育委員会 

（4）放課後児童クラブの状況 

共働き家庭などの児童の放課後の居場所づくりとして、小学校の空き教室等を利

用して全ての小学校で放課後児童クラブを設置しています。 

表1-11 放課後児童クラブの状況          （令和５年５月１日現在 単位：人） 

区  分 定員 対象年齢 保育時間 

矢吹小児童クラブ 110 

全学年 午後６時 30 分まで 

善郷小児童クラブ 160 

中畑小児童クラブ 65 

三神小児童クラブ 60 

計 395 

資料：教育委員会 

表1-12 放課後児童クラブの児童数の推移       （各年５月１日現在 単位：人） 

区  分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 
令和５年の

利用率 

矢吹小児童クラブ 67 77 89 81 45.3％ 

善郷小児童クラブ 110 141 149 152 36.1％ 

中畑小児童クラブ 38 45 51 57 37.5％ 

三神小児童クラブ 41 38 38 45 39.8％ 

中畑公民館放課後 

児童クラブ（臨時） 
11 － － － － 

計 267 301 327 335 38.7％ 

※利用率は、小学１～６年生の児童数に対する利用者数の割合 

資料：教育委員会 
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（5）アンケート調査からみられる状況 

①保護者調査の主な結果 

母親の就業状況 

就学前児童、小学生（低）の母親の就業状況は、「正社員・正規職員・会社役員」

が46.6％と多く、「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」が25.0％、「働いて

いない（専業主婦／主夫を含む）」が14.9％となっています。小（高）、中・高生等

の母親も同様に、「正社員・正規職員・会社役員」が46.1％と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学生（低）は低学年、（高）は高学年のこと。（以下同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の育児休業の取得状況 

就学前児童、小学生（低）の保護者は「取得した」が51.8％、小学生（高）保護

者では43.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問１１保護者の就労状況・母親〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

46.6

49.4

42.5

7.1

6.9

7.5

25.0

22.4

28.9

4.0

3.2

5.2

14.9

15.7

13.6

0.3

0.4

0.0

2.1

1.9

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業（家族従業者、内職、自由業等）

働いていない（専業主婦／主夫を含む） わからない

無 回 答

 
問１１保護者の就労状況・母親〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

46.1

46.4

44.7

47.7

9.3

7.1

13.1

8.3

25.8

24.0

26.6

29.4

8.0

8.1

6.5

10.1

7.6

10.1

7.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

4.2

2.0

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業( 家族従業者、内職、自由業等) 

働いていない（専業主婦／主夫を含む） わからない

無 回 答

 
問１４育児休業の取得・母親〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

28.1

23.1

35.7

51.8

55.8

45.8

4.3

7.1

0.0

5.8

4.3

8.1

3.6

2.8

4.9

6.3

6.9

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

働いていなかった 取得した

現在取得中である 取得していない、または取得する必要がなかった

取得したかったが取得できなかった 無 回 答

 
問１４育児休業の取得・母親〔％〕

N =

308 37.3 43.8

0.3

8.1 5.2 5.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

働いていなかった 取得した

現在取得中である 取得していない、または取得する必要がなかった

取得したかったが取得できなかった 無 回 答
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教育・保育施設の利用（就学前児童保護者） 

現在の利用状況では「町立幼稚園（通常の就園時間の利用）」が30.4％、「認定こ

ども園（保育施設機能）」が23.9％、「町立幼稚園の預かり保育（定期的な利用のみ）」

が15.3％となっています。 

今後の利用希望は、平日は「町立幼稚園（通常の就園時間の利用）」が31.3％と多

く、「認定こども園（保育施設機能）」が22.6％、「町立幼稚園の預かり保育（定期的

な利用のみ）」が18.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問２０①現在の利用している〔％・複数回答〕

N = 464

％

町立幼稚園（通常の就園時
間の利用）

私立幼稚園（通常の就園時
間の利用）

町立幼稚園の預かり保育
（定期的な利用のみ）

私立幼稚園の預かり保育
（定期的な利用のみ）

私立保育園

公立保育園

認定こども園（幼稚園機能）

認定こども園（保育施設機
能）

小規模保育施設

事業所内保育施設（職場内
保育所等）

認可外保育施設

ファミリー・サポート・セン
ター

その他

無　回　答

30.4

0.9

15.3

0.6

5.8

12.5

8.4

23.9

7.3

0.6

0.0

1.5

1.1

13.8

0 10 20 30 40 50
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放課後児童クラブの利用状況（小学生保護者） 

小学生（低）保護者では、「利用している」は55.8％、小学生（高）保護者では

15.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後過ごさせたい場所（小学生保護者） 

小学校低学年時については、小学生（低）保護者は、「放課後児童クラブ（学童保

育）」が58.1％、「自宅」が50.6％、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾

など）」が27.3％となっています。小学生（高）保護者は「放課後児童クラブ（学童

保育）」が39.3％、「自宅」が36.0％、「放課後子ども教室」が15.9％となっています。 

小学校高学年（４～６年生）については、小学生（低）保護者は、「自宅」が50.0％、

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が30.8％、「放課後児童ク

ラブ（学童保育）」が30.5％となっています。小学生（高）保護者は、「自宅」が69.8％、

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が28.2％、「祖父母宅や友

人・知人宅」が21.8％となっています。 

子育てで大変だと思うこと 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「子どもの健康管理・食生活」が48.7％、

「仕事と子育ての両立」が34.6％、「将来の進学のための学費の貯金等」が33.9％、

「生活習慣や勉強を教えること」が30.7％となっています。 

小（高）、中・高生等保護者では、「将来の進学のための学費の貯金等」が46.6％、

「子どもの受験・進学」が44.5％、「学習習慣の定着」が39.4％、「教育費の確保」

が38.5％、「子どもの健康管理・食生活」が37.2％、「生活習慣や勉強を教えること」

が34.6％となっています。 

  

 
問１９小学生・放課後児童クラブの利用〔％〕

N =

308 55.8 41.9 2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用している 利用していない 無 回 答

 
問１９小学生・放課後児童クラブの利用〔％〕

N =

308 15.3 78.6 6.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用している 利用していない 無 回 答
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問３４子育てで大変だと思うこと・悩み〔％・複数回答〕
N = 772

％

子どもの健康管理・食生活

子どもの発達

子どもと過ごす時間の確保

子どものしつけが難しいこ
と

生活習慣や勉強を教えるこ
と

学習習慣の定着

子どもの送迎・交通費の負
担

子どもの受験・進学

子どもの意欲の維持・向上

子どもの将来の就職

子どもの友人関係

一人で子育てしている孤立
感

配偶者の無関心・非協力

仕事と子育ての両立

自分がほっとする時間がな
い

地域の理解が少ない

職場の理解が少ない

相談相手・相談先がない

生活費の確保

教育費の確保

修学旅行・部活の遠征費等
の確保

将来の進学のための学費
の貯金等

特にない

その他

無　回　答

48.7

18.7

27.1

4.9

30.7

23.7

14.9

14.1

20.1

13.6

19.3

3.6

4.9

34.6

16.7

2.1

4.9

2.6

24.2

29.5

6.7

33.9

7.0

0.5

10.2

50.6

19.2

24.6

5.4

26.1

15.5

14.0

10.3

14.4

10.3

13.8

3.9

4.1

34.1

16.8

1.3

4.1

2.8

22.2

27.4

5.6

32.3

6.3

0.6

15.5

45.8

17.9

30.8

4.2

37.7

36.0

16.2

19.8

28.6

18.5

27.6

3.2

6.2

35.4

16.6

3.2

6.2

2.3

27.3

32.8

8.4

36.4

8.1

0.3

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 就学前保護者 小学生保護者
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問２０子育てで大変だと思うこと・悩み〔％・複数回答〕
N = 616

％

子どもの健康管理・食生活

子どもの発達

子どもと過ごす時間の確保

子どものしつけが難しいこ
と

生活習慣や勉強を教えるこ
と

学習習慣の定着

子どもの送迎・交通費の負
担

子どもの受験・進学

子どもの意欲の維持・向上

子どもの将来の就職

子どもの友人関係

一人で子育てしている孤立
感

配偶者の無関心・非協力

仕事と子育ての両立

自分がほっとする時間がな
い

地域の理解が少ない

職場の理解が少ない

相談相手・相談先がない

生活費の確保

教育費の確保

修学旅行・部活の遠征費等
の確保

将来の進学のための学費
の貯金等

特にない

その他

無　回　答

37.2

12.2

21.6

4.9

34.6

39.4

25.2

44.5

26.1

29.1

26.0

3.4

5.2

19.6

10.4

1.6

3.7

4.1

24.8

38.5

16.4

46.6

4.7

1.6

3.1

37.7

14.9

26.0

4.5

36.4

42.5

18.8

33.1

24.7

22.1

26.9

2.3

5.2

21.8

12.3

0.6

3.9

2.9

23.7

31.5

13.6

43.5

5.2

0.6

3.9

36.7

11.1

17.6

4.5

36.2

40.7

30.2

59.3

30.7

37.2

28.6

4.0

5.5

18.1

9.5

3.0

5.0

4.0

23.6

40.2

17.6

48.2

4.0

2.0

3.0

36.7

6.4

16.5

6.4

26.6

28.4

33.9

49.5

22.0

33.9

18.3

5.5

4.6

16.5

6.4

1.8

0.9

7.3

30.3

55.0

22.0

52.3

4.6

3.7

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 小学生保護者 中学生保護者 高校生保護者
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矢吹町での子育て 

続けたいという意向は、就学前児童、小学生（低）保護者で79.7％、小（高）、中・

高生等保護者で81.3％と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

問５１矢吹町での子育ての継続意向〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

79.7

78.7

81.2

11.1

12.1

9.7

9.2

9.3

9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答

 
問３８矢吹町での子育ての継続意向〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

81.3

82.5

82.9

75.2

10.2

9.1

10.6

12.8

8.4

8.4

6.5

11.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答
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充実を希望する子育て支援サービス 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「子どもの就学に係る費用の軽減」が63.3％、

「子どもの塾代・受験料への支援」が51.4％と多くみられます。 

小（高）、中・高生等保護者では、「子どもの就学に係る費用の軽減」と「子ども

の塾代・受験料への支援」がともに57.0％、「学習支援の充実」が41.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問５３充実を希望する子育て支援サービス〔％・複数回答〕

N = 772

％

職場環境の整備について
企業へ働きかけ

育児休業後の職場復帰の
支援

再就職のための支援

悩みを相談できる支援体制
の充実

同じ悩みを持つ人の交流
の場の創設

地域の人や民間支援団体
による支援

病気や障がいなどへの専
門的な支援

男性の育児・家事参加の意
識啓発

子育て支援情報の充実

子どもの就学に係る費用の
軽減

子どもの塾代・受験料への
支援

学習支援の充実

子ども食堂の充実

一時的に必要な資金の貸
与

公営住宅の整備など住宅
確保のための支援

その他

無　回　答

22.8

15.9

14.6

7.1

8.3

2.5

12.3

16.2

18.7

63.3

51.4

37.0

8.2

8.4

4.3

3.1

10.4

23.1

17.2

16.2

7.5

8.6

2.2

12.1

17.5

20.3

64.7

49.8

35.3

9.3

9.1

4.1

3.9

10.6

22.4

14.0

12.3

6.5

7.8

2.9

12.7

14.3

16.2

61.4

53.9

39.6

6.5

7.5

4.5

1.9

10.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 就学前保護者 小学生保護者
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問５３充実を希望する子育て支援サービス〔％・複数回答〕

N = 616

％

職場環境の整備について
企業へ働きかけ

育児休業後の職場復帰の
支援

再就職のための支援

悩みを相談できる支援体制
の充実

同じ悩みを持つ人の交流
の場の創設

地域の人や民間支援団体
による支援

病気や障がいなどへの専
門的な支援

男性の育児・家事参加の意
識啓発

子育て支援情報の充実

子どもの医療費の軽減の
充実

子どもの就学に係る費用の
軽減

子どもの塾代・受験料への
支援

学習支援の充実

子ども食堂の充実

一時的に必要な資金の貸
与

公営住宅の整備など住宅
確保のための支援

その他

無　回　答

18.5

7.8

10.1

7.6

7.1

3.1

14.8

9.1

12.3

15.4

57.0

57.0

41.1

6.5

10.1

5.7

3.7

9.9

20.8

9.1

11.0

6.8

6.2

3.2

14.3

10.7

13.6

0.0

58.1

59.1

44.2

7.5

11.7

6.5

3.6

8.4

14.6

5.5

8.0

6.5

7.5

3.0

13.6

5.0

11.6

27.1

56.8

58.8

42.7

5.5

9.5

6.0

3.5

11.1

19.3

8.3

11.0

11.9

9.2

2.8

18.3

11.9

10.1

37.6

54.1

47.7

29.4

5.5

6.4

2.8

4.6

11.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 小学生保護者 中学生保護者 高校生保護者
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②こども本人調査の主な結果 

学校生活 

「とても楽しい」が52.9％、「まあ楽しい」が40.7％で合わせて93.6％とほとんど

が回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業でわからないこと 

「教科によってはわからないことがある」が41.6％、「だいたいわかる」が37.7％、

「いつもわかる」が12.0％となっています。小学生は『わかる』が60％台だが、中

高生は40％台となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

習い事 

小学生では習い事をしているが62.6％となっています。 

 

 

 

 

 

地域のクラブ、学校の部活動への参加 

参加しているのは67.7％ととなっています。 

 

 

 

 

 

 

 
問８学校生活が楽しい〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

52.9

56.1

51.8

45.9

40.7

37.7

42.6

45.9

4.4

4.8

4.1

3.7

1.5

0.6

1.5

3.7

0.5

0.6

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても楽しい まあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない 無 回 答

 
問１２授業がわからないこと〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

12.0

16.1

8.6

6.4

37.7

44.5

31.0

30.3

41.6

32.6

49.2

53.2

5.7

4.8

6.1

7.3

1.5

0.6

3.0

0.9

1.6

1.3

2.0

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いつもわかる だいたいわかる

教科によってはわからないことがある わからないことが多い

ほとんどわからない 無 回 答

 
問１５小学生・習い事〔％〕

N =

310 62.6 36.5 1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答

 
問１７地域のスポーツ・文化クラブ、部活動の参加〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

67.7

59.0

84.8

61.5

31.3

40.6

13.2

37.6

1.0

0.3

2.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答
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悩みや心配ごと 

自分や家族のことでなやみや心配ごとがありますか、という設問に対し、小学生

で「悩みや心配ごとはない」が53.2％と多く、「勉強のこと」が21.0％、「友だちと

の関係」と「進学・進路のこと」がともに14.8％となっています。 

中学生、高校生では、「進学・進路のこと」が50.7％と多く、「勉強のこと」が39.2％、

「なやみや心配ごとはない」が28.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
問２２小学生・悩んでいること〔％・複数回答〕

N = 310

％

友だちとの関係

勉強のこと

進学・進路のこと

クラブ活動のこと

自分の性格のこと

自分の顔だちや体つきのこ
と

家族で楽しく過ごすことが
少ないこと

親が自分の気持ちをわ
かってくれないこと

親同士の仲がよくないこと

家族の世話をするのが大
変なこと

着られる服が少ないこと

ご飯をおなかいっぱい食べ
られないこと

家の中が散らかっているこ
と

家にお金がないこと

その他

悩みや心配ごとはない

無　回　答

14.8

21.0

14.8

1.6

11.6

9.0

2.6

5.2

2.3

0.0

1.0

0.0

3.5

2.9

1.3

53.2

8.4

0 10 20 30 40 50 60 70
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問２３中高生・悩んでいること〔％・複数回答〕

N = 306

％

友だちとの関係

勉強のこと

進学・進路のこと

クラブ活動のこと

自分の性格のこと

自分の顔だちや体つきのこ
と

好きな人のこと

親が自分の気持ちをわ
かってくれないこと

家族で楽しく過ごすことが
少ないこと

家族の世話をするのが大
変なこと

親同士の仲がよくないこと

ご飯をおなかいっぱい食べ
られないこと

着られる服が少ないこと

家にお金がないこと

家の中が散らかっているこ
と

なやみや心配ごとはない

その他

無　回　答

18.0

39.2

50.7

9.8

18.3

18.6

8.2

7.5

1.3

0.7

2.0

1.0

2.6

4.6

4.6

28.8

2.3

5.6

20.8

43.1

48.2

9.6

19.8

18.8

9.6

10.2

1.5

1.0

2.5

1.0

3.0

4.6

5.6

27.9

2.5

6.6

12.8

32.1

55.0

10.1

15.6

18.3

5.5

2.8

0.9

0.0

0.9

0.9

1.8

4.6

2.8

30.3

1.8

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 中学生 高校生
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家族の世話・介護 

世話をしている家族等は「いない」が83.8％、「いる」が9.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
問３２お世話をしている家族〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

9.4

11.9

6.6

7.3

83.8

80.0

87.8

87.2

6.8

8.1

5.6

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 無 回 答
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５ 課題の整理 

前計画の実施状況、アンケート調査結果等を踏まえて、今後取り組むべき課題を

整理します。 

 

課題１ 少子化・高齢化等社会変化の影響への対応 

少子化・高齢化とともに核家族化も進んでおり、子育ての孤立化や不安の増大と

いった影響も懸念されています。地域の繋がりが希薄化し、大人もこどもも孤立、

孤独感を抱える傾向が強まっています。困難な状況にあるこどもや子育て家庭への

支援は、地域全体で行う必要があります。地域の多様な機会を通じて、当事者の声

を受け止め、様々な機関が連携して支援を行っていくことが重要です。 

また、こども・若者自身が抱える悩みについて、地域や大人が気づく機会が限ら

れており、こども自身も声をあげにくい状況があります。地域全体で協力し、こど

もたちの状況や悩みを早期に把握し、適切に対応する仕組みを整備する必要があり

ます。 

 

課題２ 子育て家庭の仕事や家庭生活の変化への対応 

令和２年の国勢調査では25～39歳の既婚女性の就業率が80％前後と平成27年の

アンケート結果より高くなっています。今回のアンケート調査の結果、フルタイム

で働く母親が増加していることがうかがえます。これに伴い、低年齢児の頃から共

働き世帯が増え、保育サービスへのニーズも高まっています。特に低年齢児に対す

る保育ニーズは依然として高く、今後も継続的に保育サービスが求められることが

予想されます。さらに、母親の就労状況の変化に対応し、保育ニーズに柔軟に対応

できるよう、支援体制の整備が重要です。 

また、育児休業制度の普及が進んでいますが、仕事と家庭生活の両立支援のため

の施策も強化が求められています。子育て家庭が不安なく働き、女性が活躍できる

環境を引き続き整備することが必要です。 

 

課題３ 個別ニーズのあるこどもの育成支援の体制づくり 

障がいやその他の支援が必要なこども、学校生活や家庭生活において悩みや課題

を抱えているこどもが増加しています。これらのこどもたちは、困難を抱えていて

も声をあげにくい場合が多く、支援が届きにくい現状があります。支援が必要なこ

どもやその家庭に対しては、福祉、保健、医療、教育など、地域の関係機関が連携

して支援する体制を構築し、こどもたちの成長を支援できる環境を整えることが求

められます。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

「こども・若者の最善の利益」を第一に考え（こどもファースト）、こども・若者

の人格と個性が尊重されることを基本に、大人たちや地域がこどもの声に耳を傾け

られる土壌をつくり、共生できる矢吹町を目指して、基本理念を以下のとおり設定

します。 

 

基本理念 
 

こどもの声に耳を傾け こどもの多様性を尊重する 

「こどもまんなか」共生社会の実現 

２ 基本目標 

社会動向や子育てに関わるサービス提供の現状、町民のニーズなどを整理し、次

の５つの基本目標を設定し、基本理念の実現に向けて取り組みます。 

 

基本目標１  

こどもの人権の尊重

とこどもまんなか 

地域づくりの推進 

 

こどもの人権、意思を伝える権利とこどもまんなか社会につい

て普及・啓発を図ります。 

こどもまんなか共生社会を目指した人づくりとこどもの声をき

く機会を確保します。 
 

 

  

基本目標２  

こども・若者を守る・

安心環境づくり 

 

障がい、虐待や学校生活等での課題、家庭生活での課題など

により、支援が必要なこども・家庭について切れ目ない支援体制

を確保します。 
 

 

  

基本目標３  

こどもが個性を発揮

して心豊かに育つ 

環境づくり 

 

こどもたちが生きる力と豊かな心を養い成長できるように教

育環境の充実を図るとともに、地域に学ぶ場や体験の場、居場所

を拡充して地域がこどもたちの育ちに関わりながら成長できる

環境づくりを進めます。 
 

 

  

基本目標４  

切れ目ない育成 

支援環境づくり 

 

こどもは家庭で育つことを基本に、こどもと子育て家庭の健康

支援を推進します。子育て家庭の悩みや不安を軽減し、こどもと

向き合えるように、こどもの成長にあわせて切れ目なく、寄り添

いながら支援する体制を充実します。 
 

 

  

基本目標５  

こどもと子育てを 

支援する地域づくり 

 

こどもと子育てにやさしい地域となるように、こどもと子育て

家庭の利用する公共施設や道路の安全性の確保と地域安全活動

の推進を図ります。仕事と子育ての両立支援や共働き・共育を応

援する地域づくりを進めます。 
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３ 施策体系 
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第３章 こども施策の推進 

基本目標１ こどもの人権の尊重とこどもまんなか地域づくりの推進 

1-1 こどもの権利を守る取組 

生きる権利や成長する権利、暴力から守られる権利、教育を受ける権利など、こ

どもたちの大事な権利が守られるよう、医療、教育、生活への支援に努めます。ま

た、こども自身や大人がこども基本法やこどもの権利を知るための場を提供、啓発

に努めます。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

こどもまん

なか宣言 

 

 

 

 

 

※ 

○幼  ○学  ○青  

国の「こどもまんな

か宣言」の趣旨に共

感・賛同し、町として

もこどもまなんか社

会の実現に向け「こ

どもまんなか」を宣

言しそれに向けた事

業を実施します。 

新たに掲載する事業 

こどもまんなか宣

言を行い、こどもま

んなか社会の実現

に向けた事業を実

施します。 子育て支援課 

2 

こどもまん

なか応援サ

ポーター 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

国の「こどもまんな

か宣言」の趣旨に共

感・賛同し、その取組

を応援し、自らも行

動する団体や個人を

応援サポーターと位

置づけ、こどもまん

なか社会の啓発に取

り組みます。 

新たに掲載する事業 

こどものまんなか

社会実現に向けた

取組を応援し、こど

もまんなかの啓発

に努めます。 子育て支援課 

 

※対象となるライフステージを示している。（表内は以下同様） 

○幼 ：誕生から幼児期、○学 ：学童期・思春期、○青 ：青年期・子育て世代 
 

1-2 ０歳からのひとづくりの推進 

「こどものよい育ちは、脳のよい育ち」という脳科学の考えをもとに、子育て世

帯と共に０歳からのひとづくりに向けた取組、はじめの100か月の育てビジョンに

係る取組を推進します。 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

０歳からの

ひとづくり

施策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

出生からの切れ目な

い支援を通じて、こ

どもの健やかな成長

と社会性の発達を促

進することを目的と

し、産後ケア事業の

充実、乳幼児健診・相

談支援の強化、親子

交流プログラムの実

施など、多様な取組

を展開します。 

新たに掲載する事業 

乳幼児期の発達に

重要な親子の関わ

りを深めるため、産

後ケアの対象拡充

や、育児相談体制の

さらなる強化を図

ります。また、幼児

教育と地域資源を

活用し、非認知能力

の育成に向けたプ

ログラムの充実を

進めます。引き続

き、関係機関との連

携を深め、０歳から

のこどもの成長を

支える包括的な支

援体制を構築して

いきます。 

子育て支援課 

 

 

1-3 こどもの声に耳を傾ける取組 

こどもの声を聴く場となっている子ども議会を継続・充実させます。また、矢吹

創生学やコミュニティ・スクール活動など学校・地域・こどもが一体となった活動

において、こどもが声をだす力を身に付け、こどもの耳を傾ける環境づくりを進め

ます。こどもの意見を聴くためのアンケートやワークショップ等を開催し、施策へ

の反映に努めます。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

子ども議会
開催事業 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○学  

各小学校の６年生を
対象に、議会活動の
広報広聴をはじめ、
総合的な学習時間と
して議場を利用した
模擬議会を開催して
います。各学校には
代表議員の選出、一
般質問の作成、報告
書の作成、リハーサ
ル等の参加など協力
依頼し実施していま
す。 

20人の子ども議員が
出席し、５人が一般
質問を実施。 

事業を継続し、行
政、町議会の仕組み
を学ぶため、こども
たちが地域社会の
一員として自らま
ちづくりに参画し
ていこうとする意
識の醸成を目指し
ます。 

教育振興課 

2 

こどもの意
見をきくア
ンケート等
の実施 
 
 
 

○学  ○青  

こどもまんなか社会
に向け、こどもとと
もに施策を進めてい
くためにアンケート
を行います。 

新たに掲載する事業 

自己肯定感、自身の
暮らしている地域
や自身を取り巻く
環境等に対するこ
となどを調査し、こ
どもの意見を基に
本計画の推進を点
検します。 

子育て支援課 
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1-4 こども・子育て世代に寄り添う取組 

子育て世帯の育児に関する経済的、身体的負担の軽減を図るサポートを充実させ

ます。また、こどもの居場所づくりを積極的に推進し、食事の提供や悩み相談、交

流の場を増やします。 

子ども食堂等は、こどもたちの孤食を防ぎ、おいしい食事で幸せな時間を過ごせ

るよう地域とのつながりのなかで取り組まれている民間活動で、多様な主体により、

矢吹町内や圏域内で子ども食堂の活動が行われています。こどもの居場所や交流の

場として、団体等の活動を支援します。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

こどもの居

場所・相談

の場づくり 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

こどもたちの孤立を

防ぐと共に安心して

過ごせる居場所づく

りを目指すことを目

的として、こどもの

居場所づくり事業を

実施する団体に運営

費等を助成し、こど

もの居場所の拡充を

図ります。 

・子ども食堂 ２施
設（開催回数：各施設
12回） 
・カフェ  １施設

（開催回数：18回） 

こどもの居場所が

確保されるよう事

業の充実を図り、引

き続き、実施団体の

支援に取り組みま

す。 
子育て支援課 
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基本目標２ こども・若者を守る・安心環境づくり 

2-1 こどもの貧困解消対策 

矢吹町の未来を担うことの育成を支援するため、教育の支援、生活の支援、保護

者の就労支援等を推進します。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

矢吹町の未

来を担うこ

ども応援計

画 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

育った環境に左右さ

れることなく、夢と

希望を持って成長し

ていける社会の実現

に向け、矢吹町の未

来を担うこどもを応

援しこどもの貧困対

策を総合的に推進し

ます。 

計画に基づき子育て

支援及び次世代育成

支援に係る事業を推

進。 

計画を統合し、引き

続き各種事業に取

り組みます。 
 

子育て支援課 

 

2-2 障がい児施策の充実 

障がいや発達で支援が必要なこどもが、身近な地域で安心して生活できるよう、

障がい児福祉サービスや療育を受ける機会の確保と、共に育ち学べるための支援を

推進します。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

教育支援委
員会 
 
 
 

 

○学  

特別な支援を必要と
する（心身に何らか
の障がいを有する）
児童生徒の就学につ
いて、矢吹町教育支
援委員会を設置し、
適切な指導助言や教
育相談を行います。 

委員会：４回（追加の
委員会：２回） 
件数：48件 

特別な支援を必要
とする児童生徒が
年々増加傾向にあ
るため、適切な就学
先の決定に向け必
要な情報提供と支
援を行います。 

教育振興課 

2 

障がい児保
育事業 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○幼  

保育園・幼稚園・認定
こども園への障がい
児の受け入れについ
ては、集団保育が可
能なこどもを中心に
できるかぎり受け入
れています。 
このため、安全で適
正な教育・保育環境
の整備を行うととも
に、適切な職員の配
置や施設面の整備を
図ります。 

民間の保育施設に対
し、障がい児を保育
するための加配職員
分の経費を一部補助 
補助額 
1,903,000円（１園） 

特別な支援を要す
る児童が増加傾向
にあり、加配の人員
確保等を検討しま
す。 

子育て支援課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

3 

特別支援教
育 
 
 

 

○学  

ＬＤ（学習障がい）、
ＡＤＨＤ（注意欠陥
／多動性障がい）、高
機能自閉症を含め一
人ひとりの教育的
ニーズに応じた支援
を行います。 

支援員を配置（小学
校：15人、中学校：２
人） 
特別支援教育担当者
会：２回 

学習補助や特別な
支援を要する児童
が増加傾向にあり、
支援員の人員確保
等を検討します。 

教育振興課 

4 

特別児童扶
養手当・育
成医療等の
給付 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○幼  ○学  ○青  

身体又は精神に障が
いのある20歳未満の
児童を監護・養育して
いる人に支給してい
ます。 
18歳未満の児童で、身
体に障がいがあり、現
在の状態をそのまま
にすると身体に障が
いを残すと認められ
る場合で、手術などに
より確実な治療が期
待できる際に必要な
医療費の一部を負担
します。 

特別児童扶養手当受
給者：69人 
育成医療：１件 

引き続き事業を実
施します。 

保健福祉課 

5 

障がい児福

祉手当 

 

○幼  ○学  ○青  

在宅の20歳未満の重

度障がい児に対し

て、負担軽減の一助

として手当を支給し

ます。 

手当受給者数：９人 

引き続き事業を実

施します。 
保健福祉課 

6 

障がい児福

祉サービス 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  

全ての障がい児が個

人として尊重され、

必要な日常生活又は

社会生活を営むこと

ができるように児童

福祉法に基づく障が

い児支援を実施しま

す。 

児童発達支援：20人 

放課後等デイサービ

ス：29人 

障がい児相談支援：

50人 

障がいのあるこど

もが個々に応じた

療育等の必要な支

援を受けることが

できるよう、事業を

継続します。 

保健福祉課 

7 

軽度・中等

度難聴児に

対する補聴

器購入費助

成 

 

 

 

○幼  ○学  

身体障害者手帳の交

付対象とならない軽

度及び中等度の難聴

児の補聴器購入費等

の一部を助成するこ

とにより、言語の取

得、教育等における

健全な発育の支援を

行います。 

補助実績：０件 

軽度・中等度の難聴

児の健全な発育支

援のため、事業を継

続します。 

保健福祉課 
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2-3 児童虐待防止・社会的養護の推進・ヤングケアラー支援 

要保護児童対策地域協議会を中心に虐待防止ネットワークを強化し、関係機関の

連携のもと、児童虐待に関する情報の共有と、早期発見、早期対応に努めます。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

矢吹町要保

護児童対策

地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  

矢吹町要保護児童対

策地域協議会の各構

成機関が専門性を活

かし、連携して児童

虐待の予防、早期発

見、発生後の迅速且

つ適切な対応を行い

ます。児童虐待の早

期発見、早期対応を

図れるよう、ケース

検討や研修を行いま

す。 

代表者会議：２回 

実務者会議：３回 

定例連絡会議：３回 

研修会：１回 

個別ケース会議：４

回 

要保護児童対策地

域協議会において、

代表者会議、実務者

会議及び個別ケー

ス検討会の実施に

加え、庁内の関係課

や関係機関との連

携を円滑に行い、活

動の推進に取り組

みます。 

子育て支援課 

2 

こども家庭

センターの

相談機能の

強化 

 

 

○幼  ○学  ○青  

こどもがいる家庭の

悩み相談、虐待の情

報収集に加えて児童

相談所や福祉機関と

の連絡調整等を担

い、家庭と寄り添っ

た支援を行います。 

新たに掲載する事業 

こ ど も 家 庭 セ ン

ターの機能強化を

図り、今後も各家庭

に寄り添った支援

を行います。 
子育て支援課 

3 

ヤングケア

ラーへの支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学  ○青  

家庭での養育状況等

が気になるこどもと

してあげられたケー

スについて、家庭の

状況把握に取り組

み、家庭の状況に応

じた適切なサービス

の利用につなげま

す。さらに、ヤングケ

アラーの早期発見に

つなげるため、学校

などを通じて積極的

に周知を行うことに

より、さらなる理解

の促進を図ります。 

新たに掲載する事業 

こ ど も 家 庭 セ ン

ターを中心に、教育

や福祉、保健をはじ

めとする関係機関

がそれぞれの専門

性を生かしながら

連携を強化し、こど

もやその家族の悩

みや困難の状況、発

達段階に応じた、切

れ目のない継続的

且つきめ細かな支

援の充実を図ると

ともに、関係機関等

と密接な連携を図

り、ヤングケアラー

の支援の充実を図

り、条例制定を進め

ます。 

子育て支援課 
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2-4 こども・若者の自殺対策・犯罪からこども・若者を守る取組 

ＳＯＳの出し方教育やこころの健康に関する相談などを推進します。地域でこど

も・若者の安全を守る活動を推進します。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

子ども見守

り隊活動 

 

 

 

 

 

 

○学  

こどもを犯罪から守

るために、学校区ご

とに地域住民が自主

的に「子ども見守り

隊」を組織し、毎日

小学生の登下校時に

こどもたちを見守る

活動を行っていま

す。 

登録者120人。 

各学区に子ども安全

見守り隊を組織し、

登下校時のこどもた

ちの安全確保を推

進。 

子ども見守り隊は

ボランティアで成

り立っている団体

であり、人数が減

少傾向にあるた

め、デジタルを活

用したこどもの見

守りに取り組みま

す。 

教育振興課 

2 

社会を明る

くする運動 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学  ○青  

全ての国民が、犯罪

や非行の防止と罪を

犯した人たちの更生

について理解を深

め、それぞれの立場

で力を合わせ、犯罪

や非行のない地域社

会を築くための全国

的な運動です。この

運動に対し、啓発活

動を行います。 

特別相談所開設、法

務相談：各１回 

社会を明るくする運

動施設訪問：４か所 

社会を明るくする運

動企業訪問：２か所 

人権擁護啓発活動：

１回 

学校幼稚園訪問：13

か所 

今後も人権週間や

法の日に因み、人

権擁護委員や保護

司により駅周辺等

において「社会を

明るくする運動」

を実施し、啓発活

動を展開していき

ます。 

保健福祉課 

3 

学校安全教

育の推進 

 

 

 

 

 

○学  

園児・児童生徒の安

全確保のため、小中

学校において、危機

管理マニュアルを作

成し、校内体制や校

外（地域、警察等）

との連携体制を整備

します。 

各学校において、安

全な避難の仕方の訓

練、防犯訓練を実施。 

学校防災計画に基

づき、学校、地

域、警察との連携

体制の充実を図

り、避難訓練等を

継続して実施し、

児童生徒の安全確

保に努めます。 

教育振興課 

4 

子ども110

番の家事業 

 

 

 

 

 

 

 

○学  

子ども110番の家

は、商店や常時家族

の誰かが在宅してい

る家などが指定され

ており、こどもが避

難してきたときに、

そのこどもを保護

し、直ちに警察に

110番通報する役割

を担います。 

指定数 

矢吹小学区：55戸 

善郷小学区：12戸 

中畑小学区：22戸 

三神小学区：32戸 

避難場所の周知が

図られていないた

め、デジタルを活

用した周知方法と

デジタルマップの

更新に取り組みま

す。 

教育振興課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

5 

合同防犯パ

トロール 

 

 

 

 

 

 

○学  ○青  

交通安全活動団体及

び防犯活動団体それ

ぞれの活動枠を越え

て協力連携を図り、

一体となった幅広い

活動展開により「安

全・安心のまちづく

り」の推進に取り組

みます。 

やぶき夏祭りの際に

防犯パトロールの実

施。 

関係団体と連携し

定期的な活動を継

続して実施します。 

まちづくり推進課 

 

2-5 安全・安心なまちづくり・居住環境の推進 

こどもや子育て家庭が暮らす居住環境の向上を図るとともに、遊び場や道路の安

全確保を図ります。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

住宅地及び

住宅の供給 

 

 

○幼  ○学  ○青  

積極的に宅地分譲を

行い、良質な住宅地

の供給を行っていま

す。 

これまで分譲した宅

地の維持管理。 

引き続き事業を実

施します。 

都市整備課 

2 

若者定住促

進助成事業 

 

○幼  ○学  ○青  

町内に住宅を取得し

た若者夫婦に対し助

成金を交付し定住促

進を図ります。 

合計43世帯（町内居

住：20世帯、町外から

の転入：23世帯） 

引き続き事業を実

施します。 
都市整備課 

3 

公園施設の
整備、安全
確保 
 
 
 
 
 
 

○幼  ○学  ○青  

常に巡回点検等を行
い、適正な維持管理
と施設の安全確保に
努めます。 

・業務委託等による
適正な維持管理と施
設の安全確保。 
・中畑公園にインク
ルーシブデザインの
遊具（様々な個性や
感性を持った人々が
分け隔てなく遊べる
遊具）の設置。 

巡回等による公園
施設の点検を行い、
適正な維持管理及
び利用者の安全確
保に努めます。 

都市整備課 

4 

街路灯の整

備 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

街路灯は 100ｍに１

か所を基準として毎

年設置を進めていま

す。 

また、寿命が長く消

費電力の少ないＬＥ

Ｄを採用し、省エネ

化を図ります。 

ＬＥＤ街路灯の新設

設置。（13基）（合計管

理数2,401基） 

地域の要望に対し

て現地状況に応じ

た新設設置を行い、

道路の安全確保、防

犯に努めます。 都市整備課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

5 

道路の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

安全に安心して通行

できる自転車・歩行

車道の整備につい

て、各小中学校周辺

や主要道路を中心に

整備を推進します。 

三神小学校の通学路

となっている神田西

線の道路改良舗装工

事の実施。 

矢吹小学校、善郷小

学校の通学路となっ

ている一本木29号線

の用地買収、道路舗

装工事（歩道）の実

施。 

主要路線の拡幅と

同時に歩道整備に

取り組みます。 

都市整備課 

6 

道路や交通
安全施設の
整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○幼  ○学  ○青  

ガードレールの設
置、区画線整備、街路
灯・カーブミラーの
設置、道路維持工事、
除草・清掃を実施し
ます。 

･矢吹小学校の通学
路となっている舘沢
田内線の区画線工事
の実施。 
･善郷小学校の通学
路となっている曙町
長峰線の区画線工事
の実施。 
･中畑小学校の通学
路となっている中畑
上敷面線の区画線工
事の実施。 
･矢吹小学校の通学
路となっている大町
５号線のカラー舗装
工事の実施。 

引き続き事業を実
施します。 

都市整備課 

7 

公共施設等
の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○幼  ○学  ○青  

集会施設（地区公民館）
を対象に、集会施設内
外のスロープ設置、公
共下水道・集落排水施
設への接続又は合併浄
化槽への排水施設改修
化等を推進していま
す。 
また、子育て世帯が安
心して利用できるよう
公共施設においてトイ
レ、ベビーベッド、授乳
室等の整備に努めま
す。 

中畑公園の便益施設
（トイレ）整備にお
いて、子育て世帯や
車いす等の方々も利
用ができるような多
機能トイレ等の設置
を図るため、現地調
査や費用の算定、配
置等の検討。 

各公園施設におけ
るニーズを把握し、
多機能トイレ設置
等に向けた現地調
査や配置検討を行
います。 

都市整備課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 
公共施設等
の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○幼  ○学  ○青  

集会施設（地区公民館）
を対象に、集会施設内
外のスロープ設置、公
共下水道・集落排水施
設への接続又は合併浄
化槽への排水施設改修
化等を推進していま
す。 
また、子育て世帯が安
心して利用できるよう
公共施設においてトイ
レ、ベビーベッド、授乳
室等の整備に努めま
す。 

松倉地区集会所、･西原
地区集会所のトイレの
洋式化。 
鍋内地区集会所、井戸尻
地区集会所にスロープ
の新設。 
文京町地区集会所のス
ロープの改修。 
柿之内地区集会所の屋
根塗装の実施。 
長峰地区集会所の外壁
改修の実施。 
これまでに整備した施
設の維持管理。 

引き続き事業を実
施します。 

まちづくり推進課 

8 

交通事故防
止ポスター
コンクール 
 
 
 
 
 
 

○学  

交通事故防止の啓蒙
を図るため、各小学校
を通して５・６年生に
ポスター制作をお願
いし、校内選考後の作
品展示と優秀作品（特
選・金賞・佳作）につ
いて表彰式を実施し
ています。 

矢吹小学校10点、中畑
小学校10点、三神小学
校10点、善郷小学校30
点の計60点の出展が
あり、２月１日から16
日までの期間、中央公
民館で展示。 

学校との連携を図り
ながら事業の充実に
取り組みます。 

生涯学習課 

9 

交通安全教
室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○幼  ○学  

矢吹町交通安全母の
会や矢吹自動車学校
などの協力により、
保育園・幼稚園や小
学校などにおいて、
こどもの交通事故防
止のための交通安全
教室と、保護者に交
通安全意識を高めて
もらうための親子交
通安全教室を実施し
ています。 

各校において交通教
育専門員や警察と連
携しながら安全な歩
き方や自転車の乗り
方について指導を実
施。 

関係機関と連携を
継続し、交通安全へ
の意識向上に努め
ます。 

教育振興課 

10 

青少年健全
育成推進協
議会活動の
活性化 
 
 
 
 
 

○学  

小学校単位に設置され
ている青少年健全育成
推進協議会は、学校と
の連携のもとで危険箇
所の点検、巡回指導、ス
キー教室などの地域行
事への協力など、青少
年の健全育成に大きな
役割を果たしていま
す。 

第16回矢吹町少年の
主張大会 
７月29日（土） 
会場：KOKOTTO 

今後、さらに拡大す
るよう学校と各地
区協議会との連携・
協力に努めます。 

生涯学習課 
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基本目標３ こどもが個性を発揮して心豊かに育つ環境づくり 

3-1 こどもの生きる力の育成に向けた教育の推進 

こどもの学力が保障されるよう、学校教育の充実を図るとともに、地域との連携

を図りながら学校運営を進め、学びの環境の向上を図ります。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

学力向上対

策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  

学校図書館司書の配

置・学力向上推進支

援会議（幼小中連携

と、光南高校との中

高連携による取組に

より、町立小中学生

全体の基礎学力を向

上）・つなぐ教育に力

をいれて、家庭での

学習習慣、望ましい

生活習慣（ノーメ

ディアデー）の確立・

学校訪問等（全幼保

小中）・学力向上授業

交流会などを実施し

ています。 

タブレットや電子黒

板を導入し、ICT教育

の推進を行っていま

す。 

・学校訪問等全幼保

小中（23回） 

・つなぐ教育推進支

援会議（２回） 

・学力向上授業交流

会（１回） 

・学力向上推進部会

（２回） 

・つなぐ教育推進部

会（２回） 

・小５中２算数数学

担当者研修会（１回） 

・矢吹町さわやか教

員研修（３回） 

・全国学力学習状況

調査（１回） 

・ふくしま学力調査

（１回） 

・標準学力テスト

（１回） 

学校間の連携によ

り、基礎学力向上の

ための授業研究会、

情報の共有の場の

提供に努め学力向

上を目指して取り

組みます。 

幼小中連携と光南

高校との中高連携

による取組を今後

も継続し、つなぐ教

育の推進、学力向上

に努めます。 

教育振興課 

2 

小学６年生

夏期講習会 

 

 

 

 

 

○学  

各小学校６年生を対

象に、学習への意識

向上への礎を築くた

めに、夏期休業中に、

民間学習塾講師によ

る習熟度別の学級編

成を行い、夏期講習

会を実施していま

す。 

７月24～25日の２日

間実施 

会場：矢吹中学校 

参加者数：146人（小

学６年生） 

委託先：ベスト学院

株式会社 

時期の見直しを検

討し、児童生徒の基

礎学力向上と講習

会を通じて中学校

への円滑な接続を

図ります。 
教育振興課 

3 

地域の教育

力を活用し

た教育支援

事業 

 

 

 

 

 

○学  

各学校の創意工夫に

より校外での体験学

習や地域の人々の参

加による学習を実施

しています。 

また、中学校の部活

動においても専門的

な知識や経験のある

方に指導を依頼して

います。 

中学校部活動指導委

員１人（野球部） 

地域の協力、参加を

いただきながら学

習し、開かれた学校

を目指して取り組

みます。 
教育振興課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

4 

スクールカ

ウンセラー

の活用事業 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  

外部の専門家の協力

を得て学校における

教育相談体制の充実

を図っています。 

相談件数 

幼稚園、保育園：86件 

小学校：児童357件、

保護者・教諭：730件 

中学校：生徒125件、

保護者・教諭：207件 

事業を継続し、児童

生徒へのきめ細や

かなサポートを行

います。 

教育振興課 

5 

適応指導教

室 

 

 

 

 

 

○学  

不登校状態にある児

童生徒に対して、教

育相談や学習指導、

生活指導を実施し、

生活のリズムを改善

するとともに学校復

帰のための支援を

行っています。 

通級児童生徒：中学

生入級者１人 

事業を継続し、児童

生徒へのきめ細や

かなサポートを行

います。 
教育振興課 

6 

英検・漢

検・数検の

受験費補助 

○学  

中学生に各種検定試

験の受験料を全額補

助しています。 

検定試験受験人数 

英語検定：210人 

数学検定：118人 

漢字検定：63人 

事業を継続し、生徒

の学力向上に努め

ます。 教育振興課 

7 

矢吹子ども

読書100選

パンフレッ

ト配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学  

児童生徒の読書活動

を支援するため、「子

どもたちが読書に親

しむ町やぶき」を目

指して、幼児向け、小

学校低学年・中学年・

高学年向け、中学生

向けの親がこどもに

読ませたい本、友達

に薦めたい本を選考

し、こどもたちが主

体的に読書活動に取

り組めるよう、書籍

を紹介したパンフ

レットを作成してい

ます。 

子ども読書100選表

彰者数 

１学期：92人 

２学期：127人 

３学期：211人 

読書習慣を築くこ

とにより、本を読む

楽しさ、読書に親し

むこと、自ら学ぶ意

欲を育てます。 

生涯学習課 

8 

児童生徒サ
ポート連絡
会議 
 
 
 
 
 

 

○幼  ○学  

保健師、スクールカ
ウンセラー、スクー
ルソーシャルワー
カー、幼稚園、保育
園、小中学校が連携
し０歳から義務教育
修了まで、支援を要
するこどもたちを継
続的にサポートする
体制づくりを行って
います。 

児童生徒サポート連
絡協議会（１回） 
ＳＣ・ＳＳＷ研修会
（１回） 

事業を継続し、児童
生徒へのきめ細や
かなサポートを行
います。 

教育振興課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

9 

青少年児童

サポート事

業 

 

 

 

 

○学  ○青  

ひきこもり、不登校

等の問題を抱える児

童生徒や青少年に対

し、進学や就職へ向

けての支援を関係機

関の協力を得ながら

進める活動を行いま

す。 

青少年サポート事業

連絡協議会（１回） 

対象者（中学校卒業

35人、中学生０人） 

事業を継続し、児童

生徒、青少年へのき

め細やかなサポー

トを行います。 
教育振興課 

10 

外国語指導
助手活用事
業 
 
 

 

○学  ○青  

ＡＬＴ（外国語指導
助手）を配置し、児童
生徒の英語力向上に
努めます。小学校の
外国語活動・国際交
流について、統一し
たカリキュラムを導
入します。 

ＡＬＴ３人配置（新
規招致者２人） 
・ＡＬＴ２人を保育
園・幼稚園・小学校に
配置。 
・ＡＬＴ１人を中学
校に配置。 

事業を継続し、外国
語活動・国際交流・
英語力向上を目指
します。 

教育振興課 

11 

コミュニティ 

・スクール

推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

学校運営基本方針の

承認や教育活動への

意見など、保護者や

地域住民により構成

される学校運営協議

会を設置し、地域と

ともにある学校とし

て、よりよい学校づ

くりに取り組みま

す。 

学校運営協議会議 

全体会 

対面開催：３回 

部会 

小学校部会：各６回

（対面）、中学校部

会：５回（対面） 

その他 

各部会年間テーマに

基づく取組の実施 

令和５年度より部会

のオープン参加（交

互参観）を実施。 

事業継続を行うと

ともに、地域学校協

働活動との効果的

な連携のあり方に

ついて検討を進め

ます。 

教育振興課 

12 

学校教育ボ

ランティア 

 

 

 

 

 

 
 

○青  

学校教育ボランティ

アを広く町民から募

集し、地域の人材や

教育力を学校教育の

場に生かし「開かれ

た学校」はもとより、

学校・家庭・地域が一

体となった学校支援

体制を目指していま

す。 

登録状況：個人延25

人、団体10団体（延59

人） 

地域力を生かした

こどもたちへの支

援を目指します。 

教育振興課 

13 

教育ボラン

ティア活用

事業 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

小中学校、幼稚園に

おいて、授業や総合

的な学習の時間にお

ける体験活動などに

登録ボランティアを

活用し、児童生徒教

育の一助とします。 

地域学校協働活動推

進員によるボラン

ティア登録者（地域

の人材）の活用。学校

教育ボランティア研

修会の開催。 

児童生徒教育の一

助となるよう、推進

を継続します。 

生涯学習課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

14 

スクール
ソーシャル
ワーカー派
遣事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○学  ○青  

スクールソーシャル
ワーカーを各校へ派
遣し、地域、家庭、学
校及び関係機関の連
絡・仲介・調整を行
い、社会福祉的側面
からの専門的援助技
術を用いた支援の充
実を図るとともに、
カウンセラーとの連
携により児童生徒の
心のケアを適切且つ
効果的に行うこと
で、町全体の児童生
徒の総合的な課題解
決を図ります。 

スクールソーシャル
ワーカー配置数：１
人(週２日) 
支援対象児童生徒
数：延529人 
（内訳：小学校221
人、中学校308人） 

こどもたちへの支
援を継続し、児童生
徒、家庭への支援、
各機関との連携を
引き続き行います。 

教育振興課 

3-2 放課後の居場所づくりの推進 

児童が放課後等に過ごす場の確保を図ります。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

放課後児童
クラブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○学  

放課後における児童
の健全育成のため、
保護者が仕事の関係
で昼間家庭にいない
小学生の児童を対象
に、小学校の空き教
室等を利用し町内４
小学校区において放
課後児童クラブを開
設し、遊びや生活の
場を提供します。 

・利用児童数343人
（令和５年４月１日
現在） 
・利用時間 
①通常：下校～18：30
（月～金曜日） 
②長期休業、振替休
日：7：30～18：30（月
～金曜日） 
③土曜日：7：30～18：
30（利用希望者がい
ない場合はなし） 

利用内容（利用時間
延長）の充実を図
り、引き続き、事業
に取り組みます。 
 

子育て支援課 

2 

放課後子ど
も教室 
 
 
 
 
 
 

○学  

全ての児童が、放課
後等に安心して活動
できる場を確保する
とともに学習や体
験、地域住民との交
流等を行うことで、
次世代を担う人材の
育成を支援します。 

矢吹、善郷、中畑、三
神の４小学校で計12
回実施。 
参加者数：延298人 

内容の充実を図り、
引き続き、事業に取
り組みます。 
 

子育て支援課 
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3-3 こどもの健全育成・体験・交流活動の推進 

こどもが地域で体験活動やスポーツ活動、読書活動や自然とふれあう機会、交流

機会を提供し、こどもの豊かな情操と心身の健全な育成を支援します。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

青少年地域
活動事業
（矢吹ジュ
ニアクラ
ブ・シニア
リーダー） 
 
 
 

 

○学  

団体活動の中でキャ
ンプ・バス研修や自
然体験・スポーツ・料
理・企業見学・工作教
室・伝承遊びを通し
て創造性・協調性を
養い、地域社会や文
化等の理解を深め、
地域のリーダーとし
ての行動力と責任感
を育成しています。 

参加者希望者がな
く、実施なし。 

親睦を深めるため
の活動を実施しま
す。 

生涯学習課 

2 

三鷹交流会

事業 

○学  

姉妹市である三鷹市

との子ども交流会を

実施しています。 

実施時期・場所の調

整がつかず、実施な

し。 

引き続き、事業を実

施します。 生涯学習課 

3 

子ども会育
成会支援事
業 
 
 
 
 
 

 

○学  

子ども会育成会連絡
協議会が主催する母
子（ははこ）スポーツ
大会、交通事故防止
絵画ポスターコン
クール事業等に対し
支援を行っていま
す。子ども会育成会
連絡協議会と連携
し、事業を運営して
います。 

・親子ディスクドッ
ヂ大会（実施人数に
達しなかったため中
止） 
・交通事故防止絵画
ポスターコンクール 
２月１～16日 

引き続き活動の充
実に取り組みます。 

生涯学習課 

4 

職場体験学

習の受け入

れ 

 

 

 

 

 

○学  

職業や仕事、社会へ
の理解と関心を高め
るために、図書館、幼
稚園などにおいて、
業務体験を希望する
町内中高生の職場体
験学習を受け入れて
います。 

中畑幼稚園：中畑小
６年生（７人）、光南
高校１年生（６人) 
三神幼稚園：光南高
校１年生（６人） 

【幼稚園】 
引き続き活動の充
実に取り組みます。 子育て支援課 

・矢吹中学生受入 
９月12・13日４人 
・光南高校生受入 
10月３・４日５人 

【図書館】 
引き続き活動の充
実に取り組みます。 生涯学習課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

5 

定例おはな

し会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学  

週休日、及び放課後

の対応事業として、

絵本の読み聞かせや

おはなしを通して本

を紹介し、こどもた

ちが本の面白さや魅

力を知り豊かな心を

育むことができるよ

う、毎月１回、第２土

曜日の午前中に、幼

児から小学校低学年

を対象にしたおはな

し会を開催していま

す。この他に、０～３

歳児と保護者向けに

は、第４木曜日にお

はなし会を開催して

います。 

年に数回は、おはな

しボランティアが協

力しています。 

日時：毎月第２土曜

日10時30分～ 

場所：KOKOTTO２階会

議室他 

参加者数：延151人 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 

6 

移動図書館

車の巡回貸

出 

 

 

 

 

 

 

○学  

図書館から遠いため

に来館しにくい利用

者へのサービスとし

て、遠隔地区小学校

などを中心に巡回貸

出を行い、読書推進

を図っています。 

巡回は毎月各場所１

回、２日間で、年11回

巡回しています。 

・４小学校：43回 

・保育園・こども園：

24回 

・４幼稚園：15回 

・利用人数（団体含

む）：延3,808人 

・貸出冊数：9,964冊 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 

7 

としょかん

まつりの開

催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学  

図書館のことをもっ

と身近に、もっと親

しみを感じてもらえ

るよう、利用促進を

図ります。 

日時：10月１日（日）・

10～13時 

場所：図書館・公民館

施設 

参加者数：こども約

50人・大人約30人 

光南高等学校理科担

当教諭による化学遊

びやお話会・クラフ

ト・クイズ・手作り絵

本展示等を実施。 

各コーナーをまわり

スタンプを５個集め

るとプレゼントと交

換する。プレゼント

配布数42個 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

8 

図書館だよ
りの発行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○学  

行事案内や新刊書・
話題の本などを紹介
し、町民の図書館に
対する興味・関心を
高めながら、より一
層の利用増大を図る
ため毎月１回、「図書
館だより」と「こども
としょかんだより」
を発行しています。 

毎月「こどもとしょ
かんだより」をこど
もたちへ向けて、「図
書館だより」を一般
へ向けて作成し、新
刊や図書館の行事案
内を掲載。 
「図書館だより」季
刊号は年４回発行
し、町の広報と共に
全戸配布。図書館の
利用・特集記事・町内
及び近隣のイベント
などの情報を掲載。 

引き続き、実施しま
す。 

生涯学習課 

9 

ブックリス

トの配布 

 

 

 

 

 

 
 

○幼  ○学  

小さいときから良い

本に親しみ豊かな心

を育むことができる

よう、図書館が推薦

する本のリストを作

成し、夏休み前に保

育園、幼稚園から小

中学生まで配布し、

利用に役立てても

らっています。 

乳幼児及び児童・生

徒を対象に、夏休み

前に各園、小・中学校

を通じて配布。 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 

10 

大滝清雄氏

顕彰「さわ

やか詩集」

表彰事業 
 

○学  

小・中学生が作った

詩を応募して「さわ

やか詩集」として発

行し、表彰式では詩

の朗読を行っていま

す。 

表彰式の開催、さわ

やか詩集の各家庭へ

の配布。 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 

11 

日本三大開
拓地交流事
業 
 
 
 

 

○学  

青森県十和田市、宮
崎県川南町との日本
三大開拓地を縁とし
た子ども交流を３市
町持ち回りで開催
し、未来を担うこど
もたちに開拓の精神
文化を広めていま
す。 

新型コロナウイルス
感染症の影響により
中止。 

他の地域文化を習
得し今後の成長に
役立てていけるよ
う、事業を継続し、
未来を担うこども
たちに開拓精神を
広めていきます。 

教育振興課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

12 

夏休み手作
り絵本教
室・夏休み
出張おはな
し会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○学  

あゆり祭・絵画展・書
写展・子ども音楽教
室などを開催しま
す。 

・手作り絵本教室
（小学生）：７月26
日、８月２日 14～
16時、KOKOTTOマルチ
ルーム 
参加者数：22人 
・児童クラブお話会
（矢吹、善郷、三神） 
：８月９日、３月26
日 
参加者数：223人 
例年夏休みにのみ
行っていたが、春休
みにも実施。 

引き続き、実施しま
す。 

生涯学習課 

13 

芸術文化活

動 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

「あゆり祭」におけ

る音楽祭、絵画展、書

写展に小中学生が参

加・発表を行ってお

り、こども音楽教室

には幼稚園児、保育

園児が参加していま

す。 

町民文化祭（あゆり

祭）として、町民によ

る自主参加、自主決

定、自主運営で多彩

な芸術文化の展示及

び公演等を実施。 

町民文化祭（あゆり

祭）として、町民に

よる自主参加、自主

決定、自主運営で多

彩な芸術文化の展

示及び公演等を実

施します。 

生涯学習課 

14 

演劇鑑賞教

室（幼・

保・小学校

低学年） 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  

幼稚園及びこども園

児と小学校低学年児

童を対象として芸術

鑑賞教室を実施し、

良質な鑑賞機会を提

供しています。 

６月17日（金）幼稚

園・保育園・小学校低

学年芸術鑑賞教室開

催 

矢吹町文化センター 

参加者数：幼稚園・保

育園248人、小学校低

学年526人 

「マジックサーカ

ス」 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 

15 

絵画教室・

陶芸教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学  

絵画教室Ⅰは、年間

を通しての講座で、

小学生１～６年生20

人を対象とし、月１

回で年間12回開催し

ています。絵画教室

Ⅱは、学校の夏休み

期間のみ、小学生１

～６年生20人で週１

回開催しています。 

陶芸教室の講師は、

一般の陶芸サークル

会員で、世代間交流

の場ともなっていま

す。 

・絵画教室 

令和５年５月～令和

６年３月まで計11回 

参加小学生対象者

数：165人 

・陶芸教室開催 

令和５年７～８月に

計４回 

参加者数：48人 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

16 

キッズシア

ター 

 

 

 

 

 

○学  

各小学校４～６年生

児童を対象として、

県文化振興事業団が

文化センター等と連

携し、良質な演劇等

の巡回公演を実施し

ています。 

小学校高学年芸術鑑

賞教室「キッズシア

ター」：６月21日（水） 

矢吹町文化センター 

参加者数：431人 

古典落語「ヘレンケ

ラー」 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 

17 

体育協会支

援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

協会が実施する町民

体育祭やこどもと大

人が一緒に参加でき

る「さわやか健康マ

ラソン大会」などに

取り組んでいきま

す。 

・さわやか健康マラ

ソン大会 

参加者数：441人 

・その他町民体育祭

は12大会開催 

参加者数：406人 

・三鷹市交流会は、

山岳会、矢吹ゴルフ

クラブが開催 

参加者数：31人 

・体育協会納会中止 

引き続き、実施する

とともに、その内容

についても検討し

ます。 

生涯学習課 

18 

中畑清旗争

奪ソフト

ボール大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学  

県内各地のソフト

ボールスポーツ少年

団を招き、練習の成

果を競い、友情の輪

を広げ、健康で明る

いこどもたちの健全

育成に寄与するとと

もに、元巨人軍選手

中畑氏の出身地矢吹

町を紹介することを

目的として開催して

います。 

第40回中畑清旗争奪

ソフトボール大会開

催。 

県内外より64チーム

出場 

大会主管団体の町

ソフトボール協会

と運営及び内容等

について協議検討

しながら大会を実

施します。 
生涯学習課 

19 

中学生ボラ

ンティア活

動 

 

 

 

○幼  ○学  

中学生が矢吹町ボラ

ンティアセンターに

登録し、福祉施設へ

の訪問活動などのボ

ランティア活動をし

ています。 

中畑幼稚園：サマー

ショートボランティ

ア（17人）、運動会ボ

ランティア（７人） 

引き続き事業を実

施します。 

生涯学習課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

20 

総合型地域
スポーツク
ラブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○幼  ○学  ○青  

地域のこどもからお
年寄りまでが、様々
なスポーツを通じ、
健康維持増進を図る
ことを目的に、総合
型スポーツクラブを
設立しています。町
総合型地域スポーツ
クラブとして矢吹ス
ポーツクラブがこど
もから高齢者まで、
誰もが、いつでも、い
つまでも気軽にス
ポーツ活動や文化活
動に親しめる事業を
開催し、健康で活力
ある地域づくりに寄
与することができる
クラブ運営を支援し
ています。 

年間を通じランニン
グ教室やブレイクダ
ンス教室等の12の教
室や短期イベントの
スケート教室、バド
ミントン教室等を開
催。年間参加者数
3,420人 

引き続き実施する
とともに、事業の周
知、会員数増、事業
充実化、ＮＰＯ法人
化のための取組を
行っていきます。 

生涯学習課 

21 

生涯学習情

報提供事業 

 

 

 

 

 

 

○学  ○青  

ホームページに掲載

中の「サークル情報

ねっと」をはじめ、

ホームページの充実

を図るとともに、広

報等を通じて生涯学

習に関する総合的な

情報を提供していま

す。 

関係団体、イベント

情報について、随時

更新、情報提供。 

引き続き実施しま

す。 

生涯学習課 

22 

町民講座開

設事業（こ

ども囲碁教

室 こども

書道教室） 

 

 

 

○学  ○青  

いつでも、誰でも生

涯にわたって学べる

よう、町民講座の充

実を図ります。こど

もから大人まで、幅

広い講座を実施し、

生きがい・趣味等に

つなげられるよう事

業を推進します。 

新たに業務委託を行

い、「クッキング教

室」を全６回実施。 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 

23 

スポーツ少

年団育成事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学  

こどもたちがスポー

ツを楽しみ、野外・文

化・社会活動などを

通じて協調性や創造

性を養い、社会の

ルールや思いやりの

心を学ぶための地域

スポーツ団体で、矢

吹町では、ソフト

ボール、バスケット

ボール、空手、サッ

カーなどの団体の活

動を支援していま

す。 

・結団式：新６年生

団員、保護者、指導者

参加 

・第 14回荒川博杯

ティーボール大会：

県内14チーム参加 

・第11回春蘭杯：県

内６チーム参加 

・卒団式：６年生団

員、保護者、指導者参

加 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

24 

田んぼの学

校 

 

 

 

 

 

○学  

町内の小学校５年生

を対象とした事業

で、田植え、稲刈りを

通して自然の営みを

学ぶ自然体験学習を

実施しています。 

各学校各２回実施

（５月・10月） 

引き続き活動の充

実に取り組みます。 

農業振興課 

25 

祖父母参観 

 

 

 

 

 

 

○幼  

園児たちとのふれあ

いを通して幼稚園教

育を理解してもらう

ため、園児の祖父母

を対象に保育参観を

実施し、昔の伝承遊

びや餅つき会を行っ

ています。 

中畑幼稚園：餅つき

会を祖父母参観とし

て実施。 

引き続き活動の充

実に取り組みます。 

子育て支援課 

 
 

3-4 家庭や地域の教育力の向上 

保護者が子育てに関する知識や技術を身につけながら、育児・養育に向き合える

ように、学習機会の提供を推進します。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

幼稚園教育

講演会 

 

 

 

 

○幼  

幼稚園ＰＴＡを対象

に、こどもの養育全

般に関して各界の講

師による講演会を

行っています。 

・中畑幼稚園：メ

ディアコントロール

について（小学校と

合同開催) 

・三神幼稚園：おう

ちの人と一緒！絵

本って楽しいな♪ 

引き続き事業を実

施します。 

子育て支援課 

 

  



47 

基本目標４ 切れ目ない育成支援環境づくり 

4-1 こどもと親子の健康の確保 

親子が健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産期を迎え、子育てができるよう、

健康診査や訪問指導などの各種母子保健事業、各種予防接種の実施を進めます。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

妊娠届・母

子健康手帳

交付 

 

 

 

 

 
 
 

○幼  ○青  

妊娠届の提出の際に

母子健康手帳の交付

を行っています。 

母子健康手帳交付

数：81件 

原則本人交付とし

て、交付時に妊娠中

の生活や現在の体

調の把握を行い、保

健指導を実施しま

す。また、交付の際

保健師が不在とな

ることのないよう、

予約システムの利

便性向上を図りま

す。 

子育て支援課 

2 

妊婦健康診

査 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

妊婦の健康診査費用

として、妊婦一人に

つき15回以内で補助

し、健康な出産がで

きるよう支援してい

ます。 

また、妊娠中の過ご

し方や栄養指導を行

い、安心して出産で

きるよう支援してい

ます。 

対象者への助成 

助成金額 148,990円

を上限 

受診券交付数：95件

（転入者 14人を含

む） 

妊婦健康診査の健

診内容の充実を図

りながら、引き続き

事業を実施します。 

 

子育て支援課 

3 

乳児家庭全

戸訪問事業

（こんにち

は赤ちゃん

事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

生後４か月までの乳

児のいる全ての家庭

を保健師・助産師・看

護師・母子保健推進

員等が訪問し、親子

の心身の状況や養育

環境の把握を行うと

ともに、様々な不安

や悩みを聞くことに

より、子育て支援に

関する情報提供や助

言を行い、支援が必

要な家庭に対しては

適切なサービスを提

供しています。 

主に生後１か月～２

か月までの間に訪問

を実施 

訪問実施数：73人（対

象者73人） 

【訪問実施数】 

保健師41人 

助産師32人 

里帰り等で新生児

（出生後28日以内）

の時期に訪問でき

ることは少ないが、

在宅助産師も導入

し、早期に訪問でき

るように努めます。

また、低出生体重児

の訪問についても

医療機関等と連携

しながら、訪問を実

施します。 

子育て支援課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

4 

乳幼児健康

診査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

疾病の早期発見のた

め４か月児、１歳６

か月児、３歳児に年

６回健康診査を実施

し、１歳６か月児、３

歳児には歯科健診も

あわせて実施してい

ます。 

また、各健診時に育

児不安の解消のため

の相談を行っていま

す。 

・４か月児健診：年

６回、87人（対象87

人）、受診率100％ 

・１歳６か月児健

診：年６回、102人（対

象 102人）、受診率

100％ 

・３歳児健診：年６

回、103人（対象104

人）、受診率99.0％ 

疾病の早期発見・育

児不安の解消に加

え、発達障がい児の

早期発見・むし歯対

策に重点を置き、引

き続き事業を実施

します。また、5歳児

検診の実施につい

て検討します。 

 

子育て支援課 

5 

幼児健康相

談 

 

 

 

 

○幼  ○青  

１歳児相談、２歳児

相談を行い、むし歯

予防、発達、育児相談

を実施しています。 

・１歳児健康相談： 

年６回、99人（対象

101 人 ）、 受 診 率

98.0％ 

・２歳児健康相談： 

年６回、112人（対象

116 人 ）、 受 診 率

96.6％ 

むし歯対策や療育

が必要な児童につ

いては、早期に療育

につなげられるよ

う努めます。 
子育て支援課 

6 

訪問指導 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

妊産婦や乳幼児のい

る家庭を保健師・栄

養士などが訪問し育

児指導や栄養指導を

行っています。また、

初産婦に対しては産

後うつ病についての

指導を行っていま

す。 

・乳児訪問実施数：

実82人（うち新生児・

未熟児訪問実施数：

５件） 

・幼児訪問実施数：

実30人 

・妊産婦訪問実施

数：実82人 

相談内容が複雑化

しているため、関係

機関との連携を図

りながら、関係施策

と合わせた対応を

行います。 

 

子育て支援課 

7 

新生児・未

熟児訪問指

導 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

初産、未熟児の母親

に対し家庭訪問の場

で育児指導を行い、

安心して子育てがで

きるよう支援してい

ます。 
訪問指導実施数： 

新生児実３人、未熟

児実２人 

在宅助産師や看護

師も導入し、里帰り

出産等で新生児（出

生後28日以内）の時

期に訪問できるよ

うに努めていきま

す。低出生体重児に

ついても関係機関

と連携しながら、訪

問を実施します。 

子育て支援課 

8 

養育支援訪

問指導 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

養育支援が特に必要

であると判断した家

庭に対し、保健師等

が訪問し、養育に関

する指導、助言等を

行うことにより、適

切な養育が行えるよ

う支援しています。 

訪問指導実施数：実

37人 

自立支援等の福祉

サービスの情報提

供や相談支援アド

バイザー等の関係

機関と連携を図り

ながら、引き続き事

業を実施します。 

子育て支援課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

9 

歯科強化事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

１歳～３歳児を対象

に、歯科医師・歯科衛

生士・保健師により

歯 科 ク リ ニ ッ ク

（フッ素塗布、ブ

ラッシング指導、

シュガーコントロー

ル）を行っています。

年中児から中学３年

生を対象に、所属施

設で週１～２回の

フッ化物洗口を行っ

ています。 

フッ素塗布実施者

数：延824人 

フッ素洗口者数： 

1,482人 

歯科医療機関・教育

機関と協議を図り、

よりフッ素塗布の

効果がでてくるよ

うに事業改善に努

めます。 

子育て支援課 

10 

歯科食育出

前講座（む

し歯予防出

前講座） 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

保育園、幼稚園、小学

校、中学校で歯科衛

生士によるむし歯予

防のためにブラッシ

ング指導、シュガー

コントロール指導等

の講座を開催してい

ます。 

矢吹っ子の健康を考

える連絡会内の事業

にて実施：年26回、

1,409人 

講座も定着し、学校

と歯科衛生士の連

携も図られてきて

いるため、内容の充

実を図りながら、継

続します。 

子育て支援課 

11 

予防接種事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

乳幼児については二

種混合、四種混合、五

種混合、麻しん、風し

ん、日本脳炎・ヒブ・

小児用肺炎球菌の予

防接種を行っていま

す。 

児童生徒については

二種混合、日本脳炎・

子宮頸がんの予防接

種を行っています。 

予防接種の徹底を図

るため、予防接種の

普及啓発を行いま

す。 

また、定期外予防接

種として、おたふく

かぜ（1歳～7歳未満）

の1回目分費用助成、

成人風しん、風しん・

抗体検査の助成、妊

婦及び生後 6か月～

15歳の小児を対象と

したインフルエンザ

費用の一部助成を実

施しています。 

（個別接種） 

・ヒブ：375人 

・小児用肺炎球菌：

380人 

・B型肝炎：275人 

・四種混合：399人 

・ＢＣＧ：94人 

・水痘：191人 

・麻しん風しん：239

人 

・日本脳炎：467人 

・二種混合：129人 

・ＨＰＶワクチン

（子宮頸がん予防ワ

クチン）：203人 

予防接種を実施し、

病気の予防や感染

症のまん延を防止

します。 

保健福祉課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

12 

健康相談・

育児相談 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

妊娠・出産・育児・予

防接種・食事などの

健康や病気・障がい

に関する健康相談を

乳幼児健康診査時に

行っています。 

また、電話による相

談も行っています。 

・電話相談：180件 

・来所相談：24件 

引き続き、事業を継

続します。 

子育て支援課 

13 

すくすく教

室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

郡内の保健師・県保

健福祉関係機関と連

携して、支援が必要

なこどもに対して、

遊びを通して発達を

促す保育指導や保護

者への支援を行って

います。 

また、臨床心理士の

相談や母親同士のグ

ループワークを充実

させ、安心して育児

ができるよう支援し

ています。 

西白河郡４町村での

合同開催 

・すくすく教室（泉

崎村保健福祉セン

ター等で実施） 

年７回、対象者５人、

参加者数：延21人 

・発達相談会（泉崎

村保健福祉センター

にて実施） 

年６回、対象者３人、

参加者数：延３人 

事業メニューの充

実を図りながら、引

き続き事業を実施

します。 

子育て支援課 

14 

おやこあそ

びのひろば 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

就園前の乳幼児と保

護者を対象に、保健

福祉センターでふれ

あいあそび、グルー

プミーティングを通

して育児支援・発達

支援を行い、こども

たちの健やかな発達

と、母親たちの仲間

づくりを行っていま

す。 

特定非営利活動法人

子育て環境を考える

虹の会からの保育士

協力のもと、町主体

事業として実施 

年10回 

登録者数：13人 

参加者数：延103人

（内訳：こども50人、

保護者53人） 

引き続き、事業を継

続します。 

子育て支援課 

15 

養育医療給

付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  

身体の発育が未熟な

まま生まれ、入院を

必要とする乳児が、

指定医療機関におい

て入院治療を受ける

場合に、その治療に

要する医療費を公費

により負担する制度

です。医療費は、世帯

の所得税額に応じて

一部自己負担となり

ます。 

受給者：３人 

支払金額：235,831円 

引き続き、実施しま

す。 

 

子育て支援課 
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4-2 食育の推進 

望ましい食習慣を身につけ、こどもの成長段階にあわせた食育を推進します。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

矢吹っ子の

健康を考え

る連絡会の

充実 

 

 

○幼  ○学  ○青  

こどもの生活習慣病

予防を図るため、家

庭教育・学校保健・地

域保健等の連携を充

実させ、小児医療か

ら生涯にわたる健康

づくりを推進してい

ます。 

連絡会 

年２回実施。 

養護教諭と事業内

容を見直し、小中学

校・幼稚園・保育園

と連携を図り、矢

吹っ子健康づくり

事業を実施します。 

子育て支援課 

2 

学校給食を

活用した

「食育」の

推進 

 

 

 

 

 

○学  

こどもたちが将来に

わたって健康に生活

していけるようにす

るために、学校給食

を通じてこどもたち

に対する食に関する

指導を充実し、地産

地消の検討、望まし

い食習慣の形成を促

しています。 

各学校において、担

任及び学校栄養士等

により食育を実施。 

こどもたちが健や

かに成長するため

の食育指導の充実

に努めます。 

教育振興課 

3 

幼稚園にお

ける「食

育」の推進 

 

 

 

 

 

 
 

○幼  

こどもたちの五感を

豊かに育み、食べる

力を養うため、野菜

栽培（苗植・草とり・

収穫）、簡単調理（包

丁・ピーラーを使

う）、食に関係する昔

からの行事（餅つき

など）を体験する中

で、食育の指導を

行っています。 

中畑幼稚園：地域ボ

ランティアの方との

野菜作りや収穫、そ

れを食べることで、

みんなで食べる楽し

さやおいしさを体験

する活動を実施。食

育出前講座の実施。

カレーづくりの実

施。 

引き続き事業を実

施します。 

子育て支援課 

 

4-3 思春期保健対策の充実 

小中学校と連携して発達段階を考慮した保健指導を行います。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

思春期セミ

ナー 

 

 

 

 

 

 

 

○学  

命を扱う現場の専門

家から発達段階を考

慮した正しい知識を

得ながら、命の大切

さや親子の絆の再確

認と性の問題をとも

に話し合い、望まし

い人間関係を培うこ

とを目的に実施して

います。 

事業参加者 小学生

100人、中学生467人、

や高校生201人、保護

者54人 計８回事業

を開催。 

小・中学校の養護教

諭や教職員と連携

を図り、引き続き事

業を実施します。 

子育て支援課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

2 

タバコや薬

物の害に対

する教室 

 

 

 

 

 

 

 
 

○学   

小学校では教育課程

の中に防煙教育を位

置づけ、中学校にお

いても学級活動に防

煙教育を取り入れ、

専門家による講演会

等を実施していま

す。 

また、近年問題に

なっている薬物につ

いても、同様に啓発

を行っています。 

薬物乱用防止教室：

中学校・その他、教育

計画により、喫煙・飲

酒・薬物乱用の害に

ついて、担任及び養

護教諭が指導。 

事業を継続し、薬物

乱用等の防止につ

いて普及啓発を図

ります。 

教育振興課 

 

4-4 小児医療の充実 

こども医療費助成を引き続き実施するとともに、医療体制の情報提供に努めます。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

こども医療

費助成 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

０歳から18歳に達し

た後の最初の３月31

日までの者の医療費

を助成することによ

り、乳幼児・児童の疾

病の早期発見及び早

期治療を促進し健康

の保持・増進を図り

ます。 

対象者への助成支払

金額：53,259,600円 

引き続き、こども医

療費を適正に助成

します。 

子育て支援課 

2 

小児医療の

充実 

 

 

 

 

 

 
 

○幼  ○学  

夜間、土日に診察で

きる医療体制の充実

に努め、休日救急当

番医や小児医療施設

の所在、医療相談ア

プリの利用促進など

町のホームページや

チラシ配布、広報掲

載で周知していま

す。 

白河厚生総合病院、

白河医師会の協力を

得て実施。 

平日夜間：48人 

休日：473人 

夜間、土日に診察で

きる医療体制の充

実と、住民の方への

情報周知に努めて

いきます。 
保健福祉課 
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基本目標５ こどもと子育てを支援する地域づくり 

5-1 教育・保育施設サービスの推進 

子育て家庭が希望する教育・保育施設を利用できるよう、提供体制を確保すると

ともに、教育・保育の質の向上を図ります。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

保育園での

延長保育事

業 

 

 

 

 

 

○幼  

保育園・こども園に

おいて、早朝の延長

と夕方の延長保育を

実施しています。 

早期利用・延長保育

について随時受け入

れ。 

利用者数：延868人 

（内訳：ひかり保育

園284人、サンライズ

11人、ポプラの木348

人、野のはな225人） 

引き続き、事業実施

に取り組みます。 

子育て支援課 

2 

幼稚園での

預かり保育

事業 

 

 

 

 

○幼  

通常の教育時間を超

えて、預かり保育を

実施しています。 

町立幼稚園におい

て、朝7：30～8：30、

降園後13：30～18：30

に預かり保育を実

施。 

利用園児数：100人

（令和５年４月１日

時点） 

引き続き、事業実施

に取り組みます。 

子育て支援課 

3 

幼稚園の保

護者交流の

推進 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

幼稚園の保護者同士

が交流し、親睦を深

めながら幼稚園教育

への関心を高めてい

くために、園児たち

とのふれあいの機会

を設けたり、様々な

保護者のサ－クル活

動を支援していま

す。 

中畑幼稚園：保育参

観後の懇談会、フ

リー保育参加、父

ちゃんの会行事引率

支援、花苗植え・芋ほ

り・餅つき会の祖父

母の手伝いなどを通

して交流、絵本ボラ

ンティアとの交流。 

参加者が集まりに

くいため、気軽に話

し合えるような環

境づくりに努めま

す。 
子育て支援課 

4 

幼稚園の地

域への開放 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  

体験入園は就園前の

幼児を対象に園を開

放し、幼稚園生活（園

で遊ぶ、在園児の様

子を見る、昼食体験）

体験や同年齢の幼児

とふれあいを通して

友達への関心が深ま

るよう場の提供をし

ています。また、園の

放課後、休日等は地

域の遊び場として園

庭を開放していま

す。 

・矢吹幼稚園：体験

入園４回実施、園庭

開放（平日午後３時

～５時、土日祝） 

・中央幼稚園：体験

入園３回実施、園庭

開放（午後３時～５

時、土日祝） 

・中畑幼稚園：体験

入園４回実施、園庭

開放（午後３時～５

時、土日祝） 

・三神幼稚園：体験

入園３回実施、園庭

開放（午後３時～５

時、土日祝） 

遊具の安全性を確

保し、引き続き活動

の充実に取り組み

ます。 

子育て支援課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

5 

小学校との

連携 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○幼  

小学校における授業

参観や給食体験、音

楽祭、講演会などを

通じて保育園・幼稚

園・認定こども園の

次年度就学児（５歳

児）と小学校低学年

児童との交流、保育

士・教員との連携を

図り、親の様々な不

安を解消するよう努

めています。 

・中畑幼稚園：７回

実施（連携会議、一年

生来園、記録会応援、

鼓笛パレード参加な

ど） 

・三神幼稚園：８回

実施（各学年児童交

流、図書委員読み聞

かせ、持久走記録会

応援、給食体験など） 

関係機関と連携を

持ちながら、さらに

対象を拡充し、引き

続き事業実施に取

り組みます。 

子育て支援課 

6 

保育士宿舎

借上支援事

業 

 

○青  

保育士の宿舎を借り

上げる町内の保育施

設に対し、経費の一

部を補助します。 

補助対象者：２人、 

計 1,012,000円 

保育士人材確保の

ため、引き続き事業

実施に取り組みま

す。 
子育て支援課 

7 

保育士就職

準備金貸付

事業 

 

 

○青  

新卒者及び潜在保育

士を対象に町内の認

可民間保育園等へ就

職をする保育士に対

して就職準備金の貸

付けを行います。 

令和５年度町内保育

施設新卒採用者：３

人、計 800,000円 

今後は定着を図る

ための新たな交付

金制度の構築に取

り組みます。 子育て支援課 

 

5-2 地域子育て支援サービスの推進 

子育て家庭の多様なニーズに対したきめ細やかなサービスを提供できるよう、地

域の状況に応じた地域子ども・子育て支援事業を実施します。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

育児支援教

室 

 

 

 

 

○幼  ○青  

離乳食講習会を通じ

て、こどもの成長に

あった食品の選び

方、調理方法を学び、

安心して子育てがで

きるように支援して

います。 

年６回、65人参加（対

象 99 人 ）、 参 加 率

65.7％ 

離乳食の進め方につ

いての講話及び歯科

指導の実施。 

引き続き、事業を実

施します。 

子育て支援課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

2 

矢吹町子育

て支援情報

誌の作成配

布 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

矢吹町の子育て支援

の各種制度、乳幼児

の保育・教育関係の

施設、公園、子育て支

援事業等の子育て支

援ガイドマップを作

成し、出生や転入時

の届出や随時配布、

保育園・幼稚園にて

配布し、情報提供を

充実していきます。

ホームページへも掲

載しています。 

子育て支援ガイド

マップを改訂し、出

生や転入時の届出や

随時配布、保育園・幼

稚園にて配布して情

報提供を実施。 

ホームページへも掲

載。 

引き続き、情報収

集・提供に努めま

す。 

子育て支援課 

3 

「おかあさ

んといっ

しょ」のお

はなし会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  

０歳から３歳までの

こどもとその保護者

を対象にしたおはな

し会で、絵本の読み

聞かせや手遊び等を

通して、親子がふれ

あう楽しい時間を過

ごしてもらうととも

に、この時期からの

読み聞かせの大切さ

や意義についての理

解を図るため、開催

しています。平成19

年度から年齢で分け

毎月各１回実施して

います。 

日時：毎月第４木曜

日10時30分～ 

場所：KOKOTTO２階会

議室他 

参加者数：延70人 

引き続き、実施しま

す。 

生涯学習課 

4 

出産祝品

（第一子）

及び出産祝

金（第二子

以降） 

○幼  

こどもの誕生を祝

い、健やかな成長を

願って第一子出産時

に祝品、第二子以降

出産時に祝金を支給

しています。 

出産祝品：支給者34

人 

出産祝金：支給者50

人、支給額7,100,000

円 

引き続き、事業を実

施します。 

子育て支援課 

5 

ブック・ス

タート 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○青  

赤ちゃんの心とこと

ばを育み絵本の読み

聞かせで親子の絆や

心のふれあいを深め

るため、４か月児健

診に出向き、参加し

た全ての赤ちゃんと

保護者を対象に実施

しています。 

年６回（５・７・９・

11・１・３月）の４か

月児健診時に実施。 

13時30分～ 

場所：保健福祉セン

ター 

引き続き、事業を実

施します。 

生涯学習課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

6 

屋内外運動

場（未来く

るやぶき） 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  

幼児や保護者が放射

能の影響を気にせず

安心して遊べる遊び

場を提供し、こども

たちの運動量の確保

と健全な発育発達を

推進します。 

利用者数合計： 

40,023人 

屋内運動場：36,234

人 

団体利用者：291人 

イベントのみ：159人 

見学者：13人 

フットサルコート：

3,326人 

引き続き事業を実

施します。 

子育て支援課 

7 

子育てホー

ムページ及

びアプリの

活用 

 

 

○幼  ○学  

ホームページやアプ

リを活用して、母子

保健や子育て支援に

関する情報を子育て

世帯に迅速に提供し

ます。 

子育てホームページ

及び子育てアプリに

より子育て支援に係

る情報の提供。ＳＮ

Ｓを利用して幼稚園

の活動等の情報発信

を実施。 

庁内の関係各課と

連携して、きめ細か

な情報提供を実施

します。 子育て支援課 

8 

子育てサー

クル活動支

援補助金 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  

乳幼児と保護者が集

まって、子育てに関

する学習や情報交

換、その他の活動を

行うなど、一定の条

件を満たす子育て支

援サークルに、活動

に関する経費の一部

を補助する事業等を

行います。 

実績なし。 

該当団体がないた

め、事業の周知等を

行います。 

子育て支援課 

9 

地域子育て

支援セン

ター 

 

 

 

 

 

 

○幼  

地域子育て支援セン

ターを設置し、親子

の交流・子育て情報

の提供・子育てサー

クルの支援や子育て

中の親の子育ての悩

み・不安の相談に応

じています。 

「にこにこひろば」 

利用状況：3,456組 

（大人4,118人、こど

も3,962人） 

地域子育て支援拠

点を増やし、より子

育てしやすい環境

を整えます。 

子育て支援課 

10 

ファミリーサ

ポートセン

ター 

 

 

 

 

 

 

 
 

○幼  ○青  

子育ての援助をして

ほしい方（利用会

員）、援助したい方

（提供会員）、利用会

員提供会員の両方を

兼ねる方（両方会員）

からなる組織で、主

に提供会員の家庭に

おいてこどもの保育

園の送迎、一時預か

り等の援助を有料で

行います。 

１か所設置 

利用会員58人、提供

会員16人、両方会員

５人 

託児サポート49件 

提供会員の確保に

取り組み、継続して

実施します。 

子育て支援課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

11 

子ども・子

育て会議 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

保護者、子育て支援

事業従事者、有識者

等から意見や提案を

聴き、町の子育て支

援施策の充実に向け

て政策設計から点検

などを行う会議を開

催します。 

２回開催。子ども・子

育て支援策の点検・

評価を実施。 

定期的に開催し、町

の子育て支援施策

の充実を図るため

検討を深めます。 
子育て支援課 

12 

こども計画

推進検討部

会 

 

 

○幼  ○学  ○青  

これまでの次世代育

成支援行動計画推進

検討部会を改編し、

各施策の進捗状況の

把握と施策の連携を

図ります。 

各施策の進捗状況の

確認・把握。 

関係各課と連携し、

各施策の進捗状況

の把握に取り組み

ます。 子育て支援課 

13 

家庭訪問型

子育て支援

事業（ホー

ムスター

ト） 

 

 

 

 

○幼  ○青  

子育て講座等に出か

けづらい親、身近に

子育ての不安や悩み

を話せる人がいない

親、産後養育で不安

がある人を家庭訪問

し、親の心の安定と

子育て意欲の向上を

生み出します。 

利用件数：４件 

ホームスタート周知

講演会：27人参加 

ホームビジタースキ

ルアップ講座：７回

開催 

ホームビジターフォ

ローアップ研修：３

回開催 

引き続き事業を実

施する。 

子育て支援課 

14 

しらかわ病

児保育室 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  

病気中又は病気の回

復期の児童を看護師

と保育士が一時的に

預かることで、保護

者の就労等と子育て

の両立を支援し、児

童の健やかな育成を

図ります。【しらかわ

地域定住自立圏共生

ビジョン事業】 

登録児童数：19人 

延利用回数：10回 

引き続き事業を実

施する。 

子育て支援課 
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5-3 包括的支援体制の充実 

子育て世代からの相談に応じるとともに、必要な情報提供や助言等を行います。

保護者が心にゆとりを持ってこどもの心身の発達を見守り、生活習慣を身に付けさ

せることができるよう、保護者への相談・指導体制の充実を図ります。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

こども家庭

センターを

中心にした

支援体制の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

妊娠・出産・子育て、

こどもや家庭に関す

ることについて一体

的な相談・支援を行

い、虐待の発生予防

や早期発見に努めま

す。また、育児相談や

幼児健康診査などに

おいて、支援が必要

と判断された家庭な

どについて、関係機

関で連携を図り、早

期の対応を実施しま

す。 

新たに掲載する事業 

こ ど も 家 庭 セ ン

ターにおいて、支援

が必要な家庭やこ

どもの早期発見・早

期対応のために、乳

幼児等の定期健診

を中心にこどもや

保護者からの相談

に対応し、子育てに

関わる機関と連携

を強化し、こどもを

見守り育てる体制

づくりを推進しま

す。 

子育て支援課 

2 

各種相談窓

口での情報

提供・相談

支援 

 

 

 

 
 

○幼  ○学  ○青  

こども、親子などの

抱える課題が多岐に

わたって複雑になっ

ており、町役場内の

各種相談窓口で適切

に連携して対応でき

るようにしていきま

す。あわせて、関係機

関につないでいま

す。 

対象者が適切な支援

につながるよう関係

機関と情報共有を行

いながら相談業務等

を実施。必要に応じ

て関係機関につなぎ

支援を実施。 

引き続き、相談・情

報提供を行ってい

きます。必要に応じ

て関係機関との連

携を行い、子ども・

保 護 者 へ 支 援 を

行っていきます。 

保健福祉課 

子育て支援課 

教育振興課 
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5-4 子育て家庭の経済的負担等の軽減 

安心してこどもを生み育てられるよう、子育て家庭の経済的な負担を軽減するた

めの取組を推進します。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

こどもに関

する各種手

当制度のＰ

Ｒ 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

広報・ホームペー

ジ・窓口配布等を通

じて、児童手当・児

童扶養手当・特別児

童扶養手当・子育て

応援パスポートカー

ド（ファミたんカー

ド）等の各種手当を

ＰＲしています。 

広報やぶき、町ＨＰ

等で各子育て世帯支

援制度のＰＲを実

施。 

引き続き事業を実

施する。 

子育て支援課 

保健福祉課 

2 

要保護・準

要保護児童

生徒就学援

助事業（児

童生徒就学

援助） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学  ○青  

経済的理由により就

学困難な児童生徒

に、「就学困難な児

童及び生徒に係る就

学奨励についての国

の援助に関する法

律」に基づき、ま

た、特殊学級に就学

する児童生徒に、

「盲学校・ろう学校

及び養護学校への就

学奨励に関する法

律」に基づき、それ

ぞれの保護者に学用

品費、修学旅行費、

給食費等を支給して

います。 

要保護・準要保護：

124件 

被災児童生徒：９件 

児童生徒、保護者

への支援を継続し

ます。 

教育振興課 

3 

ひとり親家

庭の自立支

援に向けた

制度の周知 

 

 

○幼  ○学  ○青  

ひとり親家庭に対し

ては各種支援制度

（母子・寡婦福祉貸

付金の相談、就労支

援のための制度等）

の周知を図っていま

す。 

支援制度等について、

パンフレット等で周

知。 

引き続き、情報収

集・提供に努めま

す。 

子育て支援課 

4 

ひとり親家

庭医療費助

成 

 

○幼  ○学  ○青  

18歳未満の児童を監

護しているひとり親

を対象に、医療費の

一部を助成していま

す。 

対象者への助成 

対象延人員：905人 

支払金額：

3,246,931円 

引き続き、適正に

助成します。 

子育て支援課 

5 

ひとり親世

帯等の保育

料負担軽減

事業 

○幼  

ひとり親世帯等に対

して、国の制度によ

り児童の保育料を軽

減しています。 

ひとり親世帯の保育

料を通常保育料の半

額に設定（年収360

万円以下相当世帯が

対象） 

子育て世帯の負担

軽減となるよう、

引き続き実施しま

す。 
子育て支援課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

6 

奨学金の貸

付事業 

 

 

 

○学  ○青  

経済的理由により就

学困難な学生に奨学

資金を貸付し、人材

育成するために、奨

学事業を行っていま

す。 

新規貸付件数：０件 

奨学資金返還者数：

８件 

引き続き、事業の

継続に取り組みま

す。 
教育振興課 

7 

児童手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

児童手当について、

町の広報及びホーム

ページで制度を周知

します。児童手当を

支給し、保護者負担

の軽減による家庭等

の生活の安定を図

り、児童の健やかな

成長のために子育て

しやすい環境を整え

ます。 

受給者：1,142人

（令和５年度現況届

実績人数） 

児童手当支給金額：

257,560,000円 

特例給付支給金額：

1,690,000円 

令和６年10月より

制度が拡充され支

給対象が高校生年

代までとなり所得

制限がなくなりま

した。引き続き、

適正に支給しま

す。 

子育て支援課 

8 

児童扶養手

当 

 

 

○幼  ○学  ○青  

児童を養育している

ひとり親家庭の生活

の安定と自立を助け

るために手当を支給

しています。 

受給者：152人（令

和５年度現況届実績

人数） 

引き続き、事業の

継続に取り組みま

す。 子育て支援課 

9 

町営住宅の

ひとり親家

庭の優先入

居措置 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

特に住宅に困窮して

いる事情のある母子

家庭が優先的に入居

できるよう配慮して

います。（母子及び

父子並びに寡婦福祉

法第６条第６項に規

定する配偶者のない

者で、現に児童を扶

養している者） 

新規入居世帯４世帯

（うち２世帯がひと

り親家庭） 

入居者選考に係る

優先順位等の基準

について、適用項

目の細分化を中心

に見直しを行いま

す。 都市整備課 

10 

町営住宅入

居待機者家

賃補助 

 

 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

町営住宅の入居を待

機している方（入居

待機者）のうち、町

内の民間賃貸住宅を

借りている又は借り

る予定がある方で、

条件を満たす方につ

いて、民間賃貸住宅

家賃の一部を補助し

ています。 

家賃補助件数２世帯 

補助額225,000円 

（うち継続１世帯、

新規１世帯） 

引き続き事業を実

施します。 

都市整備課 
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 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

11 

給食費補助

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○幼  ○学  ○青  

保護者の負担軽減と

給食の安定的な提供

を図るため、支援を

行っています。 

副食費助成 

３～５歳の教育・保

育施設利用を対象 

補助人数：4,622人 

補助額：14,830,817

円 

事業を継続し、子育

て世帯の負担軽減

に努めます。 
子育て支援課 

学校給食費補助 

補助人数： 1,305人

（年度途中の転入者

含む） 

補助額：35,155,408

円 

事業を継続し、子育

て世帯の負担軽減

に努めます。 
教育振興課 

12 

奨学金返還

支援事業 

 

 

 

○学  ○青  

若者の定住促進を図

るため、大学等在学

中に貸与を受けた奨

学金の返還に要する

経費に対し、支援を

行っています。 

補助人数：33人 

補助額：3,765,000円 

事業を継続し、若者

定住の推進と子育

て世帯の負担軽減

に努めます。 教育振興課 

13 

未就学児に

係る国民健

康保険税均

等割額の軽

減措置 

 

○幼  

子育て世帯の経済的

負担軽減の観点か

ら、国・地方の取組と

して、国保制度にお

いて未就学児の均等

割額の軽減措置を行

います。 

新たに掲載する事業 

関係各課と連携し

て軽減制度の周知

を図ります。 
税務課 

14 

低所得者に

対する国民

健康保険税

の軽減措置 

 

 

 

 

○幼  ○学  ○青  

国民健康保険の加入

者（擬制世帯主を含

む）の前年所得の合

計額が一定基準額に

満たない場合は、申

請手続きなどを経な

くとも、あらかじめ

国民健康保険税の軽

減措置を行います。 

新たに掲載する事業 

関係各課と連携し

て軽減制度の周知

を図ります。 

税務課 

15 

産前産後の

国民健康保

険税の減免 

 

○幼  

国民健康保険に加入

している方が出産し

た(出産予定含む)場

合、国民健康保険税

を免除します。 

新たに掲載する事業 

関係各課と連携し

て免除制度の周知

を図ります。 税務課 

16 

租税教室 

 

 

○学  

健全な納税者意識を

養うことを目的に実

施します。 
新たに掲載する事業 

関係機関と連携し

児童が税金を身近

に感じられるよう

実施します。 

税務課 
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5-5 ワーク・ライフ・バランスの推進 

子育てしやすく働きやすい職場環境の整備を企業等に働きかけます。 

ワーク・ライフ・バランスについて啓発するとともに、結婚支援や移住定住支援

などに取り組みます。 

 

 施策名 内容 令和５年度実績 今後の方向性 担当課 

1 

結婚支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○青  

県南地方９市町村

（白河市・西郷村・泉

崎村・中島村・矢吹

町・棚倉町・矢祭町・

塙町・鮫川村）で構成

する「ふれあいの場」

創出事業実行委員会

において、独身男女

に出逢いの場を創出

することを目的とし

た婚活イベント・セ

ミナーを開催する。 

婚活イベント・セミ

ナーの開催 

イベント：３回開催、

74人参加、13組マッ

チング 

セミナー：２回開催、

20人参加 

引き続き、事業の継

続に取り組みます。 

商工観光課 

子育て支援課 
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第４章 子ども・子育て支援事業計画（第３期） 

 

子ども・子育て支援制度による事業は、大きく「子ども・子育て支援給付」と「地

域子ども・子育て支援事業」の２つに分かれます。本章では、これらの事業の需要

量の見込みや、その確保の方策について定めます。 

表4-1 子ども・子育て支援制度の全体像 

教育・保育給付 地域子ども・子育て支援事業 

（１）施設型給付 

・ 認可保育所、認定こども園、幼稚園を通じた

共通の給付（認可保育所、認定こども園、幼

稚園は「教育・保育施設」と称され、そのうち

市町村が確認を行った施設を「特定教育・保

育施設」と呼びます。） 

（２）地域型保育給付 

・ 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保

育、事業所内保育（施設型給付及び地域型

保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対

応） 

（３）児童手当 

（４）施設利用等給付 

・ 利用者支援、地域子育て支援拠点事業、一

時預かり、乳児家庭全戸訪問事業など13の

事業が規定されました。（これらの事業は、都

道府県が実施する社会的養護等の事業と連

携して実施されます。） 

※子ども・子育て支援法以外の事業 

・ 私立認可保育所（現行の制度のまま、市町村が保育所に委託費を支払い、利用者からの料金

の徴収も市町村が行います。） 

・ 新制度へ移行しない私立の幼稚園（事業者は私学助成・幼稚園就園奨励費の補助を受けま

す。） 

 

また、子ども・子育て支援新制度の下では、保護者の申請を受けた市区町村が、

国の策定する基準に基づき、こどもの年齢や保育の必要性の状況を鑑みて、次の３

区分にそれぞれ認定し、教育・保育を提供することとなります。 

表4-2 認定区分 

認定区分 児童年齢 認定内容 利用できる施設 利用時間 

１号認定 満３歳以上 
教育標準時間認定 

（教育を希望する場合） 
幼稚園又は 

認定こども園 
４時間 

２号認定 満３歳以上 

保育認定 

（保育の必要な事由に該当し、保育

所等での保育を希望する場合） 

保育所又は 

認定こども園 

８～11 

時間 

３号認定 ０～２歳 

保育認定 

（保育の必要な事由に該当し、保育

所等での保育を希望する場合） 

保育所又は 

認定こども園 

８～11 

時間 
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１ 幼児期の教育・保育の量の見込みと確保対策 

（１）教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法第61条第２項において、子ども・子育て新制度では、教育・

保育提供区域の設定について、実施主体の教育・保育サービスの提供体制を確保す

るため、教育・保育提供区域の設定が必要となっています。 

矢吹町では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保

育の利用状況、教育・保育を提供するための保育園・幼稚園・こども園の施設設置

状況、幼児期の教育と小学校教育との連携・接続などを総合的に勘案し、町内全域

を１区域と設定します。 

（２）子育て家庭の状況 

ニーズ調査の結果から、年齢区分ごとに父親・母親就労状況及び今後の就労意向

から以下の家庭類型に分類し、子育て家庭の就労意向から利用希望を把握します。 

表4-3 就学前児童のいる世帯の家族類型（ニーズ調査より集計）   （単位：人・％） 

家庭類型 
現在 潜在 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 32 7.3% 32 7.3% 

タイプＢ フルタイム×フルタイム 197 45.2% 197 45.2% 

タイプＣ 
フルタイム×パートタイム 

（月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 
69 15.8% 69 15.8% 

タイプＣ’ 
フルタイム×パートタイム 

（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 
49 11.2% 59 13.5% 

タイプＤ 専業主婦（夫） 70 16.1% 58 13.3% 

タイプＥ 
パート×パート 

（双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 
13 3.0% 13 3.0% 

タイプＥ’ 
パート×パート 
（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 

6 1.4% 8 1.8% 

タイプＦ 無業×無業 0 0.0% 0 0.0% 

 全                     体 436  100.0% 436  100.0% 

※潜在：潜在的家庭類型はアンケート調査から今後の就労希望等を加味して集計したもの 
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（３）施設型給付 

施設型給付の対象事業は、「認可保育所」「幼稚園」「認定こども園」等の教育・保

育施設です。市町村が保護者に対して施設型給付費を支給することになります。施

設型給付は、「満３歳以上児に対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に

応じた保育に対応する給付」と「満３歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育

に対応する給付」の２つの給付構成が基本となっています。 

①幼稚園（こども園学校教育時間） 

■現状 

表4-4 幼稚園の利用状況                      （単位：人） 

区 分 
園児数（令和６年４月 1 日現在） 

定員 預かり保育 
３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

町 矢吹幼稚園 15 12 7 34 110 実施 

町 中央幼稚園 29 23 34 86 180 実施 

町 中畑幼稚園 8 13 10 31 90 実施 

町 三神幼稚園 9 13 9 31 90 実施 

私 
認定こども園 

ポプラの木 
3 7 5 15 15 実施 

私 
認定こども園 

野のはな 
5 3 6 14 15 実施 

合 計 69 71 71 211 500  

（単位：人） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１号 ２号幼 １号 ２号幼 １号 ２号幼 １号 ２号幼 １号 ２号幼 

見込み量 145 130 135 121 122 111 120 111 109 105 

合 計 275 256 233 231 214 

実 績 241 225 195 194 182 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：人） 

 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

１号 ２号幼 １号 ２号幼 １号 ２号幼 １号 ２号幼 １号 ２号幼 

見込み量 190 0 187 0 184 0 181 0 178 0 

合 計 190 187 184 181 178 

供給量 190 187 184 181 178 

※１号に預かり保育利用者を含む 

 

■計画期間の確保方策 

幼稚園通園者数の現状と見込み量は概ね同程度で、定員内で推移しており、計画

期間のニーズ量を供給できると考えられます。預かり保育は全園で実施しており、

利用も多く、共働き世帯等の利用動向を踏まえて見込みます。今後は、教育ニーズ

を踏まえて、町立幼稚園の適正な規模基準を「集団性」「協同性の育ち」の観点か

ら教育的効果を再検討し、多様な教育ニーズに対応するため、今後の幼稚園のあり

方について、幼稚園の統合、認定こども園化、民営化等の協議・検討を深め基本方

針を定めます。 
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②保育園・認定こども園（認定こども園保育時間） 

■現状 

表4-5 保育園・認定こども園の通園状況 

（単位：人） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

矢吹町ひかり保育園 106 105 107 116 106 

認定こども園ポプラの木 126 115 127 114 102 

認定こども園野のはな 55 60 74 72 56 

合計 287 280 308 302 264 

(各年４月１日現在) 

（単位：人） 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

0 歳 
1・2

歳 

3～

5 歳 
0 歳 

1・2

歳 

3～

5 歳 
0 歳 

1・2

歳 

3～

5 歳 
0 歳 

1・2

歳 

3～

5 歳 
0 歳 

1・2

歳 

3～

5 歳 

見込

み量 
34 158 146 33 143 140 31 146 127 30 139 127 28 133 119 

合計 338 316 304 296 280 

実績 298 307 327 330 290 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：人） 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

0 歳 
1・2

歳 

3～

5 歳 
0 歳 

1・2

歳 

3～

5 歳 
0 歳 

1・2

歳 

3～

5 歳 
0 歳 

1・2

歳 

3～

5 歳 
0 歳 

1・2

歳 

3～

5 歳 

見込

み量 
23 85 152 23 85 142 20 80 115 20 80 140 20 78 140 

合計 260 250 215 240 238 

供給

量 
25 87 152 25 87 150 21 82 150 21 82 150 21 79 150 

合計 264 262 253 253 250 

■計画期間の確保方策 

２歳以下の３号認定者の保育ニーズは増大傾向で推移してきました。０歳児は年

度内の利用希望の相談に対応しながら、保育の必要がある児童が利用できるように

体制を確保していきます。２号認定者については、共働き世帯等の教育ニーズと保

育ニーズを把握する必要があります。 

保育士定着支援の取組により、保育体制の確保に努めます。 
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（４）地域型保育給付 

新制度では定員が19人以下の保育事業について、市町村による認可事業（地域型

保育事業）として、地域型保育給付の対象となります。 

①小規模保育施設 

■現状 

保育ニーズとしては、０～２歳の保育サービスに含まれています。現在、町内に

は認可小規模保育事業とし「サンライズキッズ保育園矢吹町園」、「サンライズキッ

ズ保育園矢吹北町園」があり、０～２歳児が利用しています。（※サンライズキッズ

保育園矢吹北町園については、令和６年11月事業開始のため、４月時点での実績は

ありません。） 

表4-6 小規模保育事業の利用状況 

（単位：人） 

区 分 

児童数 

（上段：令和５年４月１日現在） 

（下段：令和６年４月１日現在） 
定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 

サンライズキッズ保育園 

矢吹町園 

3 7 8 18 19 

1 8 8 17 19 
サンライズキッズ保育園 

矢吹北町園 

- - - - 
（12） 

- - - - 

 

②家庭的保育 

■現状 

現在実施していませんが、保育ニーズとしては、０～２歳の保育サービスに含ま

れています。 

③居宅訪問型保育 

■現状 

ベビー・シッター等の「居宅訪問型保育」に該当します。保育ニーズとしては、

０～２歳の保育サービスに含まれています。 

④事業所内保育 

■現状 

会社の事業所の保育施設などで、従業員のこどもと地域のこどもを一緒に保育し

ます。保育ニーズとしては、０～２歳の保育サービスに含まれています。 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保対策 

地域子ども・子育て支援事業とは、地域の子ども・子育て家庭を対象とする事業

で、市町村が地域の実情に応じて実施するものです。 

 

 事業名 内容 

１ 利用者支援事業 

こどもや保護者の身近な場所等で、教育・保育施設や地域の子育て支援

の事業の利用などについて、情報の集約と提供を行い、こどもや保護者

からのそれらの利用にあたっての相談に応じる事業です。また、それら

の人々に必要な情報の提供や助言を行い、関係機関との連絡や調整等を

行います。 

２ 

時間外保育事業

（延長保育事

業） 

通常の保育時間（11時間）を超えて、さらに延長して保育を行う事業で

す。 

３ 

放課後児童健全

育成事業（放課

後児童クラブ） 

仕事などで日中保護者が家庭にいない、小学校児童を対象に、授業終了

後などに預かり、適切な遊びや生活の場を提供します。 

４ 

子育て短期支援

事業（ショート

ステイ） 

「ショートステイ」は、保護者の病気や出産、家族の介護、冠婚葬祭等

への出席のため、家庭において児童の養育が困難になった場合、児童養

護施設又は乳児院においてこどもを一定期間（原則７日間）預かる事業

です。 

５ 

地域子育て支援

拠点事業（地域

子育て支援セン

ター） 

公共施設や保育所などの身近な場所で、子育て中の親子の交流や育児相

談などを行う事業です。 

６ 一時預かり事業 

保護者の就労や求職活動、病気やけが、出産、介護、冠婚葬祭、リフレッ

シュ等により、一時的に家庭での保育が困難な場合に、週３日を限度に

保育所に預けることができる事業です。 

７ 
病児・病後児保

育事業 

病気やけがの児童（病児）及び回復期にある児童（病後児）を、専門の

保育室で看護師・保育士などの専門職員により預かるサービスです。 

８ 

子育て援助活動

事業（ファミ

リー・サポー

ト・センター事

業） 

育児の援助を受けたい人（利用会員）と育児の援助を行いたい人（援助

会員）が会員となり、地域の中で、子育てを助け合う相互援助活動のこ

とです。 

９ 
乳児家庭全戸訪

問事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを

聞き、子育て支援に関する情報提供等を行います。また、親子の心身の

状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適

切なサービス提供につなげます。乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最

初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育

成環境の確保を図るものです。 

10 
妊婦健康診査事

業 

妊娠中の母親の健康状態や、胎児の発育状況などを定期的に確認する妊

婦健診にかかる費用の一部を、公費で負担します。 

11 
養育支援訪問事

業 

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保

育士などがその家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行い、適切

な養育の実施を確保することを目的とした事業です。 

「養育支援が特に必要」とする家庭とは、例えば「若年の妊婦、妊婦健

康診査未受診者、育児ストレスや産後うつ状態等になっている養育者、

虐待のおそれやそのリスクがある家庭など」があげられます。 
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 事業名 内容 

12 

実費徴収に係る

補足給付を行う

事業 

世帯の所得に応じて、日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品

の購入費を公費で助成する事業です。 

13 

多様な事業者の

参入促進・能力

活用事業 

事業者の多様な能力を活用した特定教育・保育施設の設置又は運営を促

進するための事業です。 

14 

子どもを守るた

めの地域ネット

ワーク機能強化

事業 

要保護児童対策地域協議会の機能強化を図るため、調整機関職員や構成

員の専門性の強化と連携の強化を図るための取組を行う事業です。 

15 

【新規】 

子育て世帯訪問

支援事業 

要支援児童・要保護児童及びその保護者、特定妊婦等（支援を要するヤ

ングケアラー含む）を対象に訪問し、子育てに関する情報の提供、家事・

養育に関する援助等を行う事業です。 

16 

【新規】 

児童育成支援拠

点事業 

養育環境の課題（虐待リスクが高い、不登校等）を抱える主に学齢期の

児童を対象に児童の居場所となる拠点を開設し、児童に生活の場を与え

るとともに児童や保護者への相談等を行う事業です。 

17 

【新規】 

親子関係形成支

援事業 

要支援児童・要保護児童及びその保護者等を対象に、親子間の適切な関

係性の構築を目的としたこどもの発達状況等に応じた支援を行う事業

です。 

18 

【新規】 

妊婦等包括相談

支援事業 

妊娠・出産・子育てに関する情報や相談窓口をわかりやすく提供し、先

を見据えた子育てを行えるように支援を行う事業です。 

19 

【新規】 

乳児等通園支援

事業（こども誰

でも通園制度） 

保育所等に未就園の生後６か月～３歳未満の児童が、１か月あたり10時

間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず利用できる通園制度です

（令和８年度から本格実施となります）。 

20 
【新規】 

産後ケア事業 

出産後１年以内の母子に対して、助産師等の専門職が心身のケアや育児

サポート等の支援を行う事業です。施設でサポートを受ける日帰り型と

宿泊型、そして自宅で受ける訪問型があります。 
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（１）利用者支援事業 

■現状 

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・

医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提

供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制

づくり等を行うものです。「こども家庭センター」で様々な相談や悩みに対応して

いるほか、各種サービスの情報を提供しています。 

表4-7 実施状況 

（単位：箇所） 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：箇所） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 1 1 1 1 1 

供給量 1 1 1 1 1 
 

 

■計画期間の確保方策 

引き続き、現在の体制で相談支援等を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込み量 1 1 1 1 1 

実績 0 0 0 0 1 
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（２）時間外保育事業（延長保育事業） 

■現状 

保育園・認定こども園では、早朝の延長と夕方の延長保育を実施しています。時

間外保育は11時間の標準時間を超えた利用のことです。 

表4-8 実施状況 

区 分 実施日 時間（延長） 利用状況（令和５年度） 

矢吹町ひかり保育園 平日 午後６時 20 分～７時 20 分 32 人 

認定こども園 

ポプラの木 
平日 午後６時 15 分～６時 45 分 158 人 

認定こども園 

野のはな 
平日 午後６時 15 分～６時 45 分 136 人 

サンライズキッズ 

保育園矢吹町園 
平日 

午前７時 00 分～７時 30 分 

午後６時 30 分～７時 00 分 
39 人 

 

（単位：利用実人数） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込み量 90 90 90 90 90 

実績 24 38 66 45 34 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：利用実人数） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 90 90 88 85 85 

供給量 90 90 88 85 85 

■計画期間の確保方策 

保育ニーズの多様化、就業状況の変化に対応し、保育士の弾力的な確保を図りな

がら継続して受け入れ体制を確保します。 

 

（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

■現状 

全学年を対象に、４クラブで午後６時30分まで放課後児童クラブを開設していま

す。第２期計画では300人程度を見込み、提供体制を確保して実施してきましたが、

利用者は300人を超えています。 

表4-9 実施状況 

区  分 開設場所 定員（人） 

矢吹小児童クラブ 中町100番地(矢吹小学校内) 110 

善郷小児童クラブ 小松384番地２（善郷小学校敷地内） 160 

中畑小児童クラブ 中畑329番地（中畑小学校内） 65 

三神小児童クラブ 神田西130番地３（三神公民館内） 60 

合計 ４箇所 午後６時 30 分まで 395 
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（単位：実人数） 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

低学

年 

高学

年 

低学

年 

高学

年 

低学

年 

高学

年 

低学

年 

高学

年 

低学

年 

高学

年 

見込み量 

（実人数） 
223 83 224 84 223 82 206 85 196 87 

見込み量

合 計 
306 308 305 291 283 

実績 273 302 331 343 356 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：実人数/箇所） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見
込
み
量
（実
人
数
） 

小１ 90 90 90 90 90 

小２ 80 80 80 80 80 

小３ 75 75 75 75 75 

小４ 80 80 80 80 80 

小５ 35 35 35 35 35 

小６ 35 35 35 35 35 

合計 395 395 395 395 395 

供給量 

（実人数） 
395 395 395 395 395 

供給量 
（箇所） 

4 4 4 4 4 

■計画期間の確保方策 

年度中に利用人数に変動があることや、長期休業中の利用希望などの現状と利用

希望を踏まえて、毎年度395人の供給体制を確保し、必要な人が利用できるように

実施します。 

 

（４）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

■現状 

第２期計画期間では延５人の利用がありました。 

■見込み量 

（単位：延人数） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 5 5 5 5 5 

供給量 5 5 5 5 5 

■計画期間の確保方策 

利用には事前の予約が必要ですが、緊急時の対応について検討します。 
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（５）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

■現状 

平成27年に開設した矢吹町屋内外運動場「未来くるやぶき」内に子育て支援セン

ター「にこにこひろば」を設置し、子育てサークルや就園前の親子の集まる場など

を提供しており、第２期計画では利用が増加しており、見込み量を上回る利用実績

となっています。 

（単位：年延人日） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込み量 4,103 3,922 3,867 3,652 3,416 

実績 5,559 6,927 7,283 8,080 8,160 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：年延人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

供給量 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

■計画期間の確保方策 

「にこにこひろば」に加えて、令和７年度から新たに、矢吹町複合施設KOKOTTO内

の「未来くるステーション」に子育て支援センターを設置し、就園前の親子の居場

所として引き続き実施します。 

 

（６）一時預かり事業 

■現状 

保育園での未就園児の一時保育事業と、幼稚園在園児が利用する緊急保育、幼稚

園の預かり保育の３事業が一時預かり事業に該当します。 

第２期計画期間は概ね見込み量程度の利用となっています。 

（単位：年延人日） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込み量（人数） 19,656 19,521 19,339 19,143 18,993 

実績（人数） 19,950 19,775 19,600 19,425 19,250 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量（預かり保育） 

（単位：年延人日） 

在園児対象 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量（人数） 22,000 22,120 22,500 22,680 23,000 

供給量（人数） 22,000 22,120 22,500 22,680 23,000 

（単位：年延人日） 

在園児対象型 

を除く 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量（人数） 23,450 23,980 24,100 24,610 24,960 

供給量（人数） 23,450 23,980 24,100 24,610 24,960 
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■計画期間の確保方策 

預かり保育の利用状況の通常利用と緊急利用での実績と、未就園児の一時保育の

利用実績等をとらえ見込み量を見込み、提供体制を確保します。 

（７）病児・病後児保育事業 

■現状 

平成31年４月１日に白河厚生総合病院敷地内に「しらかわ病児保育室」が開設さ

れ、圏域内利用されており、本町では年間10人程度の利用がみられます。 

（単位：年延人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込み量（人数） 121 118 114 112 106 

実績（人数） 3 0 13 10 10 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：年延人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量（人数） 10 10 10 10 10 

供給量（人数） 10 10 10 10 10 

■計画期間の確保方策 

実績から計画期間の見込み量を見込み、しらかわ病児保育室での利用を見込ます。 

 

（８）子育て援助活動事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

■現状 

矢吹町ファミリーサポートセンターを矢吹町複合施設KOKOTTO内に１か所設置し

ており、一時預かり援助、送迎援助等を実施しています。 

（単位：箇所） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実績 1 1 1 1 1 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：延人数） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込

み量 

未就学児 80 80 80 80 80 

就学児 20 20 20 20 20 

合計 100 100 100 100 100 

供給量 100 100 100 100 100 

■計画期間の確保方策 

本計画期間においても１か所での実施を見込み、利用できる内容等を検討しなが

ら提供会員の確保を図り継続して実施します。 
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（９）乳児家庭全戸訪問事業 

■現状 

生後４か月までの乳児の家庭に、保健師等が訪問し、育児やこどもの発育の状況

等を把握し、母子保健事業などの情報提供をはじめ、必要に応じて相談や指導に対

応しています。全員に訪問しており、実績は見込み量より少なくなっています。 

 

（単位：年回） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込み量 122 118 111 107 99 

実績 107 99 87 73 70 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：年回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 70 68 65 62 60 

供給量 70 68 65 62 60 

※０歳児数 

■計画期間の確保方策 

０歳児数から見込み、継続して着実に実施し、支援やフォローが必要な場合は連

携した対応に努めます。 

 

（10）妊産婦健康診査事業 

■現状 

母子健康手帳の交付時に妊産婦健康診査受診券（15回分）を交付しています。 

（単位：年延回） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込み量 1,680 1,596 1,498 1,428 1,302 

実績 1,239 1,031 1,035 998 980 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 ０歳児数×15回分 

■見込み量 

（単位：年延回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 980 970 960 950 940 

供給量 980 970 960 950 940 

※０歳児数×15回分 

■計画期間の確保方策 

健やかな妊娠期を過ごせるように、適切な受診を勧奨します。 
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（11）養育支援訪問事業 

■現状 

育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して

不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に

対して、子育て経験者等による育児・家事の援助又は保健師等による具体的な養育

に関する指導助言等を訪問により実施しています。 

第２期計画では年間10人回を見込み、迅速な対応に努めてきました。 

（単位：年回） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込み量 10 10 10 10 10 

実績 19 13 10 12 10 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

（単位：年回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 10 12 14 16 18 

供給量 10 12 14 16 18 

■計画期間の確保方策 

本計画期間も実績を踏まえて利用を見込み、的確な対応を図ります。 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

■計画期間の確保方策 

必要に応じて実施できるように取り組みます。 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

■計画期間の確保方策 

参入希望の事業者がある場合に実施します。 

（14）子どもを守るための地域ネットワーク機能強化事業 

■現状 

要保護児童対策地域協議会活動の連携・調整等の機能強化を図るため、研修や啓

発等を令和５年度より実施しています。 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込み 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 

実績 未実施 未実施 未実施 実施 実施 

※令和６年度の実績は、12月末現在の数値 

■見込み量 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み 実施 実施 実施 実施 実施 

  



77 

■計画期間の確保方策 

継続して実施し、地域ネットワークの強化を図り、要保護児童対策地域協議会の

機能強化を図ります。 

（15）子育て世帯訪問支援事業【新規】 

本計画期間に実施に向けて調査・検討します。 

（16）児童育成支援拠点事業【新規】 

本計画期間に実施に向けて調査・検討します。 

（17）親子関係形成支援事業【新規】 

■見込み量 

（単位：年日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 110 108 106 104 102 

供給量 110 108 106 104 102 

■計画期間の確保方策 

親子遊び教室を年間で10～11回開催し、各会の参加者は10人程度を見込み、未就

園の親子遊び等の場などの提供体制を確保します。 

（18）妊婦等包括相談支援事業【新規】 

■見込み量 

（単位：年延回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 500 500 500 500 500 

供給量 500 500 500 500 500 

■計画期間の確保方策 

妊娠期の相談実績等から利用を見込み、的確な対応を図ります。 

（19）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）【新規】 

■見込み量 

（単位：年延人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 - 360 360 360 360 

供給量 - 360 360 360 360 

■計画期間の確保方策 

令和８年度から本格実施となるため、未就園児の人数から利用ニーズを把握して

利用を見込み、提供体制を確保します。 
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（20）産後ケア事業【新規】 

■現状 

出産直後からの母体の回復や心身の安定を図るケアと同時に、授乳や沐浴(もく

よく)などの指導、育児が不安で困った場合の相談などを行い、乳児の健やかな発

育と育児を支援しています。これまでは町独自事業として実施し、年間３～５人の

利用がありました。 

（単位：年延人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実績 
宿泊 2 2 0 1 2 

日帰り 3 1 2 0 0 

■見込み量 

（単位：年延人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込み量 5 5 3 3 3 

供給量 5 5 3 3 3 

■計画期間の確保方策 

今後は地域子ども・子育て支援事業として実施し、年間延３～５人日を見込み、

必要に応じて利用できるように提供体制を確保します。 
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３ 教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

【子ども・子育て支援法第６１条第２項第３号関係】 

（1）認定こども園等の普及に係る基本的考え方 

平成27年度からの「子ども・子育て支援新制度」では、質の高い幼児期の学校教

育・保育の総合的な提供（認定こども園化）を推進していく方向性が示されており、

認定こども園等の普及が進んできました。 

本町においても、就労形態が多様化しており、保育ニーズの推移を見極めつつ、

こども園化への移行等の課題を整理しながら保育・教育施設の体制の確保を図りま

す。 

 

（2）質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の推進 

０歳から就学前の乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う時期であり、

教育・保育については、基本的な生活習慣や豊かな情操教育の場として重要な役割

を果たしています。 

質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供するためには、こど

もの育ちを支援する保育教諭等の専門性や経験が必要であり、保育人材の育成・確

保も重要となっています。教育・保育の一体的提供に関する意義や課題を共有でき

るよう、保育教諭等の研修の開催等を促進します。 

 

（3）教育・保育施設と地域型保育事業者及び学校等との連携の推進 

地域型保育事業は２歳で卒園となるため、３歳以降の保育先となる教育・保育施

設（連携施設）を確保する必要があります。また、教育・保育施設から小学校等へ

も円滑に進級できるように、提供体制の確保及び子育て支援に関わる機関の密接な

連携を推進します。また、保・幼・小の交流や連携を推進することで、幼児期の教

育・保育の充実や小学校への円滑な接続を図ります。 
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４ 総合的な施策の推進 

以下の内容については、次世代育成支援行動計画から継続して取り組んでいるも

のが含まれており、計画に具体的に盛り込んでいきます。 

 

（1）育児休業後等における特定教育・保育施設の円滑な利用支援 

産前・産後休業、育児休業明けに希望に応じて特定教育・保育施設等を利用でき

るよう、産前・産後休業や育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等

を行うとともに、計画的な教育・保育施設の提供体制の確保に努めます。 

（2）こどもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する県が行う施

策との連携 

児童虐待防止対策の充実、ひとり親家庭の自立支援の推進、障がい児施策の充実

等を図ります。 

（3）労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要

な雇用環境の整備に関する施策との連携 

働きやすい職場環境の整備、育児休業等制度の周知、ワーク・ライフ・バランス

に関する意識啓発などを実施します。 

（4）こどもの居場所づくりの推進 

こどもの居場所づくりに関する指針を踏まえ、放課後児童クラブと放課後子ども

教室との一体的な推進や学校施設の活用、居場所づくりなどを促進します。 

（5）児童虐待防止対策の推進 

児童福祉法の改正をふまえ、支援を必要とするこどもや妊婦の早期把握、要保護

児童対策地域協議会の取組の強化に努めます。 

（6）幼児教育・保育の質の向上 

幼児期の教育・保育の質の向上に向けて、教育・保育に関する専門性を有する幼

児教育アドバイザーの確保に努めます。 
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第５章 矢吹町の未来を担うこども応援計画 

１ 基本方針 

（1）計画策定の趣旨 

貧困の連鎖によって、こどもたちの将来が閉ざされることは決してあってはなら

ないとの決意の下、平成25年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成

立し、平成26年８月に「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。令和元

年６月に法律が一部改正され、こどもの「将来」だけでなく「現在」の生活等に向

けてもこどもの貧困対策を総合的に推進することが明記され、これを受け、同年11

月に新たな「子供の貧困対策に関する大綱」が示され、各種取組が進められて、こ

どもの相対的貧困率は令和３年に11.5％となりました。そして、令和６年には「こ

どもの貧困解消対策の推進に関する法律」に改称されています。 

本町では、こどもの貧困問題は表面的にわかりにくく、様々な面で課題が重なり

あうという特徴をふまえた上で、貧困状態に陥ることで生じる様々な影響が大きい

こどもと家庭を把握・支援していくため、こどもの貧困解消対策を総合的に推進す

る指針として平成28年度に「矢吹町の未来を担う子ども応援計画」を策定し、令和

３年度に「第２期矢吹町の未来を担う子ども応援計画」を策定して各種施策を推進

してきました。 

こどもの将来がその生まれ育った環境に左右されることなく、また、貧困が世代

を超えて連鎖することなく、全てのこどもたちが夢と希望を持って成長していける

社会の実現に向け、本町の未来を担うこどもの成長を応援し、こどもの貧困対策を

総合的に推進するため、こども計画に含めて推進します。 

図５-１ わが国の相対的貧困率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 30 年（新）は、2015 年に改訂されたＯＥＣＤの所得定義の新たな基準で、可処分所得から「自

動車税・軽自動車税・自動車重量税」「企業年金の掛金」「仕送り額」を差し引いて算出した割合。 
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（2）こどもの家庭の貧困状況 

①アンケートでみた困窮リスク 

「Ａ 低所得」「Ｂ 家計の逼迫」「Ｃ こどもの体験や所有物の欠如」の３つの

要素に関する調査項目の回答状況により、家庭区分を「困窮家庭」「周辺家庭」「そ

の他の家庭」としました。Ａ・Ｂ・Ｃで２つ以上に該当している場合は「困窮家庭」、

どれか１つに該当している場合は「周辺家庭」、どれにも該当しない場合は「一般家

庭」となっています。 

回答者全体に占める生活困難度区分を整理すると、困窮家庭は5.4％、周辺家庭

は15.1％であわせて20.5％となります。 

図５-２ 生活困難度区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度に実施したアンケートは学年を限定するとともに、児童扶養手当受給

世帯を含めて調査をしていますが、回答者全体に占める生活困難状況は、困窮家庭

は10.9％、周辺家庭は17.8％であわせて28.7％と今回よりも高い結果でした。 

今回調査で小学校高学年以上に聞いた自己肯定感の各項目の回答は、全体的に困

窮家庭・周辺家庭のこどもは思うという回答がやや低調となっていることがわかり

ます。 

こどもの貧困問題は、こどもが経済的に困窮している世帯に属している現在の側

面と、貧困が世代を超えて連鎖するという将来の側面からのモニタリングが重要で

す。貧困の状態に陥ることで生じる影響の原因は様々であり、一つひとつの影響に

よるリスクを低減するため、継続的・横断的・効果的な取組を進めることが課題で

す。複数の課題を抱え支援や関わりが必要なこども・世帯の状況、支援や関わりが

必要な状態に陥る原因を多面的に把握して、様々な支援につなげる体制の強化が課

題です。 

こどもの貧困問題について、状況や背景が見えにくいことから、町をはじめ地域、

関係機関等における共通理解が不足しており、様々な課題を抱えるこどもを総合的

に支援する体制づくりが重要です。 

このため、学びの機会の確保、教育と保健福祉の連携、生活環境、保護者の安定

的な就労機会、経済的な支援など総合的な支援体制の充実を図ります。 
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（3）取組方針 

①基本とする考え 

こどもの貧困問題を経済面だけでとらえるのではなく、こども期という成長過程

に沿って、こどもの健康、孤立などこどもの育つ環境全般にわたる複合的な課題と

とらえます。そして、課題の解決、貧困リスクの低減に取り組みます。 

こどもは、矢吹町の未来を担う宝であるという理念にたち、矢吹町の全てのこど

もが生まれ育つ環境に左右されることなく、将来に夢や希望をもって成長できる地

域の実現を目指します。 

こどもの健やかな成長のため、こどもと子育て家庭に様々な主体が関わり、連携

しながら支援できるよう、支援ネットワーク及びコーディネート機能の構築を目指

します。 

 

②基本視点 

貧困の問題は潜在的であり、その状況と影響の見えにくさを十分理解し、貧困問

題を含め様々な課題と生活のしづらさを抱えるこども・家庭を包括的に支援する視

点を基本とします。 

こどもの成長過程に即し、切れ目ない総合的な支援を図ります。 

未来の矢吹町を担う人づくりを目指して、庁内の関係課との連携強化、教育・保

育施設、学校、地域団体、関係機関等と連携・協働して地域全体で取り組みます。 

 

③施策の展開方向 

貧困解消対策全般を基本に、所得水準、仕事、健康、住まいなどの全体的な貧困

リスクの低減を図ることと、貧困リスクが高く重複した課題と生活のしづらさを抱

えるこども・家庭の生活改善の支援を目標とし、相互に連携させながら貧困対策の

両輪として矢吹町の未来を担うこどもの育ちを応援していきます。 

図５-３ 施策の展開方向 
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２ 施策の展開 

（1）学び育つ環境づくり 

家庭環境や経済状況に左右されず、こどもたちが個性と可能性を伸ばして成長で

きるように、学習環境の支援に努め、こどもたちの学ぶ意識の向上を図ります。 

そのため、学びの環境整備とこどもたちの居場所づくりなどに取り組み、居場所

を活用した情報や体験機会の提供を図ります。 

 

①乳幼児の教育・保育の確保 

事業名 取組・施策内容 

保育士就職準備金貸付事業 ※５-１-７参照 

障がい児保育事業（幼稚園・保育園・認定こども園への障がい児

の受け入れ） 
２-２-２参照 

幼稚園での預かり保育事業 ５-１-２参照 

保育園での延長保育事業 ５-１-１参照 

病児保育事業（しらかわ病児保育室） ５-２-14参照 

ひとり親世帯等の保育料負担軽減事業 ５-４-５参照 

※第５・６章表内の取組・施策内容は第３章のこども施策の推進の参照先を示している。（以下同様） 

例５-1-7：基本目標５の５-１の施策の７番目 
 

②就学前教育・保育と小学校との連携 

事業名 取組・施策内容 

矢吹っ子の健康を考える連絡会の充実 ４-２-１参照 

小学校との連携 ５-１-５参照 

③学校教育の推進 

事業名 取組・施策内容 

学力向上対策事業 ３-１-１参照 

外国語指導助手活用事業 ３-１-10参照 

特別支援教育 ２-２-３参照 

小学６年生夏期講習会 ３-１-２参照 

英検・漢検・数検の受験費補助 ３-１-６参照 

④子ども読書活動の推進 

事業名 取組・施策内容 

矢吹子ども読書100選パンフレット配布 ３-１-７参照 

ブック・スタート ５-２-５参照 

定例おはなし会 ３-３-５参照 

移動図書館車の巡回貸出 ３-３-６参照 
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⑤学校をプラットフォームとした連携して支援する学び育つ環境づくりの推進 

事業名 取組・施策内容 

コミュニティ・スクール推進事業 ３-１-11参照 

学校教育ボランティア ３-１-12参照 

教育ボランティア活用事業 ３-１-13参照 

⑥就学前教育・保育や学校での食育の推進 

事業名 取組・施策内容 

歯科食育出前講座（むし歯予防出前講座） ４-１-10参照 

学校給食を活用した「食育」の推進 ４-２-２参照 

幼稚園における「食育」の推進 ４-２-３参照 

⑦社会性を育む教育活動の推進 

事業名 取組・施策内容 

中学生ボランティア活動 ３-３-19参照 

幼稚園教育講演会 ３-４-１参照 

幼稚園の保護者交流の推進 ５-１-３参照 

幼稚園の地域への開放 ５-１-４参照 

地域学校協働活動（コミュニティ・スクール推進事業・教育ボラン

ティア活用事業） 
３-１-11、13参照 

思春期セミナー ４—３-１参照 

⑧課題解決と不登校対策の推進 

事業名 取組・施策内容 

スクールソーシャルワーカー派遣事業 ３-１-14参照 

スクールカウンセラーの活用事業 ３-１-４参照 

児童生徒サポート連絡会議 ３-１-８参照 

適応指導教室 ３-１-５参照 

青少年児童サポート事業 ３-１-９参照 

⑨学習環境の向上 

事業名 取組・施策内容 

要保護・準要保護児童生徒就学援助事業（児童生徒就学援助） ５-４-２参照 

奨学金の貸付事業 ５-４-６参照 

奨学金返還支援事業 ５-４-12参照 

⑩こどもの居場所づくりの推進 

事業名 取組・施策内容 

放課後児童クラブ ３-２-１参照 

放課後子ども教室 ３-２-２参照 

学習支援事業（小学６年生夏期講習会・地域の教育力を活用し

た教育支援事業） 
３-１-２、３参照 

地域学校協働活動（コミュニティ・スクール推進事業） ３-１-11参照 

地域子育て支援センター ５-２-９参照 

こどもの居場所・相談の場づくり（こども家庭センター・子ども食堂

等） 

１-４-１、２-３-２、５-３-１参

照 
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⑪地域での多様な体験・学び・遊びの場の創出 

事業名 取組・施策内容 

生涯学習情報提供事業進 ３-３-21参照 

町民講座開設事業（こども囲碁教室 こども書道教室） ３-３-22参照 

中畑清旗争奪ソフトボール大会 ３-３-18参照 

総合型地域スポーツクラブ ３-３-20参照 

体育協会支援事業 ３-３-17参照 

スポーツ少年団育成事業 ３-３-23参照 

日本三大開拓地交流事業 ３-３-11参照 

三鷹交流会事業 ３-３-２参照 

屋内外運動場（未来くるやぶき） ５-２-６参照 

演劇鑑賞教室（幼・保・小学校低学年） ３-３-14参照 

キッズシアター ３-３-16参照 

公園施設の整備、安全確保 ２-５-３参照 

⑫職業体験・キャリア教育の推進 

事業名 取組・施策内容 

子ども議会開催事業 １-３-１参照 

地域学校協働活動（コミュニティ・スクール推進事業・教育ボラン

ティア活用事業） 
３-１-11、13参照 

職場体験学習の受け入れ ３-３-４参照 

⑬地域での多様な体験・学び・遊びの場の創出 

事業名 取組・施策内容 

子ども会育成会支援事業 ３-３-３参照 

青少年地域活動事業（矢吹ジュニアクラブ・シニアリーダー） ３-３-１参照 

「おかあさんといっしょ」のおはなし会 ５-２-３参照 

夏休み手作り絵本教室・夏休み出張おはなし会 ３-３-12参照 

芸術文化活動 ３-３-13参照 

絵画教室・陶芸教室 ３-３-15参照 

おやこあそびのひろば ４-１-14参照 
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（2）健康と暮らしの支援 

こどもが生き抜く力を身につけるためには、最低限の経済基盤が確保されたなか

で、正しい生活習慣を身につけ、安定して生活できるようにすることが大切です。

そのため、こどもの成長段階に応じて切れ目なく支援する施策を推進し、社会的な

自立ができるように支援します。 

①母子保健事業・地域子育て支援施策の推進 

事業名 取組・施策内容 

地域子育て支援センター ５-２-９参照 

こども家庭センター事業（利用者支援事業） ２-３-２、５-３-１参照 

養育支援訪問指導 ４-１-３参照 

おやこあそびのひろば ４-１-14参照 

妊娠届・母子健康手帳交付 ４-１-１参照 

妊婦健康診査 ４-１-２参照 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） ４-１-３参照 

乳幼児健康診査 ４-１-４参照 

幼児健康相談 ４-１-５参照 

訪問指導 ４-１-６参照 

新生児・未熟児訪問指導 ４-１-７参照 

養育支援訪問指導 ４-１-８参照 

歯科強化事業 ４-１-９参照 

予防接種事業 ４-１-11参照 

健康相談・育児相談 ４-１-12参照 

育児支援教室 ５-２-１参照 

すくすく教室 ４-１-13参照 

矢吹町子育て支援情報誌の作成配布 ５-２-２参照 

子育てホームページ及びアプリの活用 ５-２-７参照 

子育てサークル活動支援補助金 ５-２-８参照 

こどもに関する各種手当制度のＰＲ ５-４-１参照 

②子育て家庭の生活支援 

事業名 取組・施策内容 

給食費補助事業 ５-４-11参照 

出産祝品（第一子）及び出産祝金（第二子以降） ５-２-４参照 

ファミリーサポートセンター ５-２-10参照 

家庭訪問型子育て支援事業（ホームスタート） ５-２-13参照 

こども医療費助成 ４-４-１参照 

養育医療給付 ４-１-15参照 

ひとり親家庭医療費助成 ５-４-４参照 

児童手当 ５-４-７参照 

児童扶養手当 ５-４-８参照 

ひとり親世帯等の保育料負担軽減事業 ５-４-５参照 

ひとり親家庭の自立支援に向けた制度の周知 ５-４-３参照 

町営住宅のひとり親家庭の優先入居措置 ５-４-９参照 

町営住宅入居待機者家賃補助 ５-４-10参照 
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③児童虐待や障がい等で課題を抱える子育て家庭の支援 

事業名 取組・施策内容 

矢吹町要保護児童対策地域協議会 ２-３-１参照 

障がい児福祉サービス等（児童発達支援・放課後等デイサービ

ス・保育所等訪問支援・障害児相談支援等） 
２-２-６参照 

特別児童扶養手当・育成医療等の給付 ２-２-４参照 

④未来を担う子ども支援のための方策の検討 

事業名 取組・施策内容 

矢吹町の未来を担うこども応援計画 ２-１-１参照 

支援の推進方策の検討（こども計画推進検討部会） ５-２-12参照 

 

（3）支援ネットワーク体制の構築 

こどもと親子の育ちを支援して、こどもたちの生き抜く力を育むため、こどもと

子育て家庭の困難や課題に気づき・支援をつなぎ・見守る体制の構築を目指します。 

そのため、こどもと子育て家庭の貧困リスクのシグナルに気づき、早い段階から

寄り添い、必要な支援がこどもに着実に届くように相談機能や関連団体・機関も含

めたネットワークの強化を図ります。そして、庁内、地域、企業などへの啓発を行

いながら、まちぐるみで取り組んでいきます。 

①支援体制・連携体制の充実 

事業名 取組・施策内容 

矢吹町の未来を担う子ども応援計画 ２-１-１参照 

子ども・子育て会議 ５-２-11参照 

こども計画推進検討部会 ５-２-12参照 

矢吹町要保護児童対策地域協議会 ２-３-１参照 

②相談体制の強化・こども家庭センター整備事業の推進 

事業名 取組・施策内容 

こども家庭センター事業 ２-３-２、５-３-１参照 
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第６章 子ども・若者計画 

１ 基本方針 

こどもや若者を取り巻く状況や、子ども・若者育成支援推進法の目的や理念を踏

まえながら、全てのこども・若者の健やかな育成と困りごとを抱えるこども・若者

と家庭の支援を推進します。 

２ 施策の展開 

（1）社会全体の課題に向けた取組 
 

こどもや若者の自殺などの生命・安全の危機や、孤独・孤立の顕在化、低いウェ

ルビーイング、格差社会への懸念などが社会全体の若者を取り巻く課題となってお

り、多様性と包摂性のある社会づくり等が求められています。こども・若者が誰ひ

とり取り残されることなく、地域の中で安心できる多くの居場所を持ちながら成

長・活躍できるよう支援に取り組みます。 

 

①いじめ、こどもの自殺など、生命・安全の危機を防ぐ取組の推進 

事業名 取組・施策内容 

教育支援委員会 ２-２-１参照 

矢吹町要保護児童対策地域協議会 ２-３-１参照 

子ども見守り隊活動 ２-４-１参照 

社会を明るくする運動 ２-４-２参照 

学校安全教育の推進 ２-４-３参照 

子ども110番の家事業 ２-４-４参照 

合同防犯パトロール ２-４-５参照 

交通安全教室 ２-５-９参照 

青少年健全育成推進協議会活動の活性化 ２-５-10参照 

スクールカウンセラーの活用事業 ３-１-４参照 

適応指導教室 ３-１-５参照 

スクールソーシャルワーカー派遣事業 ３-１-14参照 

各種相談窓口での情報提供・相談支援 ５-３-２参照 
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②生きる力を養うための教育・体験・就業等の機会の確保 

事業名 取組・施策内容 

矢吹子ども読書100選パンフレット配布 ３-１-７参照 

青少年地域活動事業（矢吹ジュニアクラブ・シニアリーダー） ３-３-１参照 

三鷹交流会事業 ３-３-２参照 

子ども会育成会支援事業 ３-３-３参照 

職場体験学習の受け入れ ３-３-４参照 

定例おはなし会 ３-３-５参照 

移動図書館車の巡回貸出 ３-３-６参照 

としょかんまつりの開催 ３-３-７参照 

図書館だよりの発行 ３-３-８参照 

ブックリストの配布 ３-３-９参照 

大滝清雄氏顕彰「さわやか詩集」表彰事業 ３-３-10参照 

日本三大開拓地交流事業 ３-３-11参照 

夏休み手作り絵本教室・夏休み出張おはなし会 ３-３-12参照 

芸術文化活動 ３-３-13参照 

演劇鑑賞教室（幼・保・小学低学年） ３-３-14参照 

絵画教室・陶芸教室 ３-３-15参照 

キッズシアター ３-３-16参照 

体育協会支援事業 ３-３-17参照 

中畑清旗争奪ソフトボール大会 ３-３-18参照 

中学生ボランティア活動 ３-３-19参照 

総合型地域スポーツクラブ ３-３-20参照 

生涯学習情報提供事業 ３-３-21参照 

町民講座開設事業（こども囲碁教室 こども書道教室） ３-３-22参照 

スポーツ少年団育成事業 ３-３-23参照 

田んぼの学校 ３-３-24参照 

祖父母参観 ３-３-25参照 

③情報化や社会変化への対応力の育成支援 

事業名 取組・施策内容 

社会を明るくする運動 ２-４-２参照 

スクールカウンセラーの活用事業 ３-１-４参照 

スクールソーシャルワーカー派遣事業 ３-１-14参照 

各種相談窓口での情報提供・相談支援 ５-３-２参照 
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（2）生活課題の解決に向けた取組 
 

世帯構造や家族観の変化、児童生徒の多様化や生徒指導の課題の深刻化、つなが

りの希薄化や地域活動の担い手の高齢化・固定化、インターネット利用の弊害、長

期間就業していない若者の存在等が課題となっています。 

困りごとを抱えるこども・若者とその家庭が、課題を解決して困難な状況を軽減・

コントロールしながら成長・活躍できるよう、家族を含めて誰ひとり取り残さず、

また途切れることなく支援に取り組みます。 

ヤングケアラー支援の基本方針を示す条例を制定して支援に取り組みます。 

 

①家庭内における困りごと、情報通信環境への対応 

事業名 取組・施策内容 

矢吹町要保護児童対策地域協議会 ２-３-１参照 

こども家庭センターの相談機能の強化 ２-３-２参照 

ヤングケアラーへの支援 ２-３-３参照 

②学校生活・社会生活における課題の対応 

事業名 取組・施策内容 

スクールカウンセラーの活用事業 ３-１-４参照 

スクールソーシャルワーカー派遣事業 ３-１-14参照 

各種相談窓口での情報提供・相談支援 ５-３-２参照 

③就学・就業の支援 

事業名 取組・施策内容 

奨学金の貸付事業 ５-４-６参照 
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第７章 計画の推進 

１ 推進方策 

（1）町民・団体等への周知と協働体制の確立 

計画の推進にあたっては町民の理解を深め、主体的・積極的な参加が不可欠であ

るため、町ホームページや広報誌への掲載などを通じて計画の周知に努めます。 

また、「矢吹町子ども・子育て会議」を通じて、地域住民、関係団体、ボランティ

ア等が参画し、子育てに関わる全ての人や団体と緊密な連携を図りながら、住民・

関係団体等との協働による計画の推進に取り組みます。 

（2）庁内計画推進組織の設置 

本計画を着実に推進していくためには、引き続き全庁的な取組が必要であること

から、庁内計画推進組織を設置し、計画の進捗状況を把握し、必要に応じ計画内容

の見直しなどを含めた検討を行います。 

２ 進捗管理体制 

（1）計画の実施状況の公表 

本計画に定めた各種事業は、毎年度その進捗状況を点検・評価します。点検・評

価にあたっては、「矢吹町子ども・子育て会議」がその中心を担い、結果は町民へ公

表します。 

（2）町民からの意見の把握 

計画の実施状況を踏まえて、「矢吹町子ども・子育て会議」をはじめ、ニーズ調査

やパブリックコメント等で広く町民の皆さんから意見・要望を聴取し、今後の取組

に生かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画段階 

見直し後の計画 実施段階 

計画の点検・評価 

Plan 

Check 

Action Do 



93 

（3）進捗管理指標 

こども施策を着実に推進するため、進捗を管理する指標を設定し、施策の点検と

あわせて管理指標を点検しながら推進します。 

 

管理指標①こども基本法（こどもの権利等）を知っているこどもの割合             

 

管理指標②こどもの意見を取り入れた取組・事業の増加                     

 

管理指標③「自分と周囲の人の意見や考えを大切だと思える」と思うこどもの割合の増加 

 

管理指標④矢吹町の町づくりに貢献したいと思うこどもの割合の増加              
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資料編 

１ アンケート調査結果 

（1）こどもとご家族の状況 

問５ お子さんと同居し、生計を同一にしているご家族の構成と人数をお答えください。単身赴任

中の方や学業のために世帯を離れているお子さんがいらっしゃる場合には、ご家族の人数に含め

て教えてください。 

【世帯人数】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「４人」が32.1％、「５人」が22.4％、

「３人」が14.5％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「４人」が27.8％、「５人」が20.9％、「６

人」が15.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯構成】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「親と子の２世代世帯」が66.7％と多く、

「祖父母等と親子の３世代世帯」が31.3％となっている。 

小（高）、中・高生等保護者では、「親と子の２世代世帯」が58.1％と多く、「祖

父母等と親子の３世代世帯」が39.6％となっている。 

 

 

 

 

 

  

問５同居家族人数ｈ）合計〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

1.9

1.7

2.3

14.5

17.0

10.7

32.1

32.5

31.5

22.4

20.5

25.3

9.7

8.4

11.7

6.5

5.8

7.5

4.5

5.2

3.6

1.2

1.3

1.0

0.5

0.4

0.6

6.6

7.1

5.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人 １０人以上 無 回 答

問５世帯構成〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

66.7

67.2

65.9

31.3

30.6

32.5

0.4

0.4

0.3

1.6

1.7

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

親と子の２世代世帯 祖父母等と親子の３世代世帯 その他の世帯 無 回 答

問５同居家族人数ｈ）合計〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

2.1

1.6

3.0

1.8

10.1

5.8

14.1

14.7

27.8

27.6

28.6

26.6

20.9

22.7

18.1

21.1

15.7

16.9

12.1

19.3

9.7

10.1

10.1

8.3

3.6

4.5

3.5

0.9

0.6

0.6

1.0

0.0

0.6

0.6

1.0

0.0

8.8

9.4

8.5

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人 １０人以上 無 回 答
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（2）保護者の就労状況・職場の両立支援 

問 11 お子さんの保護者の方の就労状況について、あてはまるものを回答してください。 

【母親】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「正社員・正規職員・会社役員」が46.6％

と多く、「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」が25.0％、「働いていない

（専業主婦／主夫を含む）」が14.9％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「正社員・正規職員・会社役員」が46.1％と

多く、「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」が25.8％、「嘱託・契約社員・

派遣職員」が9.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１１保護者の就労状況・母親〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

46.6

49.4

42.5

7.1

6.9

7.5

25.0

22.4

28.9

4.0

3.2

5.2

14.9

15.7

13.6

0.3

0.4

0.0

2.1

1.9

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業（家族従業者、内職、自由業等）

働いていない（専業主婦／主夫を含む） わからない

無 回 答

問５世帯構成〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

58.1

56.5

60.8

57.8

39.6

40.6

37.2

41.3

1.8

2.3

1.5

0.9

0.5

0.6

0.5

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

親と子の２世代世帯 祖父母等と親子の３世代世帯 その他の世帯 無 回 答

問１１保護者の就労状況・母親〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

46.1

46.4

44.7

47.7

9.3

7.1

13.1

8.3

25.8

24.0

26.6

29.4

8.0

8.1

6.5

10.1

7.6

10.1

7.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

4.2

2.0

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業( 家族従業者、内職、自由業等) 

働いていない（専業主婦／主夫を含む） わからない

無 回 答
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【父親】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「正社員・正規職員・会社役員」が79.8％

と８割近くを占め、「自営業（家族従業者、内職、自由業等）」が8.3％となって

いる。 

小（高）、中・高生等保護者では、「正社員・正規職員・会社役員」が74.5％と

多く、「自営業（家族従業者、内職、自由業等）」が11.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 お子さんが生まれたとき、育児休業を取得しましたか。［就学前児童・小学生保護者］ 

【母親】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「取得した」が51.8％と多く、「働いて

いなかった」が28.1％である。 

小学生保護者で「取得した」が45.8％と少なく、「働いていなかった」が35.7％

と多い。 

小学生（高）保護者では、「取得した」が43.8％と多く、「働いていなかった」

が37.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

問１１保護者の就労状況・父親〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

79.8

81.7

76.9

1.7

1.3

2.3

0.3

0.2

0.3

8.3

8.2

8.4

0.3

0.4

0.0

0.3

0.0

0.6

9.5

8.2

11.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業（家族従業者、内職、自由業等）

働いていない（専業主婦／主夫を含む） わからない

無 回 答

問１４育児休業の取得・母親〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

28.1

23.1

35.7

51.8

55.8

45.8

4.3

7.1

0.0

5.8

4.3

8.1

3.6

2.8

4.9

6.3

6.9

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

働いていなかった 取得した

現在取得中である 取得していない、または取得する必要がなかった

取得したかったが取得できなかった 無 回 答

問１１保護者の就労状況・父親〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

74.5

75.0

73.4

75.2

1.8

1.6

2.5

0.9

0.5

1.0

0.0

0.0

11.0

11.0

10.6

11.9

1.3

0.6

2.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

10.9

10.7

11.6

10.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業( 家族従業者、内職、自由業等) 

働いていない（専業主婦／主夫を含む） わからない

無 回 答
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【父親】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「取得していない、または取得する必要

がなかった」が60.0％と多く、「取得したかったが取得できなかった」が18.3％

で、「取得した」は7.0％である。 

「取得した」は就学前児童保護者で11.2％と小学生保護者の0.6％より多い。 

小学生（高）保護者では、「取得していない、または取得する必要がなかった」

が66.9％と多く、「取得したかったが取得できなかった」が13.0％で、「取得し

た」は1.0％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１４育児休業の取得・父親〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

1.8

1.9

1.6

7.0

11.2

0.6

0.4

0.4

0.3

60.0

56.3

65.6

18.3

19.4

16.6

12.6

10.8

15.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

働いていなかった 取得した

現在取得中である 取得していない、または取得する必要がなかった

取得したかったが取得できなかった 無 回 答

問１４育児休業の取得・母親〔％〕

N =

308 37.3 43.8

0.3

8.1 5.2 5.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

働いていなかった 取得した

現在取得中である 取得していない、または取得する必要がなかった

取得したかったが取得できなかった 無 回 答

問１４育児休業の取得・父親〔％〕

N =

308 2.9 1.0

0.3

66.9 13.0 15.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

働いていなかった 取得した

現在取得中である 取得していない、または取得する必要がなかった

取得したかったが取得できなかった 無 回 答
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（3）定期的な教育・保育の利用状況［就学前児童保護者］ 

問 20 利用している教育・保育施設がある方にうかがいます。お子さんは、①現在「定期的に」

以下の事業を利用していますか。また、②今後は「定期的に」利用したいですか。 

【現在の利用】 

就学前児童保護者では、「町立幼稚園（通常の就園時間の利用）」が30.4％と多

く、「認定こども園（保育施設機能）」が23.9％、「町立幼稚園の預かり保育（定

期的な利用のみ）」が15.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２０①現在の利用している〔％・複数回答〕
N = 464

％

町立幼稚園（通常の就園時
間の利用）

私立幼稚園（通常の就園時
間の利用）

町立幼稚園の預かり保育
（定期的な利用のみ）

私立幼稚園の預かり保育
（定期的な利用のみ）

私立保育園

公立保育園

認定こども園（幼稚園機能）

認定こども園（保育施設機
能）

小規模保育施設

事業所内保育施設（職場内
保育所等）

認可外保育施設

ファミリーサポートセンター

その他

無　回　答

30.4

0.9

15.3

0.6

5.8

12.5

8.4

23.9

7.3

0.6

0.0

1.5

1.1

13.8

0 10 20 30 40 50
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【今後の利用希望】 

平日は「町立幼稚園（通常の就園時間の利用）」が31.3％と多く、「認定こども

園（保育施設機能）」が22.6％、「町立幼稚園の預かり保育（定期的な利用のみ）」

が18.8％である。 

長期休暇期間中は、「町立幼稚園の預かり保育（定期的な利用のみ）」が13.4％、

「町立幼稚園（通常の就園時間の利用）」が12.9％である。 

土曜日は、「認定こども園（保育施設機能）」が5.0％、「町立幼稚園（通常の

就園時間の利用）」と「町立幼稚園の預かり保育（定期的な利用のみ）」がともに

3.9％である。 

日曜・祝日は、「ファミリーサポートセンター」が1.5％、「その他」が1.1％と

ほとんど利用の希望がない。 

問 22 【問 20 で現在利用している教育・保育事業がない方】教育・保育事業を利用していない

理由は何ですか。 

就学前児童保護者では、「子どもがまだ小さいため成長したら利用したい」が

31.3％（前回43.6％）と多く、「利用したいが、保育・教育の定員に空きがない」

が18.8％（前回6.4％）、「利用する必要がない」が17.2％（前回24.5％）であ

る。前回調査に比べて、「子どもがまだ小さいため成長したら利用したい」が12.3

ポイント減り、「利用したいが、保育・教育の定員に空きがない」が12.4ポイント

増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２２未利用の理由〔％・複数回答〕
N = 64

％

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の
人がみている

近所の人や父母の友人・知
人がみている

利用したいが保育・教育の
定員に空きがない

利用したいが経済的な理由
で利用できない

利用したいが延長・夜間等
の時間帯の条件が合わな
い

利用したいが質や場所など
納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため成
長したら利用したい

その他

無　回　答

17.2

10.9

0.0

18.8

3.1

1.6

0.0

31.3

9.4

23.4

0 10 20 30 40 50
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（4）不定期な教育・保育の利用状況［就学前児童・小学生保護者］ 

問 24 お子さんについて、今後「不定期に」利用したい一時預かり事業はありますか。 

【就学前児童保護者】 

「利用するつもりはない」が45.5％と多く、「一時預かり」が29.5％、「幼稚

園の預かり保育」が21.8％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２４今後利用したい一時預かり事業〔％・複数回答〕
N = 464

％

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリーサポートセンター

ベビーシッター

トワイライトステイ

ショートステイ

その他

利用するつもりはない

無　回　答

29.5

21.8

12.1

3.0

3.2

1.3

1.1

45.5

9.1

0 10 20 30 40 50 60
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【小学生保護者】 

小学生（低）保護者では、「利用するつもりはない」が62.7％と多く、「一時預

かり」が27.6％である。 

小学生（高）保護者では、「利用するつもりはない」が77.7％と多く、「一時預

かり」が14.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２４小学生・利用したい一時預かり事業〔％・複数回答〕
N = 308

％

一時預かり

ファミリーサポートセンター

トワイライトステイ

ショートステイ

その他

利用するつもりはない

無　回　答

27.6

6.5

3.6

2.9

0.6

62.7

3.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

問２１小学生・利用したい一時預かり事業〔％・複数回答〕
N = 327

％

一時預かり

ファミリーサポートセンター

トワイライトステイ

ショートステイ

その他

利用するつもりはない

無　回　答

14.7

3.1

1.8

3.1

0.3

77.7

4.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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（5）地域子育て支援拠点事業の利用状況［就学前児童保護者］ 

問 27 現在、町では子育て支援事業を行っています。これらの取組を知っていましたか。また、

利用したことがありますか。 

【家庭訪問（ホームスタート訪問活動）】 

就学前児童保護者では、「聞いたことはあるが、利用したことはない」が47.2％

と多く、「知らなかった」が33.2％、「利用したことがある」が14.7％である。 

 

 

 

 

 

【ファミリーサポートセンター】 

就学前児童保護者では、「聞いたことはあるが、利用したことはない」が56.9％

と多く、「知らなかった」が30.2％、「利用したことがある」が8.4％である。 

 

 

 

 

 

【にこにこひろば（未来くるやぶき２階）】 

就学前児童保護者では、「利用したことがある」が58.0％と多く、「聞いたこと

はあるが、利用したことはない」が29.7％、「知らなかった」が8.6％である。 

 

 

 

 

 

 

問２７子育て支援事業・ホームスタート訪問活動〔％〕

N =

464 14.7 47.2 33.2 5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したことがある 聞いたことはあるが、利用したことはない 知らなかった 無 回 答

問２７子育て支援事業・にこにこひろば〔％〕

N =

464 58.0 29.7 8.6 3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したことがある 聞いたことはあるが、利用したことはない 知らなかった 無 回 答

問２７子育て支援事業・ファミリーサポートセンター〔％〕

N =

464 8.4 56.9 30.2 4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したことがある 聞いたことはあるが、利用したことはない 知らなかった 無 回 答
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【一時預かり保育・幼稚園の預かり保育】 

就学前児童保護者では、「聞いたことはあるが、利用したことはない」が59.5％

と多く、「利用したことがある」が23.9％、「知らなかった」が12.1％である。 

 

 

 

 

 

【病児保育】 

就学前児童保護者では、「聞いたことはあるが、利用したことはない」が75.4％

と多く、「知らなかった」が19.6％、「利用したことがある」が0.9％である。 

 

 

 

 

 

【子育て包括支援センター】 

就学前児童保護者では、「知らなかった」が48.7％、「聞いたことはあるが、利

用したことはない」が44.6％と多く、「利用したことがある」が2.6％である。 

 

 

 

 

 

【子育て短期支援事業（ショートステイ）】 

就学前児童保護者では、「知らなかった」が58.4％と多く、「聞いたことはある

が、利用したことはない」が37.3％である。 

 

 

 

 

 

【未来くるやぶき】 

就学前児童保護者では、「利用したことがある」が83.6％と多く、「聞いたこと

はあるが、利用したことはない」が12.1％、「知らなかった」が1.7％である。 

 

 

 

 

問２７子育て支援事業・一時預かり保育・幼稚園預かり保育〔％〕

N =

464 23.9 59.5 12.1 4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したことがある 聞いたことはあるが、利用したことはない 知らなかった 無 回 答

問２７子育て支援事業・病児保育〔％〕

N =

464 0.9 75.4 19.6 4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したことがある 聞いたことはあるが、利用したことはない 知らなかった 無 回 答

問２７子育て支援事業・子育て包括支援センター〔％〕

N =

464 2.6 44.6 48.7 4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したことがある 聞いたことはあるが、利用したことはない 知らなかった 無 回 答

問２７子育て支援事業・子育て短期支援事業〔％〕

N =

464 0.0 37.3 58.4 4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したことがある 聞いたことはあるが、利用したことはない 知らなかった 無 回 答

問２７子育て支援事業・未来くるやぶき〔％〕

N =

464 83.6 12.1 1.7 2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用したことがある 聞いたことはあるが、利用したことはない 知らなかった 無 回 答
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（6）病気の際の対応 

問 28 お子さんが病気やけがで通園できない［就学前のみ］／教育・保育事業を利用できない

［小学生・中学生のみ］／教育事業を利用できない場合に、どのような事業を利用したいと

思いますか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「利用したいと思わない」が45.6％、「小

児科に併設した施設で保育する事業（病児保育）」が44.4％と多く、「地域住民等

が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業」が14.0％である。 

小学生（高）保護者では、「利用したいと思わない」が53.9％と多く、「小児科

に併設した施設で保育する事業（病児保育）」が33.8％、「地域住民等が子育て家

庭等の身近な場所で保育する事業」が7.8％である。 

中・高生等保護者では、「利用したいと思わない」が60.4％と多く、「地域住民

等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業」が26.0％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２８通園・通学できない時に利用したい事業〔％・複数回答〕
N = 772

％

小児科に併設した施設で保
育する事業（病児保育）

地域住民等が子育て家庭
等の身近な場所で保育す
る事業

その他

利用したいと思わない

無　回　答

44.4

14.0

0.5

45.6

3.5

49.1

17.7

0.6

42.5

3.4

37.3

8.4

0.3

50.3

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 就学前保護者 小学生保護者

問１５通学できない時に利用したい事業〔％〕

N =

全　　　体 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

26.0

28.1

22.0

5.5

7.5

1.8

4.9

6.0

2.8

60.4

55.3

69.7

3.2

3.0

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業 その他

ショートステイ 利用したいと思わない

無 回 答

問２３通園・通学できない時に利用したい事業〔％〕

N =

308 33.8 7.8

0.0

53.9 4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小児科に併設した施設で保育する事業（病児保育） 地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業

その他 利用したいと思わない

無 回 答
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問 29 【問 28で「１～３」を選んだ方】事業の利用を希望する理由は何ですか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「仕事の都合で休めない」が62.8％と多

く、「休暇日数が足りないので休めない」が34.9％、「その他」が13.2％である。 

小学生（高）保護者では、「仕事の都合で休めない」が68.8％と多く、「子ども

の看護を理由に休みがとれない」と「休暇日数が足りないので休めない」がともに

20.3％である。 

中・高生等保護者では、「仕事の都合で休めない」が75.9％と多く、「子どもの

看護を理由に休みがとれない」が17.0％、「休暇日数が足りないので休めない」が

11.6％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２９利用を希望する理由〔％・複数回答〕
N = 393

％

子どもの看護を理由に休み
がとれない

仕事の都合で休めない

休暇日数が足りないので休
めない

その他

無　回　答

12.2

62.8

34.9

13.2

3.8

12.4

61.0

38.2

13.5

3.6

12.0

66.2

28.9

12.7

4.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 就学前保護者 小学生保護者

問２４小学生・利用を希望する理由〔％・複数回答〕
N = 128

％

子どもの看護を理由に休み
がとれない

仕事の都合で休めない

休暇日数が足りないので休
めない

その他

無　回　答

20.3

68.8

20.3

6.3

4.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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問 30 【問 28 で「４．利用したいと思わない」を選んだ方】利用したいと思わない理由は何です

か。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「親が仕事を休んで対応する」が67.9％

と多く、「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」が44.9％、「利用料がかか

る・高い」が18.5％である。 

小学生（高）保護者では、「親が仕事を休んで対応する」が64.5％と多く、「病

児・病後児を他人に看てもらうのは不安」が31.3％、「その他」が10.8％である。 

中・高生等保護者では、「親が仕事を休んで対応する」が68.8％と多く、「病児・

病後児を他人に看てもらうのは不安」が24.2％、「その他」が18.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３０利用しない理由〔％・複数回答〕
N = 352

％

病児・病後児を他人に看て
もらうのは不安

地域の事業の質に不安が
ある

地域の事業の利便性がよく
ない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

無　回　答

44.9

9.7

11.4

18.5

14.5

67.9

8.5

2.3

50.8

11.2

10.7

20.3

15.7

73.1

7.6

0.5

37.4

7.7

12.3

16.1

12.9

61.3

9.7

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

全 体 就学前保護者 小学生保護者

問１６中高生・利用を希望する理由〔％・複数回答〕
N = 112

％

子どもの看護を理由に休み
がとれない

仕事の都合で休めない

休暇日数が足りないので休
めない

その他

無　回　答

17.0

75.9

11.6

10.7

4.5

16.9

75.9

12.0

9.6

4.8

17.2

75.9

10.3

13.8

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

全 体 中学生保護者 高校生保護者
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問２５小学生・利用しない理由〔％・複数回答〕
N = 166

％

病児・病後児を他人に看て
もらうのは不安

地域の事業の質に不安が
ある

地域の事業の利便性がよく
ない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

無　回　答

31.3

5.4

5.4

10.2

14.5

64.5

10.8

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

問１７中高生・利用しない理由〔％・複数回答〕
N = 186

％

病児・病後児を他人に看て
もらうのは不安

地域の事業の質に不安が
ある

地域の事業の利便性がよく
ない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

無　回　答

24.2

5.9

2.2

9.1

11.8

68.8

18.3

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.4

3.6

2.7

12.7

12.7

76.4

14.5

2.7

21.1

9.2

1.3

3.9

10.5

57.9

23.7

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全 体 小学生保護者 中学生保護者 高校生保護者
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（7）小学校就学後の放課後の過ごし方［５歳以上就学前児童保護者］ 

問 31 お子さんについて、小学校低学年（１～３年生）の内は、平日の学校終了後（放課後）や土

曜日、日曜・祝日にどのような場所で過ごさせたいと思いますか。 

【放課後】 

「放課後児童クラブ（学童保育）」が52.5％と半数を超え、「自宅」が38.6％、

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が23.4％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土曜日】 

「自宅」が62.7％と多く、「祖父母宅や友人・知人宅」が23.4％、「習い事（ピ

アノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が13.9％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３１就学後低学年で放課後過ごさせたい場所〔％・複数回答〕
N = 158

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保
育）

ファミリーサポートセンター

その他

無　回　答

38.6

17.1

23.4

17.1

52.5

3.2

0.6

17.7

0 10 20 30 40 50 60 70

問３１就学後低学年で土曜日過ごさせたい場所〔％・複数回答〕
N = 158

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保
育）

ファミリーサポートセンター

その他

無　回　答

62.7

23.4

13.9

4.4

5.7

1.3

1.3

23.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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【日曜・祝日】 

「自宅」が67.1％と多く、「祖父母宅や友人・知人宅」が23.4％、「習い事（ピ

アノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が5.1％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３１就学後低学年で日曜日過ごさせたい場所〔％・複数回答〕
N = 158

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保
育）

ファミリーサポートセンター

その他

無　回　答

67.1

23.4

5.1

1.9

0.6

0.6

0.6

26.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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（8）放課後の過ごし方 

問 32 現在、放課後児童クラブを利用していますか。［小学生保護者のみ］ 

小学生（低）保護者では、「利用している」が55.8％と多く、「利用していない」

が41.9％である。 

小学生（高）保護者では、「利用していない」が78.6％と８割近くを占め、「利

用している」が15.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 33 お子さんの放課後の過ごし方で、小学校低学年（１～３年生）と高学年（４～６年生）では、

どのような場所で過ごさせたいと思いますか。［小学生保護者のみ］ 

【１～３年生】 

小学生（低）保護者では、「放課後児童クラブ（学童保育）」が58.1％、「自宅」

が50.6％と多く、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が27.3％

である。 

小学生（高）保護者では、「放課後児童クラブ（学童保育）」が39.3％、「自宅」

が36.0％と多く、「放課後子ども教室」が15.9％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１９小学生・放課後児童クラブの利用〔％〕

N =

308 55.8 41.9 2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用している 利用していない 無 回 答

問１９小学生・放課後児童クラブの利用〔％〕

N =

308 15.3 78.6 6.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用している 利用していない 無 回 答

問２０小学生・低学年で放課後過ごさせたい場所〔％・複数回答〕
N = 308

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保
育）

ファミリーサポートセンター

その他

無　回　答

50.6

15.3

27.3

14.6

58.1

1.3

0.6

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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【４～６年生】 

小学生（低）保護者では、「自宅」が50.0％と多く、「習い事（ピアノ教室、サッ

カークラブ、学習塾など）」が30.8％、「放課後児童クラブ（学童保育）」が30.5％

である。 

小学生（高）保護者では、「自宅」が69.8％と多く、「習い事（ピアノ教室、サッ

カークラブ、学習塾など）」が28.2％、「祖父母宅や友人・知人宅」が21.8％で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２０小学生・低学年で放課後過ごさせたい場所〔％・複数回答〕
N = 308

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保
育）

ファミリーサポートセンター

その他

無　回　答

36.0

15.3

13.3

15.9

39.3

1.6

0.3

24.4

0 10 20 30 40 50 60

問２０小学生・高学年で放課後過ごさせたい場所〔％・複数回答〕
N = 308

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保
育）

ファミリーサポートセンター

その他

無　回　答

50.0

16.9

30.8

15.6

30.5

0.6

1.0

23.4

0 10 20 30 40 50 60 70
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（9）子どもとの関わり方・家庭でのことなど 

問 37 子育てをする上で、あなたが大変だと感じていること、悩んでいることを選んでくださ

い。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「子どもの健康管理・食生活」が48.7％、

「仕事と子育ての両立」が34.6％、「将来の進学のための学費の貯金等」が33.9％、

「生活習慣や勉強を教えること」が30.7％、「教育費の確保」が29.5％である。 

小学生保護者で「生活習慣や勉強を教えること」が37.7％、「学習習慣の定着」

が36.0％と多い。 

小（高）、中・高生等保護者では、「将来の進学のための学費の貯金等」が46.6％、

「子どもの受験・進学」が44.5％、「学習習慣の定着」が39.4％、「教育費の確

保」が38.5％、「子どもの健康管理・食生活」が37.2％、「生活習慣や勉強を教

えること」が34.6％である。 

中学生保護者で「子どもの受験・進学」が59.3％、高校生等保護者で「教育費の

確保」が55.0％、「将来の進学のための学費の貯金等」が52.3％と多い。 

  

問２０小学生・高学年で放課後過ごさせたい場所〔％・複数回答〕
N = 308

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッ
カークラブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保
育）

ファミリーサポートセンター

その他

無　回　答

69.8

21.8

28.2

16.6

18.8

1.6

0.6

5.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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問３４子育てで大変だと思うこと・悩み〔％・複数回答〕
N = 772

％

子どもの健康管理・食生活

子どもの発達

子どもと過ごす時間の確保

子どものしつけが難しいこ
と

生活習慣や勉強を教えるこ
と

学習習慣の定着

子どもの送迎・交通費の負
担

子どもの受験・進学

子どもの意欲の維持・向上

子どもの将来の就職

子どもの友人関係

一人で子育てしている孤立
感

配偶者の無関心・非協力

仕事と子育ての両立

自分がほっとする時間がな
い

地域の理解が少ない

職場の理解が少ない

相談相手・相談先がない

生活費の確保

教育費の確保

修学旅行・部活の遠征費等
の確保

将来の進学のための学費
の貯金等

特にない

その他

無　回　答

48.7

18.7

27.1

4.9

30.7

23.7

14.9

14.1

20.1

13.6

19.3

3.6

4.9

34.6

16.7

2.1

4.9

2.6

24.2

29.5

6.7

33.9

7.0

0.5

10.2

50.6

19.2

24.6

5.4

26.1

15.5

14.0

10.3

14.4

10.3

13.8

3.9

4.1

34.1

16.8

1.3

4.1

2.8

22.2

27.4

5.6

32.3

6.3

0.6

15.5

45.8

17.9

30.8

4.2

37.7

36.0

16.2

19.8

28.6

18.5

27.6

3.2

6.2

35.4

16.6

3.2

6.2

2.3

27.3

32.8

8.4

36.4

8.1

0.3

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 就学前保護者 小学生保護者
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  問２０子育てで大変だと思うこと・悩み〔％・複数回答〕
N = 616

％

子どもの健康管理・食生活

子どもの発達

子どもと過ごす時間の確保

子どものしつけが難しいこ
と

生活習慣や勉強を教えるこ
と

学習習慣の定着

子どもの送迎・交通費の負
担

子どもの受験・進学

子どもの意欲の維持・向上

子どもの将来の就職

子どもの友人関係

一人で子育てしている孤立
感

配偶者の無関心・非協力

仕事と子育ての両立

自分がほっとする時間がな
い

地域の理解が少ない

職場の理解が少ない

相談相手・相談先がない

生活費の確保

教育費の確保

修学旅行・部活の遠征費等
の確保

将来の進学のための学費
の貯金等

特にない

その他

無　回　答

37.2

12.2

21.6

4.9

34.6

39.4

25.2

44.5

26.1

29.1

26.0

3.4

5.2

19.6

10.4

1.6

3.7

4.1

24.8

38.5

16.4

46.6

4.7

1.6

3.1

37.7

14.9

26.0

4.5

36.4

42.5

18.8

33.1

24.7

22.1

26.9

2.3

5.2

21.8

12.3

0.6

3.9

2.9

23.7

31.5

13.6

43.5

5.2

0.6

3.9

36.7

11.1

17.6

4.5

36.2

40.7

30.2

59.3

30.7

37.2

28.6

4.0

5.5

18.1

9.5

3.0

5.0

4.0

23.6

40.2

17.6

48.2

4.0

2.0

3.0

36.7

6.4

16.5

6.4

26.6

28.4

33.9

49.5

22.0

33.9

18.3

5.5

4.6

16.5

6.4

1.8

0.9

7.3

30.3

55.0

22.0

52.3

4.6

3.7

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 小学生保護者 中学生保護者 高校生保護者
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問 38 お子さんの教育費のうち負担が重いものは何ですか。［就学前以外］ 

小学生（低）保護者では、「学習塾等学校以外の教育費」が46.4％、「制服、靴、

かばん等の学校指定用品」が43.8％と多く、「学級費、教材費等学校徴収金」が

33.8％、「給食費」が26.0％である。 

小学生（高）保護者では、「制服、靴、かばん等の学校指定用品」が47.1％、「学

習塾等学校以外の教育費」が40.3％と多く、「給食費」が30.2％、「学級費、教

材費等学校徴収金」が26.9％である。 

中・高生等保護者では、「制服、靴、かばん等の学校指定用品」が44.5％、「学

習塾等学校以外の教育費」が39.3％と多く、「学級費、教材費等学校徴収金」が

23.7％、「修学旅行等の積立」が23.1％である。 

中学生保護者で「制服、靴、かばん等の学校指定用品」が50.8％、「学習塾等学

校以外の教育費」が48.7％、高校生保護者で「学級費、教材費等学校徴収金」と「修

学旅行等の積立」がともに30.3％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２９教育費で負担が重いもの〔％・複数回答〕
N = 308

％

給食費

学級費、教材費等学校徴
収金

修学旅行等の積立

制服、靴、かばん等の学校
指定用品

クラブ活動の費用

学習塾等学校以外の教育
費

授業料（私立学校）

その他

無　回　答

26.0

33.8

7.8

43.8

4.2

46.4

4.5

4.5

9.7

0 10 20 30 40 50 60
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問２９教育費で負担が重いもの〔％・複数回答〕
N = 308

％

給食費

学級費、教材費等学校徴
収金

修学旅行等の積立

制服、靴、かばん等の学校
指定用品

クラブ活動の費用

学習塾等学校以外の教育
費

授業料（私立学校）

その他

無　回　答

30.2

26.9

15.9

47.1

5.8

40.3

6.2

1.9

9.4

0 10 20 30 40 50 60

問３０教育費で負担が重いもの〔％・複数回答〕
N = 308

％

給食費

学級費、教材費等学校徴
収金

修学旅行等の積立

制服、靴、かばん等の学校
指定用品

クラブ活動の費用

学習塾等学校以外の教育
費

授業料（私立学校）

その他

無　回　答

10.1

23.7

23.1

44.5

13.6

39.3

9.7

3.6

11.4

15.6

20.1

19.1

50.8

10.6

48.7

4.5

2.0

9.5

0.0

30.3

30.3

33.0

19.3

22.0

19.3

6.4

14.7

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 中学生保護者 高校生保護者
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問 40 お子さんを将来、どの学校まで進学させたい［就学前のみ］／進学すると思いますか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「大学」が38.7％と多く、「まだわから

ない」が24.0％、「高校」が14.4％である。 

小学生保護者で「高校」が19.8％と多い。 

小（高）、中・高生等保護者では、「大学」が39.6％と多く、「まだわからない」

が22.6％、「高校」が19.5％である。 

「大学」は小学生保護者で32.1％と少なく、子どもの学年が上がるにつれ多くな

り、高校生保護者で54.1％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 42 あなたは、現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「ふつう」が58.0％と多く、「苦しい」

が20.1％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「ふつう」が57.8％と多く、「苦しい」が24.7％

である。 

高校生保護者で「苦しい」が31.2％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

問３６子どもの将来の進学先〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

0.1

0.0

0.3

14.4

10.8

19.8

12.2

10.1

15.3

38.7

41.4

34.7

0.4

0.4

0.3

2.1

3.0

0.6

24.0

21.8

27.3

8.2

12.5

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学校 高校 短大・専門学校 大学 大学院 その他 まだわからない 無 回 答

問３８現在の暮らしの状況〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

0.5

0.0

1.3

7.9

8.0

7.8

58.0

56.9

59.7

20.1

17.7

23.7

4.7

4.3

5.2

8.8

13.1

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無 回 答

問２２子どもの将来の進学先〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

0.3

0.6

0.0

0.0

19.5

23.7

17.1

11.9

12.8

14.3

17.6

0.0

1.9

0.0

0.0

11.0

0.3

0.0

0.0

1.8

39.6

32.1

43.2

54.1

0.5

0.3

0.5

0.9

0.3

0.0

0.0

1.8

22.6

26.3

19.6

17.4

2.1

2.6

2.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学校 高校 短大・専門学校 専門学校 短大 大学

大学院 その他 まだわからない 無 回 答
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問 43 令和５年（2023年１月～12月）のあなたの世帯全体の可処分所得（手取り）総額は、合

計でおよそいくらですか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「550～700万円未満」が20.3％、「400

～550万円未満」が18.9％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「550～700万円未満」が22.6％、「400

～550万円未満」が20.0％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３９前年の世帯の可処分所得（手取り）総額〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

1.3

1.3

1.3

2.7

2.8

2.6

2.2

1.9

2.6

3.4

1.9

5.5

1.9

1.5

2.6

1.4

1.1

1.9

3.2

2.8

3.9

2.5

2.4

2.6

1.3

1.5

1.0

2.1

2.4

1.6

7.8

8.2

7.1

18.9

18.8

19.2

20.3

20.5

20.1

9.8

8.2

12.3

21.1

24.8

15.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１２０万円未満 １２０～１７５万円未満 １７５～２１０万円未満 ２１０～２４５万円未満

２４５～２７５万円未満 ２７５～３００万円未満 ３００～３２５万円未満 ３２５～３４５万円未満

３４５～３６５万円未満 ３６５～３８５万円未満 ３８５～４００万円未満 ４００～５５０万円未満

５５０～７００万円未満 ７００万円以上 無 回 答

問２４現在の暮らしの状況〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

0.8

1.3

0.5

0.0

5.7

5.2

6.0

6.4

57.8

61.4

56.3

50.5

24.7

21.1

26.6

31.2

8.3

8.4

7.0

10.1

2.8

2.6

3.5

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無 回 答

問２５前年の世帯の可処分所得（手取り）総額〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

2.4

2.6

1.5

3.7

2.8

2.6

2.0

4.6

2.1

1.0

3.5

2.8

4.1

3.9

4.5

3.7

2.6

1.9

4.0

1.8

1.6

2.9

0.0

0.9

3.7

3.9

3.5

3.7

2.3

2.9

2.0

0.9

2.3

2.9

0.0

4.6

2.8

2.3

2.5

4.6

5.7

5.2

7.0

4.6

20.0

17.9

23.1

20.2

22.6

24.0

23.6

16.5

14.0

12.3

13.1

20.2

11.2

13.6

9.5

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１２５万円未満 １２５～１７５万円未満 １７５～２１０万円未満 ２１０～２４５万円未満

２４５～２７５万円未満 ２７５～３００万円未満 ３００～３２５万円未満 ３２５～３４５万円未満

３４５～３６５万円未満 ３６５～３８５万円未満 ３８５～４００万円未満 ４００～５５０万円未満

５５０～７００万円未満 ７００万円以上 無 回 答
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問 44 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする食料が買えな

いことがありましたか。ただし、嗜好品（たばこ・お酒等）は含みません。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「まったくなかった」が79.0％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「まったくなかった」が80.0％と多いが、「ま

れにあった」が10.4％みられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 45 あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする衣服が買えな

いことがありましたか。ただし、高価な衣服や貴金属・宝飾品は含みません。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「まったくなかった」が79.3％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「まったくなかった」が81.2％と多いが、「ま

れにあった」が8.8％みられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４０お金がなくて食料が買えなかったこと〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

1.2

0.4

2.3

4.1

4.1

4.2

6.0

5.2

7.1

79.0

76.9

82.1

9.7

13.4

4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無 回 答

問４１お金がなくて衣服が買えなかったこと〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

1.6

1.1

2.3

4.0

3.7

4.5

5.7

4.7

7.1

79.3

77.6

81.8

9.5

12.9

4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無 回 答

問２６お金がなくて食料が買えなかったこと〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

0.8

0.3

0.5

2.8

6.8

7.1

7.0

5.5

10.4

9.4

11.1

11.9

80.0

81.2

79.9

77.1

1.9

1.9

1.5

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無 回 答
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問 46 あなたの世帯では、過去１年の間に、以下の料金について、経済的な理由で未払いに

なったことがありましたか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「あてはまるものはない」が86.3％であ

る。 

小（高）、中・高生等保護者では、「あてはまるものはない」が91.2％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問４２１年で経済的理由で未払いになったもの〔％・複数回答〕
N = 772

％

電気料金

ガス料金

水道料金

あてはまるものはない

無　回　答

2.1

2.2

2.2

86.3

9.6

2.2

1.7

1.3

83.8

13.1

1.9

2.9

3.6

89.9

4.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全 体 就学前保護者 小学生保護者

問２７お金がなくて衣服が買えなかったこと〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

2.1

1.6

2.0

3.7

5.8

6.2

4.5

7.3

8.8

8.8

9.0

8.3

81.2

81.5

82.4

78.0

2.1

1.9

2.0

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無 回 答
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問 47 次のもののうち、経済的理由のためにあなたの世帯にないものはありますか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「あてはまるものはない」が63.0％で、

「急な出費のための貯金（５万円以上）」が8.4％、「インターネットにつながる

パソコン」が8.2％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「あてはまるものはない」が63.1％で、「急

な出費のための貯金（５万円以上）」が14.0％、「インターネットにつながるパソ

コン」が7.6％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２８１年で経済的理由で未払いになったもの〔％・複数回答〕
N = 616

％

電気料金

ガス料金

水道料金

あてはまるものはない

無　回　答

3.2

3.2

4.4

91.2

2.6

2.9

3.2

3.9

91.2

2.6

3.0

3.0

5.5

91.5

2.0

4.6

3.7

3.7

90.8

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全 体 小学生保護者 中学生保護者 高校生保護者
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問４３経済的理由で世帯にないもの〔％・複数回答〕
N = 772

％

子どもの年齢に合った本

電子レンジ

子ども用のスポーツ用品・
おもちゃ

電話（固定電話・携帯電話
を含む）

子どもが自宅で宿題をでき
る場所

インターネットにつながるパ
ソコン

洗濯機

新聞の定期購読（インター
ネット含む）

炊飯器

世帯専用のおふろ

掃除機

世帯人数分のベッドまたは
布団

暖房機器

急な出費のための貯金（５
万円以上）

冷房機器

テレビ

あてはまるものはない

無　回　答

1.9

0.0

2.1

0.9

2.6

8.2

0.4

6.7

0.1

0.1

0.3

1.8

0.4

8.4

0.8

0.1

63.0

18.0

1.5

0.0

0.9

0.4

2.4

8.0

0.2

5.6

0.0

0.0

0.0

1.3

0.4

5.6

0.6

0.0

62.9

21.3

2.6

0.0

3.9

1.6

2.9

8.4

0.6

8.4

0.3

0.3

0.6

2.6

0.3

12.7

1.0

0.3

63.0

13.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 就学前保護者 小学生保護者
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問２９経済的理由で世帯にないもの〔％・複数回答〕
N = 616

％

子どもの年齢に合った本

電子レンジ

子ども用のスポーツ用品・
おもちゃ

電話（固定電話・携帯電話
を含む）

子どもが自宅で宿題をでき
る場所

インターネットにつながるパ
ソコン

洗濯機

新聞の定期購読（インター
ネット含む）

炊飯器

世帯専用のおふろ

掃除機

世帯人数分のベッドまたは
布団

暖房機器

急な出費のための貯金（５
万円以上）

冷房機器

テレビ

あてはまるものはない

無　回　答

3.7

0.2

1.8

0.5

2.9

7.6

0.2

7.1

0.0

0.3

0.2

2.1

1.0

14.0

2.1

0.2

63.1

13.0

4.2

0.0

2.3

0.3

2.9

8.8

0.0

7.5

0.0

0.3

0.0

2.9

0.6

14.0

1.0

0.0

63.6

12.7

3.0

0.0

1.0

0.5

3.5

7.5

0.5

7.5

0.0

0.5

0.0

1.0

0.5

13.1

2.0

0.5

62.8

12.6

3.7

0.9

1.8

0.9

1.8

4.6

0.0

5.5

0.0

0.0

0.9

1.8

2.8

15.6

5.5

0.0

62.4

14.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 小学生保護者 中学生保護者 高校生保護者
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問 48 下記項目について、この１か月間のあなたの気持ちはどのようでしたか。 

【神経過敏に感じた】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「まったく」が42.1％と多く、『あった』

（「いつも」「たいてい」「ときどき」「少しだけ」の計、以下同様）は46.9％で

ある。 

小学生保護者で『あった』が52.9％と多い。 

小（高）、中・高生等保護者では、「まったく」が40.3％と多く、『あった』は

56.5％である。 

【絶望的だと感じた】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「まったく」が65.8％と多く、『あった』

は23.2％である。 

小学生保護者で『あった』が29.5％と多い。 

小（高）、中・高生等保護者では、「まったく」が64.1％と多く、『あった』は

32.7％である。 

【そわそわ、落ち着かなく感じた】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「まったく」が51.7％と多く、『あった』

は37.0％である。 

小学生保護者で『あった』が42.6％と多い。 

小（高）、中・高生等保護者では、「まったく」が51.9％と多く、『あった』は

44.9％である。 

【気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じた】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「まったく」が51.9％と多く、『あった』

は37.5％である。 

小学生保護者で『あった』が44.5％と多い。 

小（高）、中・高生等保護者では、「まったく」が47.9％と多く、『あった』は

49.0％である。 

【何をするのも面倒だと感じた】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「まったく」が40.0％と多く、『あった』

は49.6％である。 

小学生保護者で『あった』が57.2％と多い。 

小（高）、中・高生等保護者では、「まったく」が33.3％で、『あった』は63.7％

である。 

【自分は価値のない人間だと感じた】 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「まったく」が64.2％と多く、『あった』

は24.7％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「まったく」が60.4％で、『あった』は36.2％

である。 
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（10）子どもの育ちを取り巻く環境 

問 53 理想の子ども数と予定の子ども数は何人ですか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、理想の子ども数について「３人」が41.2％

と多く、「２人」が30.1％である。予定の子ども数は、「２人」が36.4％と多く、

「３人」が21.2％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、理想の子ども数について「３人」が36.5％と

多く、「２人」が27.8％である。予定の子ども数は、「２人」が31.7％と多く、

「３人」が19.0％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４９理想の子ども数〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

0.3

0.0

0.6

2.8

3.0

2.6

30.1

31.0

28.6

41.2

42.0

39.9

7.5

7.3

7.8

18.1

16.6

20.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０人 １人 ２人 ３人 ４人以上 無 回 答

問４９予定の子ども数〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

4.7

4.3

5.2

8.4

8.4

8.4

36.4

38.6

33.1

21.2

21.8

20.5

3.4

3.7

2.9

25.9

23.3

29.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０人 １人 ２人 ３人 ４人以上 無 回 答

問３７理想の子ども数〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

0.2

0.0

0.5

0.0

2.4

1.6

5.0

0.0

27.8

28.6

27.1

26.6

36.5

38.3

33.2

37.6

4.9

5.8

3.0

5.5

28.2

25.6

31.2

30.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０人 １人 ２人 ３人 ４人以上 無 回 答

問３６予定の子ども数〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

5.5

5.2

8.0

1.8

4.7

3.6

7.0

3.7

31.7

32.5

29.1

33.9

19.0

20.8

15.6

20.2

1.8

2.3

1.0

1.8

37.3

35.7

39.2

38.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０人 １人 ２人 ３人 ４人以上 無 回 答
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問 54 【問 53 の理想の子ども数と予定の子ども数が異なる方】理想と予定の子ども数が異な

る主な理由は何ですか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「子育てや教育にお金がかかる」が56.8％

と多く、「金銭的に不可能」が32.0％、「仕事ができなくなる」が23.1％、「忙

しい」が19.8％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「子育てや教育にお金がかかる」が43.5％と

多く、「金銭的に不可能」が30.1％、「仕事ができなくなる」が19.2％、「その

他」が18.1％である。 

高校生保護者で「子育てや教育にお金がかかる」が54.5％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問５０理想と予定が異なる理由〔％・複数回答〕
N = 303

％

妊活できない

仕事ができなくなる

忙しい

子育てや教育にお金がか
かる

金銭的に不可能

その他

無　回　答

12.5

23.1

19.8

56.8

32.0

12.9

16.5

13.3

22.1

18.2

60.2

31.5

14.9

16.0

11.5

24.6

22.1

51.6

32.8

9.8

17.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 就学前保護者 小学生保護者
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問 55 矢吹町で子育てを続けたいと思いますか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「はい」が79.7％と多く、「いいえ」が

11.1％である。子育てを続けたいと思わないの理由は、「記入あり」が86.0％で

ある。 

小（高）、中・高生等保護者では、「はい」が81.3％と多く、「いいえ」が10.2％

である。子育てを続けたいと思わないの理由は、「記入あり」が77.8％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５１矢吹町での子育ての継続意向〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

79.7

78.7

81.2

11.1

12.1

9.7

9.2

9.3

9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答

問３７理想と予定が異なる理由〔％・複数回答〕
N = 193

％

妊活できない

仕事ができなくなる

忙しい

子育てや教育にお金がか
かる

金銭的に不可能

その他

無　回　答

10.9

19.2

14.0

43.5

30.1

18.1

21.2

9.5

18.9

13.7

41.1

31.6

15.8

24.2

15.4

20.0

12.3

41.5

26.2

20.0

16.9

6.1

18.2

18.2

54.5

33.3

21.2

21.2

0 10 20 30 40 50 60

全 体 小学生保護者 中学生保護者 高校生保護者

問３８矢吹町での子育ての継続意向〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

81.3

82.5

82.9

75.2

10.2

9.1

10.6

12.8

8.4

8.4

6.5

11.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答
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問 56 お子さんにも矢吹町に住んでほしいと思いますか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「はい」が46.9％、「いいえ」が43.3％

と同程度である。住んでほしいと思わないの理由は、「記入あり」が82.0％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「はい」が51.9％と多く、「いいえ」が38.5％

である。住んでほしいと思わないの理由は、「記入あり」が81.9％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 57 今後、充実を希望する子育て支援サービスは何ですか。 

就学前児童、小学生（低）保護者では、「子どもの就学に係る費用の軽減」が63.3％

と多く、「子どもの塾代・受験料への支援」が51.4％、「学習支援の充実」が37.0％、

「職場環境の整備について企業へ働きかけ」が22.8％である。 

小（高）、中・高生等保護者では、「子どもの就学に係る費用の軽減」と「子ど

もの塾代・受験料への支援」がともに57.0％と多く、「学習支援の充実」が41.1％、

「職場環境の整備について企業へ働きかけ」が18.5％である。 

高校生保護者で「学習支援の充実」が29.4％と少なく、「子どもの医療費の軽減

の充実」が37.6％と多い。 

  

問５２子どもに矢吹町に住んでほしいと思う〔％〕

N =

全　　　体 772

就学前保護者 464

小学生保護者 308

46.9

44.6

50.3

43.3

45.5

39.9

9.8

9.9

9.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答

問３９子どもに矢吹町に住んでほしいと思う〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生保護者 308

中学生保護者 199

高校生保護者 109

51.9

53.9

51.8

46.8

38.5

36.7

39.7

41.3

9.6

9.4

8.5

11.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答
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  問５３充実を希望する子育て支援サービス〔％・複数回答〕
N = 772

％

職場環境の整備について
企業へ働きかけ

育児休業後の職場復帰の
支援

再就職のための支援

悩みを相談できる支援体制
の充実

同じ悩みを持つ人の交流
の場の創設

地域の人や民間支援団体
による支援

病気や障がいなどへの専
門的な支援

男性の育児・家事参加の意
識啓発

子育て支援情報の充実

子どもの就学に係る費用の
軽減

子どもの塾代・受験料への
支援

学習支援の充実

子ども食堂の充実

一時的に必要な資金の貸
与

公営住宅の整備など住宅
確保のための支援

その他

無　回　答

22.8

15.9

14.6

7.1

8.3

2.5

12.3

16.2

18.7

63.3

51.4

37.0

8.2

8.4

4.3

3.1

10.4

23.1

17.2

16.2

7.5

8.6

2.2

12.1

17.5

20.3

64.7

49.8

35.3

9.3

9.1

4.1

3.9

10.6

22.4

14.0

12.3

6.5

7.8

2.9

12.7

14.3

16.2

61.4

53.9

39.6

6.5

7.5

4.5

1.9

10.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 就学前保護者 小学生保護者
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  問５３充実を希望する子育て支援サービス〔％・複数回答〕
N = 616

％

職場環境の整備について
企業へ働きかけ

育児休業後の職場復帰の
支援

再就職のための支援

悩みを相談できる支援体制
の充実

同じ悩みを持つ人の交流
の場の創設

地域の人や民間支援団体
による支援

病気や障がいなどへの専
門的な支援

男性の育児・家事参加の意
識啓発

子育て支援情報の充実

子どもの医療費の軽減の
充実

子どもの就学に係る費用の
軽減

子どもの塾代・受験料への
支援

学習支援の充実

子ども食堂の充実

一時的に必要な資金の貸
与

公営住宅の整備など住宅
確保のための支援

その他

無　回　答

18.5

7.8

10.1

7.6

7.1

3.1

14.8

9.1

12.3

15.4

57.0

57.0

41.1

6.5

10.1

5.7

3.7

9.9

20.8

9.1

11.0

6.8

6.2

3.2

14.3

10.7

13.6

0.0

58.1

59.1

44.2

7.5

11.7

6.5

3.6

8.4

14.6

5.5

8.0

6.5

7.5

3.0

13.6

5.0

11.6

27.1

56.8

58.8

42.7

5.5

9.5

6.0

3.5

11.1

19.3

8.3

11.0

11.9

9.2

2.8

18.3

11.9

10.1

37.6

54.1

47.7

29.4

5.5

6.4

2.8

4.6

11.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全 体 小学生保護者 中学生保護者 高校生保護者
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（11）通学や学校でのこと・勉強のことなど（こども本人） 

問４ あなたは、現在働いていますか。［高校生］ 

「働いていない」が87.2％と多く、「アルバイトをしている」が9.2％である。 

 

 

 

 

 

 

 

問８ あなたは、学校生活が楽しいですか。 

全体では、「とても楽しい」が52.9％と半数を占め、「まあ楽しい」の40.7％

と合わせた『楽しい』が93.6％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８－１ 【問８で「３～４」と答えた人】学校が楽しくない理由は、何ですか。 

全体では、「友だちとうまくいかない」と「学校に行くのが面倒」がともに47.2％

と多く、「勉強がつまらない」が41.7％である。 

中学生で「友だちとうまくいかない」が54.5％、「体調が悪い」と「勉強がつま

らない」がともに45.5％、高校生で「学校に行くのが面倒」が87.5％、小学生で

「先生とうまくいかない」と「いじめにあった」がともに29.4％と多い。 

  

問４（高校生等）就業状況〔％〕

N =

109 0.0 9.2

0.0 0.0 0.9 0.0

87.2 2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

働いている（パートタイム・派遣・日雇い・正規雇用） アルバイトをしている

家業の従業員として働いている 職業訓練中

就職活動中 その他

働いていない 無 回 答

問８学校生活が楽しい〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

52.9

56.1

51.8

45.9

40.7

37.7

42.6

45.9

4.4

4.8

4.1

3.7

1.5

0.6

1.5

3.7

0.5

0.6

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても楽しい まあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない 無 回 答
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問 12 あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。 

全体では、「教科によってはわからないことがある」が41.6％と多く、「だいた

いわかる」が37.7％、「いつもわかる」が12.0％である。 

「教科によってはわからないことがある」は高校生で53.2％、中学生で49.2％、

「だいたいわかる」は小学生で44.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８①学校が楽しくない理由〔％・複数回答〕
N = 36

％

勉強についていけない

勉強がつまらない

友だちとうまくいかない

先生とうまくいかない

学校に行くのが面倒

体調がわるい

いじめにあった

学校以外で他にやりたいこ
とがある

お金がかかる

その他

16.7

41.7

47.2

16.7

47.2

16.7

16.7

8.3

2.8

8.3

11.8

41.2

41.2

29.4

35.3

0.0

29.4

0.0

0.0

11.8

27.3

45.5

54.5

0.0

36.4

45.5

0.0

18.2

0.0

0.0

12.5

37.5

50.0

12.5

87.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全 体 小学生 中学生 高校生

問１２授業がわからないこと〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

12.0

16.1

8.6

6.4

37.7

44.5

31.0

30.3

41.6

32.6

49.2

53.2

5.7

4.8

6.1

7.3

1.5

0.6

3.0

0.9

1.6

1.3

2.0

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いつもわかる だいたいわかる

教科によってはわからないことがある わからないことが多い

ほとんどわからない 無 回 答
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問 12―１ 【問 12 で「３～５」と答えた人】いつごろから、授業がわからないことがあるようにな

りましたか。 

小学生で「小学３・４年生のころ」が57.6％と多く、「小学５・６年生のころ」

が35.6％である。中学生で「中学生になってから」が68.7％と多く、「小学５・

６年生のころ」が18.3％、「小学３・４年生のころ」が10.4％である。高校生で

「高校生になってから」が50.7％と多く、「中学１・２年生のころ」が32.8％で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 あなたは、将来、どの学校まで進みたいですか。 

全体では、「大学」が34.9％と多く、「まだわからない」が25.5％、「高校」

が19.5％である。 

小学生で「まだわからない」が31.3％と多い。高校生で「大学」が55.0％と多

く、「高校」が9.2％と少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１３将来の進路希望〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

0.6

1.0

0.5

0.0

19.5

23.5

18.8

9.2

13.1

12.6

15.2

11.0

2.6

3.2

1.5

2.8

34.9

26.8

36.5

55.0

1.3

0.6

1.0

3.7

0.6

0.3

0.0

2.8

25.5

31.3

22.8

13.8

1.8

0.6

3.6

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学 高校 専門学校 短大 大学 大学院 その他 まだわからない 無 回 答

問１２①小学生・授業がわからなくなった時期〔％〕

N =

118 5.9 57.6 35.6 0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学１・２年生のころ 小学３・４年生のころ 小学５・６年生のころ 無 回 答

問１２①中学生・授業がわからなくなった時期〔％〕

N =

115 2.6 10.4 18.3 68.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学１・２年生のころ 小学３・４年生のころ 小学５・６年生のころ 中学生になってから

問１２①高校生・授業がわからなくなった時期〔％〕

N =

67 1.5 3.0 1.5 32.8 9.0 50.7 1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学１・２年生のころ 小学３・４年生のころ 小学５・６年生のころ 中学１・２年生のころ

中学３年生のころ 高校生になってから 無 回 答
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13－１ 【問 13で「１～６」と答えた人】その理由を答えてください。 

全体では、「希望する学校や職業があるから」が61.8％と多く、「とくに理由は

ない」が16.5％、「自分の成績から考えて」が14.5％、「親がそう言っているか

ら」が11.4％である。 

高校生で「希望する学校や職業があるから」が77.2％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 あなたは、将来の夢やなりたい職業がありますか。 

全体では、「ある」が69.0％と多く、「ない」が28.2％である。 

中学生で「ない」が33.5％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１３①進路先希望の理由〔％・複数回答〕
N = 448

％

希望する学校や職業があ
るから

自分の成績から考えて

親がそう言っているから

兄・姉がそうしているから

周りの先輩や友達がそうし
ているから

家にお金がないと思うから

早く働く必要があるから

その他

とくに理由はない

無　回　答

61.8

14.5

11.4

4.9

4.5

2.7

2.5

4.7

16.5

2.0

55.5

12.8

10.4

5.2

3.3

2.4

2.4

4.3

19.9

2.8

61.4

17.2

15.9

6.2

6.2

2.1

2.1

4.8

16.6

0.7

77.2

14.1

6.5

2.2

4.3

4.3

3.3

5.4

8.7

2.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全 体 小学生 中学生 高校生

問１４将来の夢やなりたい職業〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

69.0

73.9

63.5

65.1

28.2

23.5

33.5

32.1

2.8

2.6

3.0

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ある ない 無 回 答
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問 15 あなたは、将来、結婚したり、家族をもったりすると思いますか。［中学生・高校生］ 

中学生、高校生では、「はい」が65.4％と多く、「いいえ」が31.0％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 将来、矢吹町に住みたいと思いますか。その理由もお聞かせください。 

全体では、「いいえ」が50.6％で「はい」が45.0％である。 

「いいえ」は中学生と高校生でそれぞれ60.9％、57.8％と多い。小学生で「は

い」が54.5％と多い。 

住みたい理由は「記入あり」が87.4％、住みたくない理由は「記入あり」が92.3％

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１５将来、結婚や家族をもつ意向〔％〕

N =

全　　　体 306

中学生 197

高校生 109

65.4

64.5

67.0

31.0

33.0

27.5

3.6

2.5

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答

問１６矢吹町の定住意向〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

45.0

54.5

35.0

35.8

50.6

41.6

60.9

57.8

4.4

3.9

4.1

6.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答

問１６住みたい理由〔％〕

N =

全　　　体 277

小学生 169

中学生 69

高校生 39

87.4

85.2

87.0

97.4

12.6

14.8

13.0

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

記入あり 記入なし
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（12）放課後のこと・いつものことなど（こども本人） 

問 17 あなたは、放課後児童クラブで過ごしていますか。［小学生］ 

「いいえ」が83.5％と多く、「はい」が15.8％である。 

 

 

 

 

 

 

問 18 あなたは、習いごとをしていますか。［小学生］ 

「はい」が62.6％と多く、「いいえ」が36.5％である。 

 

 

 

 

 

 

問 19 あなたは、地域のスポーツクラブや文化クラブ、学校の部活動に参加していますか。 

全体では、「はい」が67.7％と多く、「いいえ」が31.3％である。 

「はい」は中学生で84.8％と多い。「いいえ」は小学生と高校生でそれぞれ

40.6％、37.6％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１４小学生・放課後児童クラブの利用〔％〕

N =

310 15.8 83.5 0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答

問１５小学生・習い事〔％〕

N =

310 62.6 36.5 1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答

問１７地域のスポーツ・文化クラブ、部活動の参加〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

67.7

59.0

84.8

61.5

31.3

40.6

13.2

37.6

1.0

0.3

2.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無 回 答

問１６住みたくない理由〔％〕

N =

全　　　体 312

小学生 129

中学生 120

高校生 63

92.3

91.5

92.5

93.7

7.7

8.5

7.5

6.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

記入あり 記入なし
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問 19－１ 【問 19で「２」と答えた人】参加していない理由は何ですか。 

全体では、「入りたいクラブ・部活動がないから」が48.7％と多く、「その他」

が31.6％、「塾や習い事が忙しいから」が10.9％である。 

中学生で「その他」が53.8％、「一緒に入る友達がいないから」が19.2％と多

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 24 あなたにとってすごしている時、一番ほっとできる居場所はどこですか。 

①すごしている場所 

１位は、全体では、「自分の家」が87.8％と多く、「学校（放課後児童クラブ、

部活動含む）」が8.0％である。 

高校生で「自分の家」が78.0％と少なく、「学校（放課後児童クラブ、部活動含

む）」が18.3％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１７①参加していない理由〔％・複数回答〕
N = 193

％

入りたいクラブ・部活動がな
いから

塾や習い事が忙しいから

費用がかかるから

家族の世話、家事などがあ
るから

一緒に入る友達がいない
から

その他

無　回　答

48.7

10.9

5.2

2.6

7.3

31.6

7.3

50.8

11.9

4.8

1.6

4.8

25.4

8.7

34.6

7.7

3.8

3.8

19.2

53.8

0.0

51.2

9.8

7.3

4.9

7.3

36.6

7.3

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 小学生 中学生 高校生

問２２過ごしている場所・１位〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

87.8

91.6

87.3

78.0

1.0

1.3

0.5

0.9

0.2

0.0

0.0

0.9

0.3

0.3

0.5

0.0

8.0

4.5

7.6

18.3

0.2

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.3

0.5

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

1.9

3.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の家 親せきの家（おじいちゃん・おばあちゃんの家など）

友だちの家 塾や習い事

学校（放課後児童クラブ、部活動含む） スポーツクラブの活動の場（野球場、サッカー場など）

公園 図書館（公民館図書室もふくみます）

商店街やショッピングモールの内の施設・お店 その他

ない 無 回 答
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２位は、全体では、「学校（放課後児童クラブ、部活動含む）」が50.6％と多く、

「親せきの家（おじいちゃん・おばあちゃんの家など）」が20.5％である。 

中学生で「学校（放課後児童クラブ、部活動含む）」が62.4％、高校生で「自分

の家」が20.2％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３位は、全体では、「親せきの家（おじいちゃん・おばあちゃんの家など）」が

19.5％と多く、「ない」が17.2％、「塾や習い事」が13.3％である。 

高校生で「ない」が29.4％、中学生で「塾や習い事」が21.3％と多い。 

  

問２２過ごしている場所・２位〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

9.6

6.8

8.1

20.2

20.5

24.8

16.8

14.7

3.7

5.8

1.5

1.8

3.4

4.5

3.0

0.9

50.6

43.9

62.4

48.6

1.8

3.2

0.0

0.9

0.6

0.6

1.0

0.0

0.6

0.6

0.0

1.8

0.6

1.3

0.0

0.0

0.5

0.6

0.0

0.9

2.9

2.6

2.0

5.5

5.0

5.2

5.1

4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の家 親せきの家（おじいちゃん・おばあちゃんの家など）

友だちの家 塾や習い事

学校（放課後児童クラブ、部活動含む） スポーツクラブの活動の場（野球場、サッカー場など）

公園 図書館（公民館図書室もふくみます）

商店街やショッピングモールの内の施設・お店 その他

ない 無 回 答

問２２過ごしている場所・３位〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

1.1

1.6

1.0

0.0

19.5

19.4

19.8

19.3

11.0

14.5

7.1

8.3

13.3

12.6

21.3

0.9

11.5

14.2

8.1

10.1

6.7

6.1

7.6

6.4

2.9

3.9

3.0

0.0

4.4

3.2

3.6

9.2

4.2

2.9

4.1

8.3

1.3

1.6

0.5

1.8

17.2

12.6

17.8

29.4

6.8

7.4

6.1

6.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の家 親せきの家（おじいちゃん・おばあちゃんの家など）

友だちの家 塾や習い事

学校（放課後児童クラブ、部活動含む） スポーツクラブの活動の場（野球場、サッカー場など）

公園 図書館（公民館図書室もふくみます）

商店街やショッピングモールの内の施設・お店 その他

ない 無 回 答
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②ほっとできる場所 

１位は、全体では、「自分の家」が81.3％と多く、「親せきの家（おじいちゃん・

おばあちゃんの家など）」が5.0％である。 

高校生で「自分の家」が89.9％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２位は、全体では、「親せきの家（おじいちゃん・おばあちゃんの家など）」が

37.0％と多く、「学校（放課後児童クラブ、部活動含む）」が18.3％である。 

高校生で「学校（放課後児童クラブ、部活動含む）」が23.9％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２２ほっとできる場所・１位〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

81.3

78.7

80.7

89.9

5.0

6.1

4.1

3.7

2.9

4.5

2.0

0.0

1.1

1.3

1.5

0.0

2.4

2.3

3.6

0.9

0.5

0.3

0.0

1.8

0.3

0.6

0.0

0.0

1.5

1.9

1.5

0.0

0.3

0.3

0.5

0.0

1.6

1.3

2.5

0.9

0.8

0.6

0.5

1.8

2.1

1.9

3.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の家 親せきの家（おじいちゃん・おばあちゃんの家など）

友だちの家 塾や習い事

学校（放課後児童クラブ、部活動含む） スポーツクラブの活動の場（野球場、サッカー場など）

公園 図書館（公民館図書室もふくみます）

商店街やショッピングモールの内の施設・お店 その他

ない 無 回 答

問２２ほっとできる場所・２位〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

7.6

8.4

7.6

5.5

37.0

37.4

38.1

33.9

8.9

8.4

11.7

5.5

4.4

4.8

5.1

1.8

18.3

17.7

16.2

23.9

1.1

1.3

1.5

0.0

1.9

3.2

1.0

0.0

6.2

6.8

3.6

9.2

2.3

1.6

2.5

3.7

1.3

1.6

0.5

1.8

5.8

3.5

7.1

10.1

5.0

5.2

5.1

4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の家 親せきの家（おじいちゃん・おばあちゃんの家など）

友だちの家 塾や習い事

学校（放課後児童クラブ、部活動含む） スポーツクラブの活動の場（野球場、サッカー場など）

公園 図書館（公民館図書室もふくみます）

商店街やショッピングモールの内の施設・お店 その他

ない 無 回 答
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３位は、全体では、「ない」が19.8％、「学校（放課後児童クラブ、部活動含む）」

が19.0％と多く、「友だちの家」が12.5％である。 

高校生で「ない」が36.7％、「図書館（公民館図書室もふくみます）」が15.6％

と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25 あなたは、自分や家族のことでなやみや心配ごとがありますか。 

小学生で「悩みや心配ごとはない」が53.2％と多く、「勉強のこと」が21.0％、

「友だちとの関係」と「進学・進路のこと」がともに14.8％である。 

中学生、高校生では、「進学・進路のこと」が50.7％と多く、「勉強のこと」が

39.2％、「なやみや心配ごとはない」が28.8％となっている。 

  

問２２ほっとできる場所・３位〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

3.4

3.9

3.0

2.8

9.9

12.3

8.6

5.5

12.5

16.1

8.6

9.2

5.2

6.8

5.6

0.0

19.0

19.0

21.3

14.7

2.8

2.9

4.1

0.0

4.5

4.2

5.1

4.6

8.9

8.4

6.1

15.6

5.5

5.2

7.6

2.8

1.1

1.0

1.5

0.9

19.8

12.6

21.8

36.7

7.3

7.7

6.6

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の家 親せきの家（おじいちゃん・おばあちゃんの家など）

友だちの家 塾や習い事

学校（放課後児童クラブ、部活動含む） スポーツクラブの活動の場（野球場、サッカー場など）

公園 図書館（公民館図書室もふくみます）

商店街やショッピングモールの内の施設・お店 その他

ない 無 回 答
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問２２小学生・悩んでいること〔％・複数回答〕

N = 310

％

友だちとの関係

勉強のこと

進学・進路のこと

クラブ活動のこと

自分の性格のこと

自分の顔だちや体つきのこ
と

家族で楽しく過ごすことが
少ないこと

親が自分の気持ちをわ
かってくれないこと

親同士の仲がよくないこと

家族の世話をするのが大
変なこと

着られる服が少ないこと

ご飯をおなかいっぱい食べ
られないこと

家の中が散らかっているこ
と

家にお金がないこと

その他

悩みや心配ごとはない

無　回　答

14.8

21.0

14.8

1.6

11.6

9.0

2.6

5.2

2.3

0.0

1.0

0.0

3.5

2.9

1.3

53.2

8.4

0 10 20 30 40 50 60 70
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  問２３中高生・悩んでいること〔％・複数回答〕
N = 306

％

友だちとの関係

勉強のこと

進学・進路のこと

クラブ活動のこと

自分の性格のこと

自分の顔だちや体つきのこ
と

好きな人のこと

親が自分の気持ちをわ
かってくれないこと

家族で楽しく過ごすことが
少ないこと

家族の世話をするのが大
変なこと

親同士の仲がよくないこと

ご飯をおなかいっぱい食べ
られないこと

着られる服が少ないこと

家にお金がないこと

家の中が散らかっているこ
と

なやみや心配ごとはない

その他

無　回　答

18.0

39.2

50.7

9.8

18.3

18.6

8.2

7.5

1.3

0.7

2.0

1.0

2.6

4.6

4.6

28.8

2.3

5.6

20.8

43.1

48.2

9.6

19.8

18.8

9.6

10.2

1.5

1.0

2.5

1.0

3.0

4.6

5.6

27.9

2.5

6.6

12.8

32.1

55.0

10.1

15.6

18.3

5.5

2.8

0.9

0.0

0.9

0.9

1.8

4.6

2.8

30.3

1.8

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 中学生 高校生
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問 26 あなたに困っていることや悩みごとがあるとき、あなたが相談できると思う人はだれで

すか。 

小学生で「親」が75.2％と多く、「学校の友達」が49.0％、「学校の先生」が

28.1％、「きょうだい」が26.5％である。 

中学生、高校生では、「親」が67.6％と多く、「学校の友達」が58.5％、「学

校の先生」が24.8％、「きょうだい」が23.2％である。 

高校生で「学校外の友達」が19.3％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２３小学生・相談できると思う人〔％・複数回答〕
N = 310

％

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

スクールカウンセラー

塾・習い事の先生、近所の
人など

ネットで知り合った人

だれにも相談できない、相
談したくない

無　回　答

75.2

26.5

23.9

28.1

49.0

11.0

6.8

4.5

2.9

4.5

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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問２４悩み等を相談できると思う人〔％・複数回答〕
N = 306

％

親

きょうだい

祖父母など

学校の先生

学校の友達

学校外の友達

学校や部活の先輩

塾・習い事の先生、近所の
人など

スクールカウンセラー

ネットで知り合った人

その他

だれにも相談できない、相
談したくない

無　回　答

67.6

23.2

11.4

24.8

58.5

12.1

11.1

4.2

5.2

5.6

1.0

7.2

5.2

65.0

22.8

11.2

24.4

60.4

8.1

11.2

5.1

5.6

4.6

1.5

7.1

4.6

72.5

23.9

11.9

25.7

55.0

19.3

11.0

2.8

4.6

7.3

0.0

7.3

6.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

全 体 中学生 高校生
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問 29 あなたの思いや気持ちについて、もっとも近いものに○をつけてください。 

①がんばれば、むくわれると思う 

全体では、「思う」が41.4％と多く、「とても思う」の38.3％と合わせた『思

う』が79.7％で、『思わない』（「あまり思わない」と「思わない」の計、以下同

様）が15.9％である。 

中学生で『思わない』が21.8％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自分は価値のある人間だと思う 

全体では、「思う」が41.6％と多く、「とても思う」の23.9％と合わせた『思

う』が65.5％で、『思わない』が29.5％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③自分は家族に大事にされていると思う 

全体では、「とても思う」が56.2％と多く、「思う」の34.6％と合わせた『思

う』が90.8％で、『思わない』が4.4％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２７思いや気持ち・がんばればむくわれる〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

38.3

42.9

34.0

33.0

41.4

41.0

41.1

43.1

11.7

8.1

14.7

16.5

4.2

2.6

7.1

3.7

4.4

5.5

3.0

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても思う 思う あまり思わない 思わない 無 回 答

問２７思いや気持ち・自分は価値のある人間だ〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

23.9

23.2

25.4

22.9

41.6

43.5

39.6

39.4

21.4

21.0

20.8

23.9

8.1

6.1

10.7

9.2

5.0

6.1

3.6

4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても思う 思う あまり思わない 思わない 無 回 答

問２７思いや気持ち・自分は家族に大事にされている〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

56.2

61.3

50.8

51.4

34.6

29.4

39.6

40.4

2.9

2.6

4.1

1.8

1.5

1.0

2.5

0.9

4.9

5.8

3.0

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても思う 思う あまり思わない 思わない 無 回 答
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④自分は友達に好かれていると思う 

全体では、「思う」が46.4％と多く、「とても思う」の31.7％と合わせた『思

う』が78.1％で、『思わない』が17.1％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤自分の将来が楽しみだ 

全体では、「とても思う」が36.7％と多く、「思う」の32.8％と合わせた『思

う』が69.5％で、『思わない』が25.7％である。 

小学生で『思う』が77.1％と多い。『思わない』は中学生で35.1％、高校生で

33.0％とそれぞれ多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥自分のことが好きだ 

全体では、「思う」が35.9％と多く、「とても思う」の23.7％と合わせた『思

う』が59.6％で、『思わない』が35.9％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２７思いや気持ち・自分は友だちに好かれている〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

31.7

32.9

29.9

31.2

46.4

45.5

47.2

47.7

13.5

11.9

15.7

13.8

3.6

3.5

4.1

2.8

4.9

6.1

3.0

4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても思う 思う あまり思わない 思わない 無 回 答

問２７思いや気持ち・自分の将来が楽しみだ〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

36.7

42.6

29.9

32.1

32.8

34.5

32.0

29.4

19.0

12.3

24.4

28.4

6.7

4.8

10.7

4.6

4.9

5.8

3.0

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても思う 思う あまり思わない 思わない 無 回 答

問２７思いや気持ち・自分のことが好きだ〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

23.7

22.3

25.4

24.8

35.9

38.4

34.5

31.2

20.6

19.4

20.3

24.8

15.3

14.5

16.8

14.7

4.5

5.5

3.0

4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても思う 思う あまり思わない 思わない 無 回 答
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（13）家庭や家族のこと（こども本人） 

問 34 家族の中にあなたがお世話をしている人はいますか。（ここで「お世話」とは、ふつう大人

が行うような家事や家族のお世話のことを指します。） 

全体では、「いない」が83.8％と多く、「いる」が9.4％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 あなたがお世話をしている家族のことや、お世話の悩みについて誰かに相談したことはあ

りますか。 

全体では、「ない」が75.9％と多く、「ある」が10.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 39－１ 【問 39 で「２」と答えた人】あなたがお世話をしている家族のことや、お世話の悩み

を聞いてくれる人はいますか。 

全体では、「いる」が72.7％と多く、「いない」が18.2％である。 

中学生で「いる」が80.0％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３２お世話をしている家族〔％〕

N =

全　　　体 616

小学生 310

中学生 197

高校生 109

9.4

11.9

6.6

7.3

83.8

80.0

87.8

87.2

6.8

8.1

5.6

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 無 回 答

問３７家族の世話について相談したこと〔％〕

N =

全　　　体 58

小学生 37

中学生 13

高校生 8

10.3

13.5

7.7

0.0

75.9

73.0

76.9

87.5

13.8

13.5

15.4

12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ある ない 無 回 答

問３７①家族の世話について相談できる人〔％〕

N =

全　　　体 44

小学生 27

中学生 10

高校生 7

72.7

70.4

80.0

71.4

18.2

22.2

10.0

14.3

9.1

7.4

10.0

14.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 無 回 答
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問 40 学校や周りの大人にしてもらいたいことはありますか。 

全体では、「特にない」が48.3％と多く、「自分のことについて話を聞いてほし

い」と「勉強を教えてほしい」がともに15.5％、「自由に使える時間がほしい」が

12.1％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問３８学校や周りの大人にしてもらいたいこと〔％・複数回答〕
N = 58

％

自分のことについて話を聞
いてほしい

家族のお世話について相
談にのってほしい

家族の病気や障がい、介
護等について説明してほし
い

自分が行っているお世話の
すべてを誰かに代わってほ
しい

自分が行っているお世話の
一部を誰かに代わってほし
い

自由に使える時間がほしい

勉強を教えてほしい

お金の面で支援してほしい

その他

特にない

わからない

無　回　答

15.5

5.2

0.0

0.0

1.7

12.1

15.5

0.0

0.0

48.3

8.6

19.0

18.9

2.7

0.0

0.0

2.7

16.2

18.9

0.0

0.0

48.6

8.1

10.8

15.4

15.4

0.0

0.0

0.0

7.7

15.4

0.0

0.0

46.2

15.4

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0 10 20 30 40 50 60 70

全 体 小学生 中学生 高校生
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２ 矢吹町子ども・子育て会議設置条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項

の規定に基づき、矢吹町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を

置く。 

（所掌事項） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。 

(１) 法第77条第１項各号に規定する事務を処理すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、教育委員会が必

要と認める事項について調査審議すること。 

（組織等） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員13名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教

育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(１) 子どもの保護者 

(２) 事業主を代表する者 

(３) 労働者を代表する者 

(４) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(５) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(６) その他教育委員会が適当と認める者 

２ 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（臨時委員） 

第４条 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、

臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、教育委員会が委嘱し、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したと

きに解職するものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、

会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

 

３ 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこ

とができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可

否同数のときは議長の決するところによる。 
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５ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又

は説明を求めることができる。 

（部会） 

第７条 子ども・子育て会議に、第２条の所掌事項に係る専門的な事項を調査審議するため

必要があるときは、専門部会を置くことができる。 

（秘密を守る義務） 

第８条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、また同様とする。 

（庶務） 

第９条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月14日条例第14号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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３ 矢吹町子ども・子育て会議委員名簿 

分   野 所   属 氏   名 備 考 

子どもの保護者 認定こども園・保育園 代表 近藤 直樹  

子どもの保護者 幼稚園 代表 手島 紘佑  

子どもの保護者 小学校 代表 根本 嘉一  

子どもの保護者 中学校 代表 圓谷 大輔  

事業主を代表する者 
ケミコン東日本株式会社 福島工場管理

グループ長 
齋藤 真  

労働者を代表とする者 社会福祉法人 矢吹厚生事業所 小林 香  

子ども・子育て支援に 

関する事業に従事する者 
矢吹町ひかり保育園 佐久間 芳雄  

子ども・子育て支援に 

関する事業に従事する者 
学校法人聖和学園 岡村 宣 会長 

子ども・子育て支援に 

関する事業に従事する者 
イマジン・レインボー 岡田 仁男 

～令和

６年９月 

子ども・子育て支援に 

関する事業に従事する者 
町立幼稚園 代表 柏村 久仁子  

子ども・子育て支援に 

関する事業に従事する者 
国立大学法人 福島大学 市川 英雄  

その他教育長が適当と 

認める者 
矢吹町民生児童委員協議会 久保木 直美  

その他教育長が適当と 

認める者 
矢吹町役場 国井 淳一  
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４ 策定経過 

時  期 内  容 

平成６年３月７日

～22日 
矢吹町子育て家庭とこどもの生活状況等アンケート調査 

令和６年８月21日 

第１回矢吹町子ども・子育て会議 

・矢吹町こども計画アンケート調査について 

・「矢吹町第２期子ども・子育て支援事業計画」の点検及び評価 

・第１期矢吹町こども計画策定について 

令和６年10月 
第２回矢吹町子ども・子育て会議（書面開催） 

・家庭的保育事業等設置認可について 

令和７年２月18日 
第３回矢吹町子ども・子育て会議 

・第１期矢吹町こども計画について 

令和７年２月25日

～３月25日 
計画についての住民意見募集（パブリックコメント） 

 

 



 

 

 

 

 

  

矢吹町こども計画 
 

発行日：令和７年３月 

発 行：矢吹町教育委員会 子育て支援課 

住 所：〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101番地 

ＴＥＬ：０２４８－４２－２２３０ 

ＦＡＸ：０２４８－４２－２１３８ 

ＵＲＬ：http://www.town.yabuki.fukushima.jp/ 



 








